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令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日（
金
曜
日
）

午
前
十
時
一
分
開
議

○
議
事
日
程

第
五
号

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

午
前
十
時
開
議

第
一

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災

者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
衆
議
院
提
出
）

○
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

一
、
元
内
閣
総
理
大
臣
村
山
富
市
君
逝
去
に
つ
き
哀
悼

の
件

一
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
、
裁
判
官
訴
追
委
員

及
び
同
予
備
員
辞
任
の
件

一
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
等
各
種
委
員
の
選
挙

一
、
国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件

以
下

議
事
日
程
の
と
お
り

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

元
内
閣
総
理
大
臣
村
山
富
市
君
は
、
去
る
十
月
十
七
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
痛
惜
の
極
み
で
あ
り
、
哀
悼
の

念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
際
、
院
議
を
も
っ
て
同
君
に
対

し
弔
詞
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す

が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

弔
詞
を
朗
読
い
た
し
ま
す
。

〔
総
員
起
立
〕

参
議
院
は

わ
が
国

民
主
政
治
発
展
の
た
め
力
を
尽

く
さ
れ
ま
し
た

元
内
閣
総
理
大
臣
正
二
位
大
勲
位
村

山
富
市
君
の
長
逝
に
対
し

つ
つ
し
ん
で
哀
悼
の
意
を

表
し

う
や
う
や
し
く
弔
詞
を
さ
さ
げ
ま
す

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
こ
の
際
、
お
諮
り
い
た
し
ま

す
。伊

藤
孝
江
君
か
ら
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
を
、
江

島
潔
君
及
び
青
島
健
太
君
か
ら
裁
判
官
訴
追
委
員
を
、
木

戸
口
英
司
君
、
里
見
隆
治
君
、
山
添
拓
君
及
び
仁
比
聡
平

君
か
ら
同
予
備
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
辞
任
い
た
し
た
い
と
の

申
出
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
許
可
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
こ
の
際
、

裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
、
同
予
備
員
、

裁
判
官
訴
追
委
員
、
同
予
備
員
、

皇
室
会
議
予
備
議
員
、

皇
室
経
済
会
議
予
備
議
員
、

検
察
官
適
格
審
査
会
委
員
、
同
予
備
委
員
、

日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
委
員
、

国
土
審
議
会
委
員
及
び

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
委
員
の
選
挙

を
行
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
各
種
委
員
の
選
挙
は
、
い

ず
れ
も
そ
の
手
続
を
省
略
し
、
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る

こ
と
と
し
、
ま
た
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
予
備

員
、
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備
員
、
皇
室
会
議
予
備
議
員
及

び
皇
室
経
済
会
議
予
備
議
員
の
職
務
を
行
う
順
序
は
、
こ

れ
を
議
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
議
長
は
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
そ
の

他
の
各
種
委
員
を
議
席
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
氏
名
表
の

と
お
り
指
名
し
、
職
務
を
行
う
順
序
を
決
定
い
た
し
ま

す
。

議
長
の
指
名
し
た
各
種
委
員
は
左
の
と
お
り

裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員

石
井

準
一
君

森

ま
さ
こ
君

川
合

孝
典
君

横
山

信
一
君

同

予
備
員

山
田

宏
君（
第
一
順
位
）

小
林
さ
や
か
君（
第
二
順
位
）

宮
崎

勝
君（
第
三
順
位
）

石
井

苗
子
君（
第
四
順
位
）

裁
判
官
訴
追
委
員

渡
辺

猛
之
君

打
越
さ
く
良
君

上
田

清
司
君

佐
々
木
雅
文
君

嘉
田
由
紀
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

同

予
備
員

阿
達

雅
志
君（
第
一
順
位
）

竹
内

真
二
君（
第
二
順
位
）

高
木
か
お
り
君（
第
三
順
位
）

櫻
井

祥
子
君（
第
四
順
位
）

山
中

泉
君（
第
五
順
位
）

皇
室
会
議
予
備
議
員松

山

政
司
君（
第
一
順
位
）

皇
室
経
済
会
議
予
備
議
員

石
井

準
一
君（
第
一
順
位
）

水
岡

俊
一
君（
第
二
順
位
）

検
察
官
適
格
審
査
会
委
員

滝
波

宏
文
君

同

予
備
委
員

山
田

太
郎
君（
滝
波
宏
文
君
の
予

備
委
員
）

日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
委
員

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

国
土
審
議
会
委
員

磯
﨑

仁
彦
君

山
本

順
三
君

吉
田

忠
智
君

礒
﨑

哲
史
君

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
委
員

石
井

浩
郎
君

後
藤

斎
君

�

〇

〇

号

外

国
会
会
議
録
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

○
第
二
百
十
九
回

国

会

参
議
院
会
議
録
第
五
号

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

元
内
閣
総
理
大
臣
村
山
富
市
君
逝
去
に
つ
き
哀
悼
の
件

裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
、
裁
判
官
訴
追
委
員
及
び
同
予
備
員
辞
任
の
件

裁
判
官

弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
等
各
種
委
員
の
選
挙

一



二
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○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
こ
の
際
、
国
家
公
務
員
等
の
任

命
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

内
閣
か
ら
、
食
品
安
全
委
員
会
委
員
、
個
人
情
報
保
護

委
員
会
委
員
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員
長
及
び
同

委
員
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
、
電
波
監
理
審

議
会
委
員
、
日
本
放
送
協
会
経
営
委
員
会
委
員
、
中
央
更

生
保
護
審
査
会
委
員
、
運
輸
審
議
会
委
員
、
運
輸
安
全
委

員
会
委
員
並
び
に
公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て
、
本
院
の
同
意
を
求
め
て
ま
い
り
ま
し

た
。こ

れ
よ
り
採
決
を
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
食
品
安
全
委
員
会
委
員
に
春
日
文
子
君
を
任
命

す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
を
い
た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
四

賛
成

二
百
二
十
九

反
対

十
五

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会

委
員
に
藤
村
明
子
君
、
木
田
俊
昭
君
及
び
藤
井
英
治
君

を
、
運
輸
審
議
会
委
員
に
堀
川
義
弘
君
を
任
命
す
る
こ
と

に
つ
い
て
採
決
を
い
た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
四

賛
成

二
百
三
十

反
対

十
四

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会

委
員
に
新
保
史
生
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
を

い
た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
五

賛
成

二
百
三
十
七

反
対

八

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員

会
委
員
長
に
中
原
亮
一
君
を
、
同
委
員
に
加
藤
さ
ゆ
り
君

及
び
橋
本
尚
君
を
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
に

笠
井
之
彦
君
、
三
尾
美
枝
子
君
、
小
塚
荘
一
郎
君
、
中
條

祐
介
君
及
び
前
原
賀
代
君
を
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
委

員
に
�
保
美
紀
君
を
、
運
輸
安
全
委
員
会
委
員
に
堂
園
正

人
君
、
古
川
敦
君
、
大
野
寛
之
君
、
鈴
木
美
緒
君
及
び
新

妻
実
保
子
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
を
い
た
し

ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
五

賛
成

二
百
四
十
五

反
対

〇

よ
っ
て
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
同
意
す
る
こ
と
に
決
し

ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
電
波
監
理
審
議
会
委
員

に
大
�
保
哲
夫
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
を
い

た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
五

賛
成

二
百
三
十

反
対

十
五

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
日
本
放
送
協
会
経
営
委

員
会
委
員
に
岩
井
睦
雄
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採

決
を
い
た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
五

賛
成

二
百
二
十
七

反
対

十
八

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
日
本
放
送
協
会
経
営
委

員
会
委
員
に
前
田
香
織
君
及
び
�
原
陽
子
君
を
任
命
す
る

こ
と
に
つ
い
て
採
決
を
い
た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
五

賛
成

二
百
三
十
六

反
対

九

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件
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三

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
運
輸
審
議
会
委
員
に
大

石
美
奈
子
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
を
い
た
し

ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
二

賛
成

二
百
十
四

反
対

二
十
八

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
次
に
、
公
害
健
康
被
害
補
償
不

服
審
査
会
委
員
に
星
景
子
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て

採
決
を
い
た
し
ま
す
。

内
閣
申
出
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
の
賛
否
に
つ
い

て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い
ま
す
。

〔
投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
四

賛
成

二
百
三
十
八

反
対

六

よ
っ
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
日
程
第
一

租
税
特
別
措
置
法

及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
衆
議
院
提
出
）を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。
財
政
金
融
委
員

長
宮
本
周
司
君
。

〔
審
査
報
告
書
及
び
議
案
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

〔
宮
本
周
司
君
登
壇
、
拍
手
〕

○
宮
本
周
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
財
政
金
融
委
員
会
に
お
け
ま
す
審
査
の

経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
現
下
の
揮
発
油
の
価
格
の
高
騰
か
ら
国

民
生
活
及
び
国
民
経
済
を
守
る
た
め
、
揮
発
油
税
及
び
地

方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
令
和
七
年
十

一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
ほ

か
、
特
例
税
率
の
廃
止
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
た
め
の
措

置
に
つ
い
て
、
流
通
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
の
油
槽
所

在
庫
に
係
る
控
除
及
び
還
付
の
措
置
と
す
る
と
と
も
に
、

軽
油
引
取
税
の
特
例
税
率
を
廃
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
規
定
の
新
設
、
特
例
税
率
の
廃
止
の
た
め
の

安
定
財
源
の
確
保
の
方
針
に
係
る
規
定
の
追
加
等
の
修
正

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
安
定
財
源
の
確
保
に
向
け

た
方
策
、
脱
炭
素
の
実
現
と
の
両
立
に
関
す
る
諸
課
題
等

に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
国
民

民
主
党
・
新
緑
風
会
を
代
表
し
て
原
田
秀
一
委
員
、
れ
い

わ
新
選
組
を
代
表
し
て
大
島
九
州
男
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い

た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。（
拍
手
）

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
こ
れ
よ
り
採
決
を
い
た
し
ま

す
。本

案
の
賛
否
に
つ
い
て
、
投
票
ボ
タ
ン
を
お
押
し
願
い

ま
す
。〔

投
票
開
始
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
間
も
な
く
投
票
を
終
了
い
た
し

ま
す
。
―
―
こ
れ
に
て
投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〔
投
票
終
了
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
投
票
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

投
票
総
数

二
百
四
十
四

賛
成

二
百
四
十
四

反
対

〇

よ
っ
て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
ま
し

た
。（
拍
手
）

〔
投
票
者
氏
名
は
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
議
長（
関
口
昌
一
君
）
本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し

ま
す
。

午
前
十
時
十
八
分
散
会

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

議

長

関
口

昌
一
君

副
議
長

福
山

哲
郎
君

議

員

中
田

優
子
君

宮
出

千
慧
君

平
戸

航
太
君

櫻
井

祥
子
君

後
藤

翔
太
君

小
林
さ
や
か
君

安
達

悠
司
君

塩
入

清
香
君

庭
田

幸
恵
君

杉
本

純
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

竹
詰

仁
君

堂
込
麻
紀
子
君

大
津

力
君

岩
本

麻
奈
君

山
中

泉
君

浜
口

誠
君

松
田

学
君

安
藤

裕
君

梅
村
み
ず
ほ
君

礒
﨑

哲
史
君

神
谷

宗
幣
君

上
田

清
司
君

奥
村

祥
大
君

白
川

容
子
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

岩
渕

友
君

大
門
実
紀
史
君

牛
田

茉
友
君

水
野

孝
一
君

山
添

拓
君

江
原
く
み
子
君

原
田

秀
一
君

吉
良
よ
し
子
君

山
田

吉
彦
君

伊
藤

辰
夫
君

仁
比

聡
平
君

岡
崎

太
君

田
村

ま
み
君

芳
賀

道
也
君

小
池

晃
君

石

平
君

足
立

康
史
君

後
藤

斎
君

金
子

道
仁
君

松
野

明
美
君

浜
野

喜
史
君

伊
藤

孝
恵
君

青
島

健
太
君

中
条
き
よ
し
君

舟
山

康
江
君

榛
葉
賀
津
也
君

川
合

孝
典
君

嘉
田
由
紀
子
君

高
木
か
お
り
君

串
田

誠
一
君

片
山

大
介
君

石
井

苗
子
君

柴
田

巧
君

松
沢

成
文
君

浅
田

均
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

若
林

洋
平
君

新
実

彰
平
君

山
本

啓
介
君

平
山
佐
知
子
君

佐
々
木
り
え
君

永
井

学
君

な
が
え
孝
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

清
水

真
人
君

福
山

守
君

長
谷
川
英
晴
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案



四

官 報 （号外国会会議録）令和8年1月13日 火曜日 発行

藤
井

一
博
君

星

北
斗
君

山
本
佐
知
子
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

加
藤

明
良
君

生
稲

晃
子
君

宮
本

周
司
君

阿
達

雅
志
君

山
田

宏
君

井
上

義
行
君

滝
波

宏
文
君

上
月

良
祐
君

北
村

経
夫
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

堀
井

巌
君

舞
立

昇
治
君

山
下

雄
平
君

青
山

繁
晴
君

松
村

祥
史
君

古
賀
友
一
郎
君

高
橋

克
法
君

酒
井

庸
行
君

佐
藤

啓
君

野
上
浩
太
郎
君

宮
沢

洋
一
君

野
村

哲
郎
君

小
野
田
紀
美
君

牧
野
た
か
お
君

片
山
さ
つ
き
君

尾
辻

朋
実
君

安
野

貴
博
君

寺
田

静
君

齊
藤
健
一
郎
君

望
月

良
男
君

友
納

理
緒
君

神
谷

政
幸
君

梶
原

大
介
君

若
井

敦
子
君

脇

雅
昭
君

宮
本

和
宏
君

𠮷
井

章
君

い
ん
ど
う
周
作
君

か
ま
や
ち
敏
君

見
坂

茂
範
君

赤
松

健
君

臼
井

正
一
君

本
田

顕
子
君

加
田

裕
之
君

朝
日
健
太
郎
君

進
藤
金
日
子
君

今
井
絵
理
子
君

こ
や
り
隆
史
君

石
田

昌
宏
君

馬
場

成
志
君

藤
川

政
人
君

長
谷
川

岳
君

江
島

潔
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

一
彦
君

磯
﨑

仁
彦
君

石
井

浩
郎
君

中
西

祐
介
君

山
本

順
三
君

岡
田

�
樹
君

石
井

準
一
君

末
松

信
介
君

山
谷
え
り
子
君

北
村

晴
男
君

高
良

沙
哉
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

郡
山
り
ょ
う
君

高
橋
は
る
み
君

越
智

俊
之
君

東
野

秀
樹
君

西
田

英
範
君

三
上

え
り
君

小
林
孝
一
郎
君

鈴
木

大
地
君

出
川

桃
子
君

古
賀

千
景
君

岩
本

剛
人
君

小
川

克
巳
君

船
橋

利
実
君

山
田

太
郎
君

自
見
は
な
こ
君

藤
木

眞
也
君

松
川

る
い
君

熊
谷

裕
人
君

大
�

敏
志
君

上
野

通
子
君

森

ま
さ
こ
君

古
川

俊
治
君

猪
口

邦
子
君

松
下

新
平
君

福
岡

資
麿
君

浅
尾
慶
一
郎
君

西
田

昌
司
君

小
西

洋
之
君

有
村

治
子
君

櫻
井

充
君

橋
本

聖
子
君

鶴
保

庸
介
君

鈴
木

宗
男
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

山
崎

正
昭
君

中
曽
根
弘
文
君

山
内
佳
菜
子
君

奥
田
ふ
み
よ
君

福
士

珠
美
君

小
島
と
も
子
君

伊
勢
崎
賢
治
君

泉

房
穂
君

村
田

享
子
君

大
島
九
州
男
君

横
沢

高
徳
君

高
木

真
理
君

山
本

太
郎
君

柴

愼
一
君

鬼
木

誠
君

羽
田

次
郎
君

塩
村
あ
や
か
君

田
島
麻
衣
子
君

岸

真
紀
子
君

石
垣
の
り
こ
君

打
越
さ
く
良
君

木
戸
口
英
司
君

古
賀

之
士
君

杉
尾

秀
哉
君

吉
田

忠
智
君

小
沢

雅
仁
君

石
橋

通
宏
君

勝
部

賢
志
君

森
本

真
治
君

広
田

一
君

徳
永

エ
リ
君

�
藤

嘉
隆
君

水
岡

俊
一
君

田
名
部
匡
代
君

吉
川

沙
織
君

森

ゆ
う
こ
君

青
木

愛
君

蓮

舫
君

辻
元

清
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

長
浜

博
行
君

川
村

雄
大
君

佐
々
木
雅
文
君

司

隆
史
君

下
野

六
太
君

窪
田

哲
也
君

原
田
大
二
郎
君

伊
藤

孝
江
君

宮
崎

勝
君

竹
内

真
二
君

里
見

隆
治
君

三
浦

信
祐
君

杉

�
武
君

横
山

信
一
君

上
田

勇
君

秋
野

公
造
君

高
橋

光
男
君

平
木

大
作
君

竹
谷
と
し
子
君

石
川

博
崇
君

谷
合

正
明
君

西
田

実
仁
君

天
畠

大
輔
君

木
村

英
子
君

国
務
大
臣

財

務

大

臣

片
山
さ
つ
き
君

副
大
臣

内
閣
府
副
大
臣

今
枝
宗
一
郎
君

内
閣
府
副
大
臣

岩
田

和
親
君

内
閣
府
副
大
臣

津
島

淳
君

総
務
副
大
臣

堀
内

詔
子
君

法
務
副
大
臣

三
谷

英
弘
君

国
土
交
通
副
大
臣

酒
井

庸
行
君

環
境
副
大
臣

辻

清
人
君

議
長
の
報
告
事
項

去
る
六
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

国
家
基
本
政
策
委
員
会

理
事

松
山

政
司
君

理
事

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

理
事

水
岡

俊
一
君

理
事

後
藤

翔
太
君

去
る
七
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整
備

す
る
理
由
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提

出
）（
第
三
〇
号
）

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
関
す

る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
一
号
）

有
事
に
お
け
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
関
す

る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
二
号
）

「
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問
主

意
書（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
三
三
号
）

同
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
伊
藤
孝
恵
君
提
出
指
定
病
院
等
に
お
け
る

不
在
者
投
票
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第

一
八
号
）

参
議
院
議
員
な
が
え
孝
子
君
提
出
郵
便
投
票
制
度
の
改

善
及
び
投
票
機
会
の
拡
充
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書（
第
一
九
号
）

参
議
院
議
員
牧
山
ひ
ろ
え
君
提
出
物
価
高
対
策
の
緊
要

性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第
二
〇
号
）

参
議
院
議
員
牧
山
ひ
ろ
え
君
提
出
食
料
品
に
係
る
消
費

税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
提
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書（
第
二
一
号
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
国
立
公
文
書
館
に
よ

る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
寄
附
の
募
集
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書（
第
二
二
号
）

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
集
団
殺
害
犯
罪
の
防

止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
批
准
に
向
け
た
同
条
約
と

国
内
法
制
と
の
関
係
の
整
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書（
第
二
三
号
）

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
千
九
百
三
十
六
年
の

危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防
止
に
関
す
る
条
約
第
二
条

（
ｃ
）の
共
謀
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第
二

四
号
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
高
市
早
苗
内
閣
総
理

大
臣
に
よ
る
上
野
賢
一
郎
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
労
働
時

間
規
制
の
緩
和
検
討
指
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書（
第
二
五
号
）

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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五

同
日
内
閣
か
ら
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る

協
力
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
シ
ナ
イ
半

島
国
際
平
和
協
力
業
務
実
施
計
画
の
変
更
の
報
告
を
受
領

し
た
。

同
日
内
閣
か
ら
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る

協
力
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
シ
ナ
イ
半

島
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
の
状
況
の
報
告
を
受
領
し

た
。

同
日
内
閣
か
ら
、
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の

対
処
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
海

賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
海
賊
対
処
行
動
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
領
し

た
。

去
る
十
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪
の
慣
習
国
際
法
化
に
関
す
る
質
問

主
意
書（
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
）（
第
二
八
号
）

ア
ジ
ア
開
発
銀
行（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）の
原
発
支
援
へ
の
方
針
転

換
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
）（
第

二
九
号
）

去
る
十
一
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

予
算
委
員

辞
任

補
欠

石
田

昌
宏
君

山
本

順
三
君

広
田

一
君

羽
田

次
郎
君

福
島
み
ず
ほ
君

蓮

舫
君

山
本

太
郎
君

伊
勢
崎
賢
治
君

決
算
委
員

辞
任

補
欠

山
本

順
三
君

石
田

昌
宏
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

伊
勢
崎
賢
治
君

山
本

太
郎
君

懲
罰
委
員

辞
任

補
欠

蓮

舫
君

福
島
み
ず
ほ
君

同
日
内
閣
か
ら
予
備
審
査
の
た
め
次
の
議
案
が
送
付
さ
れ

た
。ス

ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
一
号
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
二

号
）

更
生
保
護
制
度
の
充
実
を
図
る
た
め
の
保
護
司
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
三
号
）

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
四
号
）

同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

大
阪
・
関
西
万
博
の
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
関
す

る
質
問
主
意
書（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
三
四
号
）

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
等
に
よ
る
適
切
な
支
援
の
必
要
性
に
関
す
る

質
問
主
意
書（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
三
五
号
）

同
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
医
師
の
偏
在
是
正
に

向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書（
第
二
六
号
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
高
市
早
苗
内
閣
総
理

大
臣
の
所
信
表
明
演
説
で
言
及
さ
れ
た
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
経

済
効
果
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第
二
七
号
）

同
日
内
閣
か
ら
、
死
因
究
明
等
推
進
基
本
法
第
九
条
の
規

定
に
基
づ
く「
令
和
六
年
度
政
府
が
講
じ
た
死
因
究
明
等

に
関
す
る
施
策
」に
つ
い
て
の
報
告
を
受
領
し
た
。

去
る
十
二
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

国
家
基
本
政
策
委
員

辞
任

補
欠

榛
葉
賀
津
也
君

伊
藤

孝
恵
君

小
池

晃
君

大
門
実
紀
史
君

予
算
委
員

辞
任

補
欠

山
本

順
三
君

石
田

昌
宏
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

蓮

舫
君

福
島
み
ず
ほ
君

伊
藤

孝
恵
君

榛
葉
賀
津
也
君

牛
田

茉
友
君

小
林
さ
や
か
君

原
田
大
二
郎
君

石
川

博
崇
君

石
井
め
ぐ
み
君

上
野
ほ
た
る
君

大
門
実
紀
史
君

小
池

晃
君

伊
勢
崎
賢
治
君

奥
田
ふ
み
よ
君

決
算
委
員

辞
任

補
欠

石
田

昌
宏
君

山
本

順
三
君

広
田

一
君

羽
田

次
郎
君

行
政
監
視
委
員

辞
任

補
欠

小
林
さ
や
か
君

牛
田

茉
友
君

奥
田
ふ
み
よ
君

伊
勢
崎
賢
治
君

懲
罰
委
員

辞
任

補
欠

福
島
み
ず
ほ
君

蓮

舫
君

同
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

予
算
委
員
会

理
事

阿
達

雅
志
君
（
自
見
は
な
こ
君
の
補
欠
）

理
事

加
藤

明
良
君
（
進
藤
金
日
子
君
の
補
欠
）

理
事

本
田

顕
子
君
（
永
井
学
君
の
補
欠
）

理
事

田
名
部
匡
代
君
（
杉
尾
秀
哉
君
の
補
欠
）

理
事

森
本

真
治
君
（
徳
永
エ
リ
君
の
補
欠
）

理
事

浜
野

喜
史
君
（
伊
藤
孝
恵
君
の
補
欠
）

理
事

杉

�
武
君
（
上
田
勇
君
の
補
欠
）

理
事

青
島

健
太
君
（
金
子
道
仁
君
の
補
欠
）

同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性
に

関
す
る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
六

号
）

存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空
港
・

港
湾
に
係
る
大
臣
の
指
示
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
福

島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
七
号
）

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る
質
問

主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
八
号
）

東
京
二
十
三
区
の
高
額
な
火
葬
料
金
に
関
す
る
質
問
主

意
書（
山
添
拓
君
提
出
）（
第
三
九
号
）

同
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整
備

す
る
理
由
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提

出
）（
第
三
〇
号
）

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
関
す

る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
一
号
）

有
事
に
お
け
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
関
す

る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
二
号
）

「
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問
主

意
書（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
三
三
号
）

去
る
十
三
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

国
家
基
本
政
策
委
員

辞
任

補
欠

伊
藤

孝
恵
君

榛
葉
賀
津
也
君

大
門
実
紀
史
君

小
池

晃
君

予
算
委
員

辞
任

補
欠

杉
尾

秀
哉
君

古
賀

之
士
君

小
林
さ
や
か
君

奥
村

祥
大
君

榛
葉
賀
津
也
君

伊
藤

孝
恵
君

石
川

博
崇
君

原
田
大
二
郎
君

佐
々
木
雅
文
君

横
山

信
一
君

上
野
ほ
た
る
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

猪
瀬

�
樹
君

中
田

優
子
君

安
藤

裕
君

小
池

晃
君

山
添

拓
君

奥
田
ふ
み
よ
君

伊
勢
崎
賢
治
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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決
算
委
員

辞
任

補
欠

奥
村

祥
大
君

牛
田

茉
友
君

行
政
監
視
委
員

辞
任

補
欠

古
賀

之
士
君

杉
尾

秀
哉
君

牛
田

茉
友
君

小
林
さ
や
か
君

猪
瀬

�
樹
君

串
田

誠
一
君

金
子

道
仁
君

上
野
ほ
た
る
君

安
藤

裕
君

中
田

優
子
君

伊
勢
崎
賢
治
君

奥
田
ふ
み
よ
君

去
る
十
四
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

予
算
委
員

辞
任

補
欠

古
賀

之
士
君

杉
尾

秀
哉
君

伊
藤

孝
恵
君

川
合

孝
典
君

奥
村

祥
大
君

牛
田

茉
友
君

横
山

信
一
君

佐
々
木
雅
文
君

猪
瀬

�
樹
君

串
田

誠
一
君

金
子

道
仁
君

石
井
め
ぐ
み
君

安
藤

裕
君

中
田

優
子
君

山
添

拓
君

大
門
実
紀
史
君

伊
勢
崎
賢
治
君

天
畠

大
輔
君

決
算
委
員

辞
任

補
欠

牛
田

茉
友
君

奥
村

祥
大
君

行
政
監
視
委
員

辞
任

補
欠

杉
尾

秀
哉
君

古
賀

之
士
君

上
野
ほ
た
る
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

猪
瀬

�
樹
君

中
田

優
子
君

安
藤

裕
君

同
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪

の
慣
習
国
際
法
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
第
二
八
号
）

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
ア
ジ
ア
開
発
銀
行

（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）の
原
発
支
援
へ
の
方
針
転
換
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書（
第
二
九
号
）

去
る
十
七
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

総
務
委
員

辞
任

補
欠

原
田
大
二
郎
君

西
田

実
仁
君

国
土
交
通
委
員

辞
任

補
欠

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

予
算
委
員

辞
任

補
欠

川
合

孝
典
君

伊
藤

孝
恵
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

決
算
委
員

辞
任

補
欠

山
本

太
郎
君

伊
勢
崎
賢
治
君

同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

木
更
津
駐
屯
地
に
暫
定
配
備
さ
れ
て
い
た
オ
ス
プ
レ
イ

に
関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提
出
）（
第
四
〇
号
）

オ
ス
プ
レ
イ
を
含
め
た
防
衛
装
備
品
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提
出
）（
第
四

一
号
）

今
後
の
木
更
津
駐
屯
地
に
お
け
る
日
米
オ
ス
プ
レ
イ
の

共
通
整
備
基
盤
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提

出
）（
第
四
二
号
）

小
泉
防
衛
大
臣
の
記
者
会
見
に
お
け
る「
整
理
」発
言
に

関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提
出
）（
第
四
三
号
）

同
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

大
阪
・
関
西
万
博
の
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
関
す

る
質
問
主
意
書（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
三
四
号
）

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
等
に
よ
る
適
切
な
支
援
の
必
要
性
に
関
す
る

質
問
主
意
書（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
三
五
号
）

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性
に

関
す
る
質
問
主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
六

号
）

存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空
港
・

港
湾
に
係
る
大
臣
の
指
示
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
福

島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
七
号
）

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る
質
問

主
意
書（
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
）（
第
三
八
号
）

東
京
二
十
三
区
の
高
額
な
火
葬
料
金
に
関
す
る
質
問
主

意
書（
山
添
拓
君
提
出
）（
第
三
九
号
）

同
日
議
長
は
、
サ
イ
ヤ
ド
・
ユ
ー
ス
フ
・
ラ
ザ
・
ギ
ラ
ー

ニ
・
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
上
院
議
長
よ
り
、

同
国
北
部
に
お
い
て
発
生
し
た
洪
水
被
害
に
際
し
発
送
し

た
見
舞
状
に
対
す
る
礼
状
を
接
受
し
た
。

同
日
議
長
は
、
ヴ
ィ
セ
ン
テ
・
ソ
ト
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和

国
上
院
議
長
よ
り
、
同
議
長
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
上
院

議
長
就
任
に
際
し
発
送
し
た
祝
辞
に
対
す
る
礼
状
を
接
受

し
た
。

同
日
議
長
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
に
お
い
て
十
一
月
四

日
か
ら
発
生
し
た
台
風
に
よ
る
被
害
に
対
し
、
ヴ
ィ
セ
ン

テ
・
ソ
ト
同
国
上
院
議
長
宛
見
舞
状
を
発
送
し
た
。

去
る
十
八
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

総
務
委
員

辞
任

補
欠

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

外
交
防
衛
委
員

辞
任

補
欠

磯
﨑

仁
彦
君

若
井

敦
子
君

国
土
交
通
委
員

辞
任

補
欠

若
井

敦
子
君

磯
﨑

仁
彦
君

原
田
大
二
郎
君

西
田

実
仁
君

同
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
特
別
委
員
の
辞
任
を

許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

岩
本

剛
人
君

鈴
木

大
地
君

山
田

太
郎
君

藤
井

一
博
君

同
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

内
閣
委
員
会

理
事

今
井
絵
理
子
君

理
事

松
川

る
い
君
（
磯
﨑
仁
彦
君
の
補
欠
）

理
事

渡
辺

猛
之
君
（
酒
井
庸
行
君
の
補
欠
）

理
事

杉
尾

秀
哉
君
（
木
戸
口
英
司
君
の
補
欠
）

理
事

堂
込
麻
紀
子
君
（
竹
詰
仁
君
の
補
欠
）

法
務
委
員
会

理
事

こ
や
り
隆
史
君
（
渡
辺
猛
之
君
の
補
欠
）

理
事

打
越
さ
く
良
君
（
田
島
麻
衣
子
君
の
補
欠
）

理
事

横
山

信
一
君
（
三
浦
信
祐
君
の
補
欠
）

外
交
防
衛
委
員
会

理
事

岩
本

剛
人
君
（
若
林
洋
平
君
の
補
欠
）

理
事

山
田

太
郎
君

理
事

青
木

愛
君
（
塩
村
あ
や
か
君
の
補
欠
）

理
事

平
木

大
作
君
（
高
橋
光
男
君
の
補
欠
）

理
事

石

平
君
（
松
沢
成
文
君
の
補
欠
）

財
政
金
融
委
員
会

理
事

星

北
斗
君
（
西
田
昌
司
君
の
補
欠
）

理
事

森

ゆ
う
こ
君
（
柴
愼
一
君
の
補
欠
）

理
事

上
田

勇
君
（
杉
�
武
君
の
補
欠
）

文
教
科
学
委
員
会

理
事

赤
松

健
君
（
臼
井
正
一
君
の
補
欠
）

理
事

古
賀

千
景
君
（
森
ゆ
う
こ
君
の
補
欠
）

理
事

伊
藤

孝
恵
君
（
堂
込
麻
紀
子
君
の
補
欠
）

理
事

金
子

道
仁
君
（
中
条
き
よ
し
君
の
補
欠
）

厚
生
労
働
委
員
会

理
事

自
見
は
な
こ
君
（
神
谷
政
幸
君
の
補
欠
）

理
事

小
西

洋
之
君
（
森
本
真
治
君
の
補
欠
）

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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七

農
林
水
産
委
員
会

理
事

朝
日
健
太
郎
君

理
事

東
野

秀
樹
君
（
山
下
雄
平
君
の
補
欠
）

理
事

石
垣
の
り
こ
君
（
田
名
部
匡
代
君
の
補
欠
）

理
事

か
ご
し
ま
彰
宏
君
（
舟
山
康
江
君
の
補
欠
）

経
済
産
業
委
員
会

理
事

大
�

敏
志
君
（
清
水
真
人
君
の
補
欠
）

理
事

古
賀
友
一
郎
君
（
宮
本
周
司
君
の
補
欠
）

理
事

竹
詰

仁
君
（
後
藤
斎
君
の
補
欠
）

理
事

松
野

明
美
君
（
石
井
め
ぐ
み
君
の
補
欠
）

国
土
交
通
委
員
会

理
事

滝
波

宏
文
君
（
朝
日
健
太
郎
君
の
補
欠
）

理
事

山
本
佐
知
子
君

理
事

後
藤

斎
君
（
浜
口
誠
君
の
補
欠
）

理
事

三
浦

信
祐
君
（
里
見
隆
治
君
の
補
欠
）

同
日
内
閣
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

令
和
六
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
令
和
六
年
度

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
令
和
六
年
度
国
税
収
納
金

整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
令
和
六
年
度
政
府
関
係
機
関

決
算
書

令
和
六
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書

令
和
六
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書

同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
国
民
和
解
担
当
日
本
政
府
代
表
の
基
本
姿

勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
）（
第

四
四
号
）

「
外
国
人
が
増
え
る
と
犯
罪
が
増
え
る
」と
い
う
情
報
に

係
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
石
垣
の
り

こ
君
提
出
）（
第
四
五
号
）

原
子
力
潜
水
艦
の
保
有
の
検
討
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
四
六
号
）

闘
犬
と
動
物
愛
護
・
動
物
福
祉
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
塩
村
あ
や
か
君
提
出
）（
第
四
七
号
）

同
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整
備
す
る
理
由
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第
三
〇
号
）

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書（
第
三
一
号
）

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
有
事
に
お
け
る
特
定

利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書（
第
三
二
号
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出「
す
ぐ
に
対
応
で
き

る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第

三
三
号
）

同
日
内
閣
か
ら
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第

四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
令
和
六
年
度
国
の
債
権
の

現
在
額
総
報
告
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
か
ら
、
物
品
管
理
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
令
和
六
年
度
物
品
増
減
及
び
現
在
額
総
報
告
を

受
領
し
た
。

去
る
十
九
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

総
務
委
員

辞
任

補
欠

出
川

桃
子
君

磯
﨑

仁
彦
君

脇

雅
昭
君

山
崎

正
昭
君

原
田
大
二
郎
君

西
田

実
仁
君

法
務
委
員

辞
任

補
欠

山
崎

正
昭
君

脇

雅
昭
君

外
交
防
衛
委
員

辞
任

補
欠

若
井

敦
子
君

出
川

桃
子
君

国
土
交
通
委
員

辞
任

補
欠

磯
﨑

仁
彦
君

若
井

敦
子
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

同
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
特
別
委
員
の
辞
任
を

許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

鈴
木

大
地
君

岩
本

剛
人
君

藤
井

一
博
君

山
田

太
郎
君

去
る
二
十
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

総
務
委
員

辞
任

補
欠

磯
﨑

仁
彦
君

𠮷
井

章
君

山
崎

正
昭
君

脇

雅
昭
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

宮
崎

勝
君

谷
合

正
明
君

法
務
委
員

辞
任

補
欠

脇

雅
昭
君

山
崎

正
昭
君

文
教
科
学
委
員

辞
任

補
欠

谷
合

正
明
君

宮
崎

勝
君

国
土
交
通
委
員

辞
任

補
欠

原
田
大
二
郎
君

西
田

実
仁
君

環
境
委
員

辞
任

補
欠

𠮷
井

章
君

磯
﨑

仁
彦
君

同
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
特
別
委
員
の
辞
任
を

許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

沖
縄
・
北
方
問
題
及
び
地
方
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

鈴
木

宗
男
君

か
ま
や
ち
敏
君

秋
野

公
造
君

司

隆
史
君

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

竹
谷
と
し
子
君

佐
々
木
雅
文
君

同
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

総
務
委
員
会

理
事

長
谷
川
英
晴
君
（
岩
本
剛
人
君
の
補
欠
）

理
事

岸

真
紀
子
君
（
吉
川
沙
織
君
の
補
欠
）

同
日
衆
議
院
か
ら
予
備
審
査
の
た
め
次
の
議
案
が
送
付
さ

れ
た
。

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
古
川

元
�
君
外
三
名
提
出
）（
衆
第
二
号
）

同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の「
台
湾
有
事
」答
弁
に
お
け
る
台

湾
の
帰
属
及
び
国
家
性
の
認
識
並
び
に
台
湾
の「
我
が

国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
」該
当
性
に
関
す
る
質

問
主
意
書（
辻
元
清
美
君
提
出
）（
第
四
八
号
）

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の「
台
湾
有
事
」答
弁
に
お
け
る

「
戦
艦
」の
意
義
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
辻
元
清
美

君
提
出
）（
第
四
九
号
）

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の「
台
湾
有
事
」答
弁
と
日
中
平
和

友
好
条
約
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
辻
元
清

美
君
提
出
）（
第
五
〇
号
）

消
費
税
の
い
わ
ゆ
る「
益
税
」に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
五
一
号
）

去
る
二
十
一
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員

の
辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

総
務
委
員

辞
任

補
欠

𠮷
井

章
君

出
川

桃
子
君

谷
合

正
明
君

宮
崎

勝
君

外
交
防
衛
委
員

辞
任

補
欠

出
川

桃
子
君

磯
﨑

仁
彦
君

文
教
科
学
委
員

辞
任

補
欠

宮
崎

勝
君

谷
合

正
明
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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環
境
委
員

辞
任

補
欠

磯
﨑

仁
彦
君

𠮷
井

章
君

国
家
基
本
政
策
委
員

辞
任

補
欠

後
藤

翔
太
君

神
谷

宗
幣
君

予
算
委
員

辞
任

補
欠

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

同
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
特
別
委
員
の
辞
任
を

許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

沖
縄
・
北
方
問
題
及
び
地
方
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

か
ま
や
ち
敏
君

鈴
木

宗
男
君

司

隆
史
君

秋
野

公
造
君

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

上
野

通
子
君

加
田

裕
之
君

佐
々
木
雅
文
君

竹
谷
と
し
子
君

同
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
及
び
人
工
知
能
の
活
用
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会

理
事

星

北
斗
君
（
友
納
理
緒
君
の
補
欠
）

同
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
大
阪
・
関
西
万
博
の

海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書（
第
三
四
号
）

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
い
じ
め
を
行
っ
た
児

童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
に
よ
る

適
切
な
支
援
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書（
第
三
五
号
）

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書（
第
三
六
号
）

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
存
立
危
機
事
態
及
び

重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空
港
・
港
湾
に
係
る
大
臣
の

指
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第
三
七
号
）

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
第
三
八
号
）

参
議
院
議
員
山
添
拓
君
提
出
東
京
二
十
三
区
の
高
額
な

火
葬
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書（
第
三
九

号
）

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型

研
究
開
発
業
務（
革
新
的
研
究
開
発
推
進
基
金
）に
関
す
る

報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学

大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
受

領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型

研
究
開
発
業
務（
先
端
国
際
共
同
研
究
推
進
基
金
）に
関
す

る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科

学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を

受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
文

部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
国
立
研
究
開
発

法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発

機
構
令
和
六
年
度
宇
宙
戦
略
基
金
に
係
る
業
務
に
関
す
る

報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
受
領

し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
か
ら
、
国
立
研
究
開
発

法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
令

和
六
年
度
情
報
通
信
研
究
開
発
基
金
に
係
る
業
務
に
関
す

る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し

た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究

開
発
業
務（
大
学
発
新
産
業
創
出
基
金
事
業
）に
関
す
る
報

告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究

開
発
業
務（
ム
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
型
研
究
開
発
）に
関
す
る
報

告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究

開
発
業
務（
経
済
安
全
保
障
重
要
技
術
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を

受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究

開
発
業
務（
革
新
的
Ｇ
Ｘ
技
術
創
出
）に
関
す
る
報
告
書
及

び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究

開
発
業
務（
創
発
的
研
究
）に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に

付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究

開
発
業
務（
先
端
国
際
共
同
研
究
推
進
基
金
）に
関
す
る
報

告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人

日
本
学
術
振
興
会
令
和
六
年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業

務（
地
域
中
核
・
特
色
あ
る
研
究
大
学
強
化
促
進
事
業
）に

関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受

領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
独
立
行
政

法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
令
和
六
年
度
学

術
研
究
助
成
業
務
に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る

同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ

振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン

タ
ー
令
和
六
年
度
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
係
る
収
益
の
使

途
に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見

を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
、
独
立
行
政

法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
第
十
六
条
の
五

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支

援
・
学
位
授
与
機
構
令
和
六
年
度
大
学
・
高
専
機
能
強
化

支
援
事
業
に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣

の
意
見
を
受
領
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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九

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、
経
済
施
策

を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究

開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
令
和
六
年
度

安
定
供
給
確
保
支
援
独
立
行
政
法
人
基
金（
抗
菌
薬
原
薬

国
産
化
支
援
基
金
）に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
及
び

こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
令
和
六
年
度

特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
ム
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
型
研
究

開
発
）に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の

意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
農
林
水
産
大

臣
か
ら
、
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安

全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
九

項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
財
団
法
人
肥
料
経
済
研
究
所
令

和
六
年
度
安
定
供
給
確
保
支
援
法
人
基
金（
肥
料
原
料
備

蓄
対
策
事
業
基
金
）に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
及
び

こ
れ
に
付
す
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
意

見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
ム
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
型

研
究
開
発
）に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大

臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
ポ
ス
ト
5
Ｇ
情
報
通

信
シ
ス
テ
ム
基
盤
強
化
研
究
開
発
）に
関
す
る
報
告
書
及

び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
基
金
事
業
）に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す

る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
経
済
安
全
保
障
重
要

技
術
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
基
金
事
業
）に
関
す
る
報
告
書
及

び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
国
立
研
究

開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法

第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
半
導
体
基
金
事
業
に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ

に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
デ
ィ
ー
プ
テ
ッ
ク
・

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
基
金
事
業
）に
関
す
る
報
告
書
及

び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令
和
六

年
度
特
定
公
募
型
研
究
開
発
業
務（
バ
イ
オ
も
の
づ
く
り

革
命
推
進
事
業
）に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る

同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
経
済
施
策

を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
研
究

開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
令

和
六
年
度
安
定
供
給
確
保
支
援
基
金
事
業
に
関
す
る
報
告

書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
経
済
施
策

を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
令
和
六
年
度
可

燃
性
天
然
ガ
ス
に
係
る
安
定
供
給
確
保
支
援
基
金
事
業
に

関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受

領
し
た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
か
ら
、
経
済
施
策

を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
令
和
六
年
度
重

要
鉱
物
に
係
る
安
定
供
給
確
保
支
援
基
金
事
業
に
関
す
る

報
告
書
及
び
こ
れ
に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し

た
。

同
日
内
閣
を
経
由
し
て
防
衛
大
臣
か
ら
、
防
衛
省
が
調
達

す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化

に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
益

財
団
法
人
防
衛
基
盤
整
備
協
会
令
和
六
年
度
防
衛
装
備
移

転
円
滑
化
基
金
に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
書
及
び
こ
れ

に
付
す
る
同
大
臣
の
意
見
を
受
領
し
た
。

去
る
二
十
五
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
特
別
委
員

の
辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

加
田

裕
之
君

上
野

通
子
君

同
日
議
員
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

防
諜
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案（
神
谷

宗
幣
君
外
四
名
発
議
）（
参
第
四
号
）

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
重
要
経
済
安
保

情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案（
神
谷
宗
幣
君
外
四
名
発
議
）（
参
第
五
号
）

同
日
衆
議
院
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
よ
っ
て
議

長
は
即
日
こ
れ
を
財
政
金
融
委
員
会
に
付
託
し
た
。

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に

係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案（
第
二
百
十
八
回
国
会
衆
第
一

号
）

同
日
衆
議
院
か
ら
次
の
内
閣
提
出
案
を
受
領
し
た
。

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
一
号
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
二

号
）

更
生
保
護
制
度
の
充
実
を
図
る
た
め
の
保
護
司
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
三
号
）

同
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

木
更
津
駐
屯
地
に
暫
定
配
備
さ
れ
て
い
た
オ
ス
プ
レ
イ

に
関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提
出
）（
第
四
〇
号
）

オ
ス
プ
レ
イ
を
含
め
た
防
衛
装
備
品
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提
出
）（
第
四

一
号
）

今
後
の
木
更
津
駐
屯
地
に
お
け
る
日
米
オ
ス
プ
レ
イ
の

共
通
整
備
基
盤
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提

出
）（
第
四
二
号
）

小
泉
防
衛
大
臣
の
記
者
会
見
に
お
け
る「
整
理
」発
言
に

関
す
る
質
問
主
意
書（
青
木
愛
君
提
出
）（
第
四
三
号
）

ミ
ャ
ン
マ
ー
国
民
和
解
担
当
日
本
政
府
代
表
の
基
本
姿

勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
）（
第

四
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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「
外
国
人
が
増
え
る
と
犯
罪
が
増
え
る
」と
い
う
情
報
に

係
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
石
垣
の
り

こ
君
提
出
）（
第
四
五
号
）

原
子
力
潜
水
艦
の
保
有
の
検
討
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
四
六
号
）

闘
犬
と
動
物
愛
護
・
動
物
福
祉
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
塩
村
あ
や
か
君
提
出
）（
第
四
七
号
）

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
食
品
安
全
委
員
会
委
員
に

任
命
し
た
い
の
で
、
食
品
安
全
基
本
法
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求
書

を
受
領
し
た
。記

（
令
和
八
年
一
月
六
日
任
期
満
了
の
山
本
茂
貴
の
後
任
）

春
日

文
子

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委

員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意

を
求
め
る
旨
の
要
求
書
を
受
領
し
た
。

記

（
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
任
期
満
了
の
浅
井
祐
二
の

後
任
）

藤
村

明
子

（
大
西

明
子
）

（
同
日
任
期
満
了
の
大
島
周
平
の
後
任
）木

田

俊
昭

（
同
日
任
期
満
了
の
梶
田
恵
美
子
の
後
任
）藤

井

英
治

（
同
日
任
期
満
了
の
髙
村
浩
の
後
任
）
新
保

史
生

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会

委
員
長
及
び
同
委
員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
金
融
庁
設
置

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求

め
る
旨
の
要
求
書
を
受
領
し
た
。

記

（
十
二
月
十
二
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）（
委
員
長
）

中
原

亮
一

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）（
委
員
）加

藤
さ
ゆ
り

（
高
田
さ
ゆ
り
）

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）（
同
）
橋
本

尚

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員

会
委
員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第
百
四

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る

旨
の
要
求
書
を
受
領
し
た
。

記

（
十
二
月
二
日
任
期
満
了
の
田
村
幸
一
の
後
任
）

笠
井

之
彦

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

三
尾
美
枝
子

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

小
塚
荘
一
郎

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

中
條

祐
介

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

前
原

賀
代

（
小
川

賀
代
）

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
電
波
監
理
審
議
会
委
員
に

任
命
し
た
い
の
で
、
電
波
法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求
書
を
受

領
し
た
。

記

（
十
二
月
二
十
四
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

大
久
保
哲
夫

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
日
本
放
送
協
会
経
営
委
員

会
委
員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
放
送
法
第
三
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求
書

を
受
領
し
た
。記

（
十
二
月
十
日
任
期
満
了
の
礒
山
誠
二
の
後
任
）

岩
井

睦
雄

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

前
田

香
織

（
相
原

香
織
）

（
同
日
任
期
満
了
の
水
尾
衣
里
の
後
任
）�

原

陽
子

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
中
央
更
生
保
護
審
査
会
委

員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
更
生
保
護
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求
書
を
受

領
し
た
。

記

（
十
二
月
二
十
四
日
任
期
満
了
の
伊
藤
冨
士
江
の
後
任
）

久
保

美
紀

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
運
輸
審
議
会
委
員
に
任
命

し
た
い
の
で
、
国
土
交
通
省
設
置
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求
書
を
受

領
し
た
。

記

（
十
二
月
五
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）堀

川

義
弘

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

大
石
美
奈
子

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
運
輸
安
全
委
員
会
委
員
に

任
命
し
た
い
の
で
、
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求

書
を
受
領
し
た
。

記

（
十
二
月
五
日
任
期
満
了
の
丸
井
祐
一
の
後
任
）

堂
園

正
人

（
同
日
任
期
満
了
の
奥
村
文
直
の
後
任
）古

川

敦

（
十
二
月
二
十
五
日
任
期
満
了
の
石
田
弘
明
の
後
任
）

大
野

寛
之

（
藤
城

寛
之
）

（
十
二
月
五
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）鈴

木

美
緒

（
同
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）

新
妻
実
保
子

同
日
内
閣
か
ら
、
左
記
の
者
を
公
害
健
康
被
害
補
償
不
服

審
査
会
委
員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
公
害
健
康
被
害
の
補

償
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
本
院
の
同
意
を
求
め
る
旨
の
要
求
書
を
受
領
し
た
。

記

（
十
二
月
二
日
任
期
満
了
に
よ
る
再
任
）星

景
子

同
日
衆
議
院
事
務
総
長
か
ら
本
院
事
務
総
長
宛
、
衆
議
院

は
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員
及
び
同
予
備
員
を
左
記
の

と
お
り
補
欠
選
任
し
、
か
つ
、
予
備
員
の
職
務
を
行
う
順

序
は
頭
書
の
と
お
り
決
定
し
た
旨
の
通
知
書
を
受
領
し

た
。

記

裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
裁
判
員

黒
岩

宇
洋
君
（
階
猛
君
の
補
欠
）

鈴
木

義
弘
君
（
円
よ
り
子
君
の
補
欠
）

同

予
備
員

第
四

浦
野

靖
人
君
（
三
木
圭
恵
君
の
補
欠
）

同
日
衆
議
院
事
務
総
長
か
ら
本
院
事
務
総
長
宛
、
衆
議
院

は
裁
判
官
訴
追
委
員
及
び
同
予
備
員
を
左
記
の
と
お
り
補

欠
選
任
し
、
予
備
員
の
職
務
を
行
う
順
序
は
、
武
村
展
英

君
を
第
一
順
位
と
し
、
坂
本
祐
之
輔
君
を
第
四
順
位
と

し
、
猪
口
幸
子
君
を
第
五
順
位
と
し
、
第
四
順
位
の
予
備

員
で
あ
る
吉
川
元
君
を
第
二
順
位
と
し
た
旨
の
通
知
書
を

受
領
し
た
。

記

裁
判
官
訴
追
委
員

柴
山

昌
彦
君
（
平
口
洋
君
の
補
欠
）

本
田

太
郎
君
（
田
所
嘉
�
君
の
補
欠
）

青
柳
陽
一
郎
君
（
黒
岩
宇
洋
君
の
補
欠
）

向
山

好
一
君
（
西
岡
秀
子
君
の
補
欠
）

同

予
備
員武

村

展
英
君
（
井
野
俊
郎
君
の
補
欠
）

猪
口

幸
子
君
（
阿
部
弘
樹
君
の
補
欠
）

坂
本
祐
之
輔
君
（
青
柳
陽
一
郎
君
の
補
欠
）

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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一
一

一
昨
二
十
六
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員

の
辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

内
閣
委
員

辞
任

補
欠

佐
藤

啓
君

臼
井

正
一
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

見
坂

茂
範
君

法
務
委
員

辞
任

補
欠

鈴
木

宗
男
君

若
井

敦
子
君

外
交
防
衛
委
員

辞
任

補
欠

臼
井

正
一
君

加
藤

明
良
君

経
済
産
業
委
員

辞
任

補
欠

加
藤

明
良
君

佐
藤

啓
君

国
土
交
通
委
員

辞
任

補
欠

見
坂

茂
範
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

若
井

敦
子
君

鈴
木

宗
男
君

行
政
監
視
委
員

辞
任

補
欠

安
藤

裕
君

梅
村
み
ず
ほ
君

議
院
運
営
委
員

辞
任

補
欠

梅
村
み
ず
ほ
君

安
藤

裕
君

同
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

国
家
基
本
政
策
委
員
会

理
事

神
谷

宗
幣
君
（
後
藤
翔
太
君
の
補
欠
）

同
日
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
選
任
し
た
幹
事
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

幹
事

岩
本

剛
人
君
（
臼
井
正
一
君
の
補
欠
）

幹
事

古
賀
友
一
郎
君
（
藤
川
政
人
君
の
補
欠
）

幹
事

古
庄

玄
知
君
（
山
本
啓
介
君
の
補
欠
）

幹
事

中
西

祐
介
君
（
若
林
洋
平
君
の
補
欠
）

幹
事

小
沢

雅
仁
君
（
熊
谷
裕
人
君
の
補
欠
）

幹
事

吉
田

忠
智
君
（
辻
元
清
美
君
の
補
欠
）

幹
事

谷
合

正
明
君
（
伊
藤
孝
江
君
の
補
欠
）

同
日
衆
議
院
か
ら
予
備
審
査
の
た
め
次
の
議
案
が
送
付
さ

れ
た
。

自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
並
び
に
自

動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
上
乗
せ

に
係
る
特
例
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
案（
向
山
好
一
君

外
一
名
提
出
）（
衆
第
三
号
）

自
動
車
重
量
税
率
の
上
乗
せ
に
係
る
特
例
の
廃
止
に
関

す
る
法
律
案（
田
中
健
君
外
一
名
提
出
）（
衆
第
四
号
）

同
日
議
長
は
、
衆
議
院
送
付
の
次
の
内
閣
提
出
案
を
委
員

会
に
付
託
し
た
。

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
一
号
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
二

号
）

内
閣
委
員
会
に
付
託

更
生
保
護
制
度
の
充
実
を
図
る
た
め
の
保
護
司
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
閣
法
第
三
号
）

法
務
委
員
会
に
付
託

同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

東
京
外
か
く
環
状
道
路
の
事
業
再
評
価
に
関
す
る
質
問

主
意
書（
山
添
拓
君
提
出
）（
第
五
二
号
）

日
米
地
位
協
定
第
二
条
第
一
項（
ａ
）が
規
定
す
る
施

設
・
区
域
の
外
に
お
け
る
在
日
米
軍
の
活
動
及
び
施
設

設
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
）

（
第
五
三
号
）

同
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の「
台
湾
有
事
」答
弁
に
お
け
る
台

湾
の
帰
属
及
び
国
家
性
の
認
識
並
び
に
台
湾
の「
我
が

国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
」該
当
性
に
関
す
る
質

問
主
意
書（
辻
元
清
美
君
提
出
）（
第
四
八
号
）

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の「
台
湾
有
事
」答
弁
に
お
け
る

「
戦
艦
」の
意
義
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
辻
元
清
美

君
提
出
）（
第
四
九
号
）

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の「
台
湾
有
事
」答
弁
と
日
中
平
和

友
好
条
約
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
辻
元
清

美
君
提
出
）（
第
五
〇
号
）

消
費
税
の
い
わ
ゆ
る「
益
税
」に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
石
垣
の
り
こ
君
提
出
）（
第
五
一
号
）

昨
二
十
七
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
常
任
委
員
の

辞
任
を
許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

内
閣
委
員

辞
任

補
欠

見
坂

茂
範
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

法
務
委
員

辞
任

補
欠

若
井

敦
子
君

鈴
木

宗
男
君

国
土
交
通
委
員

辞
任

補
欠

鈴
木

宗
男
君

若
井

敦
子
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

見
坂

茂
範
君

国
家
基
本
政
策
委
員

辞
任

補
欠

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

予
算
委
員

辞
任

補
欠

後
藤

翔
太
君

神
谷

宗
幣
君

同
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
特
別
委
員
の
辞
任
を

許
可
し
、
そ
の
補
欠
を
指
名
し
た
。

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

大
島
九
州
男
君

伊
勢
崎
賢
治
君

こ
ど
も
・
子
育
て
・
若
者
活
躍
に
関
す
る
特
別
委
員

辞
任

補
欠

ラ
サ
ー
ル
石
井
君

福
島
み
ず
ほ
君

同
日
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
た
理
事
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

環
境
委
員
会

理
事

森

ま
さ
こ
君

理
事

𠮷
井

章
君
（
梶
原
大
介
君
の
補
欠
）

理
事

三
上

え
り
君
（
吉
田
忠
智
君
の
補
欠
）

同
日
衆
議
院
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

愛
知
・
名
古
屋
ア
ジ
ア
競
技
大
会
及
び
愛
知
・
名
古
屋

ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案（
衆

第
五
号
）

同
日
衆
議
院
か
ら
次
の
内
閣
提
出
案
を
受
領
し
た
。

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
四
号
）

同
日
衆
議
院
か
ら
、
同
院
に
お
い
て
修
正
議
決
し
た
次
の

内
閣
提
出
案
を
受
領
し
た
。

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
第
二
百
十
七

回
国
会
閣
法
第
二
一
号
、
衆
議
院
継
続
審
査
）

同
日
衆
議
院
か
ら
予
備
審
査
の
た
め
次
の
議
案
が
送
付
さ

れ
た
。

愛
知
・
名
古
屋
ア
ジ
ア
競
技
大
会
及
び
愛
知
・
名
古
屋

ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案（
文

部
科
学
委
員
長
提
出
）（
衆
第
五
号
）

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
係
る
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案（
橋
本
幹
彦
君
外
一
名
提
出
）（
衆
第
六
号
）

同
日
議
長
は
、
次
の
議
員
提
出
案
を
予
備
審
査
の
た
め
衆

議
院
に
送
付
し
た
。

防
諜
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案（
神
谷

宗
幣
君
外
四
名
発
議
）

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
重
要
経
済
安
保

情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案（
神
谷
宗
幣
君
外
四
名
発
議
）

同
日
委
員
長
か
ら
次
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に

係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案（
第
二
百
十
八
回
国
会
衆
第
一

号
）審
査
報
告
書

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

議
長
の
報
告
事
項
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同
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ
た
。

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る「
基

地
負
担
軽
減
」発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
高
良
沙
哉

君
提
出
）（
第
五
四
号
）

辺
野
古
新
基
地
の
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
高
良
沙
哉
君
提
出
）（
第
五
五
号
）

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る「
強

い
沖
縄
経
済
」発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
高
良
沙
哉

君
提
出
）（
第
五
六
号
）

審
査
報
告
書

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

右
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し

た
。
よ
っ
て
要
領
書
を
添
え
て
報
告
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日

財
政
金
融
委
員
長

宮
本

周
司

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

要
領
書

一
、
委
員
会
の
決
定
の
理
由

本
法
律
案
は
、
現
下
の
揮
発
油
の
価
格
の
高
騰
か
ら

国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
を
守
る
た
め
、
揮
発
油
税
及

び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
を
廃
止
す
る
も
の
で

あ
り
、
妥
当
な
措
置
と
認
め
る
。

な
お
、
別
紙
の
附
帯
決
議
を
行
っ
た
。

一
、
費
用

本
法
律
施
行
に
伴
う
平
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額

は
、
約
一
兆
二
百
五
億
円
で
あ
る
。

附
帯
決
議

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で

あ
る
。

一

運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
安
全
運

行
や
地
球
温
暖
化
対
策
な
ど
社
会
の
要
請
に
応
え
る
使

途
に
充
当
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
軽
油
引
取
税

の「
当
分
の
間
税
率
」廃
止
後
も
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
法

改
正
を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
き
沖
縄
県
の
区
域
に
お
け
る
一
般
消
費
者
の
生
活
及

び
産
業
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
講
じ
ら
れ
て

い
る
揮
発
油
に
係
る
税
負
担
軽
減
措
置
に
つ
い
て
は
、

沖
縄
県
の
負
担
や
地
理
的
特
性
を
踏
ま
え
、
揮
発
油
税

及
び
地
方
揮
発
油
税
の「
当
分
の
間
税
率
」廃
止
後
も
、

そ
の
税
負
担
軽
減
措
置
が
適
切
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
、

政
令
改
正
を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

右
の
本
院
提
出
案
を
こ
こ
に
送
付
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

衆
議
院
議
長

額
賀
福
志
郎

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者

等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
八
条
の
八
を
削
る
。

第
八
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条

削
除

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
二
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃

止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て「
施
行
日
」と
い
う
。）に
、
揮
発
油
の
製
造
場
又
は
保

税
地
域
以
外
の
場
所（
沖
縄
県
の
区
域
内
の
場
所
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
揮
発
油
製
造
場
等
以
外

の
場
所
」と
い
う
。）で
販
売
の
た
め
に
控
除
対
象
揮
発

油
を
所
持
す
る
揮
発
油
の
製
造
者（
特
定
補
助
金
の
交

付
を
受
け
た
又
は
受
け
る
べ
き
者
に
限
る
。
こ
の
項
た

だ
し
書
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は

販
売
業
者（
特
定
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
又
は
受
け

る
べ
き
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
項
に
お
い

て
同
じ
。）が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
揮
発
油
の
製
造
者

が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
揮
発
油
製
造
場

等
以
外
の
場
所
で
揮
発
油
の
製
造
者
又
は
販
売
業
者
が

販
売
の
た
め
に
所
持
す
る
控
除
対
象
揮
発
油
に
つ
い
て

の
揮
発
油
税
超
過
額
を
期
限
内
申
告
書
に
第
七
号
揮
発

油
税
額
と
し
て
記
載
し
た
と
き
は
、
当
該
期
限
内
申
告

書
に
記
載
し
た
第
六
号
揮
発
油
税
額
か
ら
揮
発
油
税
超

過
額
を
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
揮
発
油
の
製
造
者
が
当

該
控
除
対
象
揮
発
油
に
つ
い
て
揮
発
油
税
法（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
又
は
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、

徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
七
十
五
号
）第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
た
場
合
又
は
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

揮
発
油
の
製
造
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受

け
る
べ
き
月
に
お
い
て
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
揮
発
油
税

超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
に
揮
発
油

税
超
過
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
揮
発
油
の
製
造
者

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
べ
き
月
に

お
い
て
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
と
き
は
、
揮
発
油
税
超
過
額

に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
揮
発
油
税
超
過
額
を
記
載
し
た

申
告
書
を
そ
の
製
造
場
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
期
限
内
申
告
書
に
揮
発
油

税
法
第
十
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
不
足
額
が
記
載

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
前
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
揮
発
油
税
超
過
額
が
記
載
さ
れ
た
申
告
書
が
提
出

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
不
足
額
又
は
当
該

揮
発
油
税
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
を
還
付
す
る
。

5

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
揮
発
油
の
製
造
者
は
、
当
該
控
除
又

は
還
付
に
係
る
揮
発
油
税
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
、
控
除
対

象
揮
発
油
に
つ
い
て
貯
蔵
場
所
ご
と
に
作
成
し
た
当
該

控
除
対
象
揮
発
油
の
数
量
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
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6

揮
発
油
税
法
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
は
、
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
還
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
中「
第
三
項
又
は
第
四
項
」

と
あ
る
の
は「
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
四

項
」と
、
同
項
第
二
号
中「
第
十
条
第
二
項
」と
あ
る
の

は「
第
十
条
第
二
項
又
は
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日

本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

二
条
第
三
項
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

7

地
方
揮
発
油
税
法（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）第

九
条
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

控
除
又
は
還
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中「
揮
発
油

税
法
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
揮
発
油
税
額
に
相
当
す
る
金
額
の
控
除
又
は
当
該
控

除
す
べ
き
金
額
若
し
く
は
そ
の
不
足
額
の
還
付
」と
あ

る
の
は「
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
」と
、
同
条

第
二
項
中「
二
百
八
十
七
分
の
四
十
四
」と
あ
る
の
は

「
二
百
五
十
一
分
の
八
」と
、「
二
百
八
十
七
分
の
二
百

四
十
三
」と
あ
る
の
は「
二
百
五
十
一
分
の
二
百
四
十

三
」と
、
同
条
第
三
項
中「
揮
発
油
税
法
第
十
七
条
第
五

項
及
び
第
八
項
」と
あ
る
の
は「
租
税
特
別
措
置
法
及
び

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附

則
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

8

地
方
揮
発
油
税
法
第
十
三
条
の
規
定
は
、
前
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
の
規
定
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
揮
発
油
税
及
び
揮
発
油
税

の
還
付
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
中「
第
九
条
及
び

揮
発
油
税
法
第
十
七
条
」と
あ
る
の
は「
租
税
特
別
措
置

法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
第
九
条
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
」と
、「
二

百
八
十
七
分
の
四
十
四
」と
あ
る
の
は「
二
百
五
十
一
分

の
八
」と
、「
二
百
八
十
七
分
の
二
百
四
十
三
」と
あ
る

の
は「
二
百
五
十
一
分
の
二
百
四
十
三
」と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

9

揮
発
油
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
揮
発
油
の
販
売

業
者
が
、
そ
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の

う
ち
一
の
場
所
に
つ
き
、
施
行
日
以
後
一
月
以
内
に
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受

け
た
と
き
は
、
施
行
日
前
に
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら

れ
た
控
除
対
象
揮
発
油
に
つ
い
て
は
、
当
該
揮
発
油
の

販
売
業
者
を
揮
発
油
の
製
造
者
と
、
当
該
承
認
を
受
け

た
場
所
を
揮
発
油
の
製
造
場
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
の

規
定（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）を
適
用
す
る
。

10

前
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
請
に
係
る
場
所
に
つ
き
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発

油
税
の
保
全
上
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
国
税
庁
長
官
は
、
そ
の
承
認
を
与
え
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

11

控
除
対
象
揮
発
油
に
つ
き
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る

揮
発
油
税
法
第
十
七
条
又
は
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租

税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

揮
発
油
税
法
第
十

七
条
第
一
項

当
該
移
出
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ

れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額（
延
滞
税
、
過
少
申
告

加
算
税
、
無
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
の
額

を
除
く
も
の
と
し
、
当
該
揮
発
油
税
額
に
つ
き

こ
の
項
、
次
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
控

除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前

の
金
額
と
す
る
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
も
の

と
し
た
場
合
の
揮
発
油
税
額

揮
発
油
税
法
第
十

七
条
第
二
項

当
該
他
の
製
造
場
か
ら
の
移
出
に
よ
り
納
付
さ

れ
た
、
若
し
く
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
又
は
保
税

地
域
か
ら
の
引
取
り
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
、
若

し
く
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
若
し
く
は
徴
収
さ
れ

た
、
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額

（
延
滞
税
、
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算

税
及
び
重
加
算
税
の
額
を
除
く
も
の
と
し
、
当

該
揮
発
油
税
額
に
つ
き
前
項
、
こ
の
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
と
す
る
。）

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
も
の

と
し
た
場
合
の
揮
発
油
税
額

揮
発
油
税
法
第
十

七
条
第
四
項

当
該
移
出
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ

れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
も
の

と
し
た
場
合
の
揮
発
油
税
額

災
害
被
害
者
に
対

す
る
租
税
の
減

免
、
徴
収
猶
予
等

に
関
す
る
法
律
第

七
条
第
一
項

課
せ
ら
れ
た
酒
税
又
は
た
ば
こ
税
、
揮
発
油

税
、
地
方
揮
発
油
税
、
石
油
ガ
ス
税
若
し
く
は

石
油
石
炭
税（
以
下「
酒
税
等
」と
総
称
す
る
。）

の
税
額（
延
滞
税
、
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申

告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
の
額
を
除
く
。）

揮
発
油
税
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
課

さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
揮
発
油
税

額
に
相
当
す
る
金
額
又
は
地
方
揮
発
油

税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る

も
の
と
し
た
場
合
の
地
方
揮
発
油
税
額

酒
税
等
の

揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の

災
害
被
害
者
に
対

す
る
租
税
の
減

免
、
徴
収
猶
予
等

に
関
す
る
法
律
第

七
条
第
三
項
及
び

第
四
項

酒
税
等

揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
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こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

揮
発
油

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
八
条
の
五
に

規
定
す
る
揮
発
油
を
い
う
。

二

保
税
地
域

関
税
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六

十
一
号
）第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
を
い

う
。

三

特
定
補
助
金

揮
発
油
の
卸
売
価
格
の
抑
制
を
目

的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
補
助
金
を
い
う
。

四

控
除
対
象
揮
発
油

揮
発
油
税
法
そ
の
他
の
法
律

の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
税
が
免
除
さ
れ
た
又
は
免
除

さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
以
外
の
揮
発
油
で
特
定
補
助
金

の
対
象
と
な
る
も
の（
当
該
特
定
補
助
金
の
交
付
を

受
け
た
又
は
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。

五

揮
発
油
税
超
過
額

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に

掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。

イ

次
に
掲
げ
る
揮
発
油
税
額
に
相
当
す
る
金
額

⑴

揮
発
油
の
製
造
場
か
ら
の
移
出
に
よ
り
納
付

さ
れ
た
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額

（
延
滞
税
、
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算

税
及
び
重
加
算
税
の
額
を
除
く
。
⑵
に
お
い
て

同
じ
。）

⑵

保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
に
よ
り
納
付
さ
れ

た
若
し
く
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
又
は
徴
収
さ
れ

た
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
揮
発
油
税
額

ロ

揮
発
油
税
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る

も
の
と
し
た
場
合
の
揮
発
油
税
額
に
相
当
す
る
金

額

六

期
限
内
申
告
書

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
提
出
さ
れ

る
揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書（
同
項
に
規
定
す
る
期
限
内
に
提
出
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。）を
い
う
。

七

第
六
号
揮
発
油
税
額

揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一

項
第
六
号
に
掲
げ
る
揮
発
油
税
額
を
い
う
。

八

第
七
号
揮
発
油
税
額

揮
発
油
税
法
第
十
条
第
一

項
第
七
号
に
掲
げ
る
揮
発
油
税
額
を
い
う
。

第
三
条

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
前
条
第
四
項

の
規
定
又
は
同
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
地
方
揮
発
油
税
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

還
付
を
受
け
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
違

反
行
為
を
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す

る
。

2

前
項
の
犯
罪
に
係
る
還
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
三

倍
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
同

項
の
罰
金
は
、
百
万
円
を
超
え
当
該
還
付
金
に
相
当
す

る
金
額
の
三
倍
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業

務
又
は
財
産
に
関
し
て
第
一
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
て
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法

人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の

期
間
は
、
同
項
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ

る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃

止
を
踏
ま
え
た
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る

措
置
）

第
五
条

国
は
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
当
分

の
間
税
率（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特

別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発

油
税
の
税
率
の
特
例
に
よ
る
当
分
の
間
の
税
率
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
廃
止
を
踏
ま
え
、
軽
油
引
取
税
の

当
分
の
間
税
率（
地
方
税
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）附
則
の
規
定
に
基
づ
く
軽
油
引
取
税
の

税
率
の
特
例
に
よ
る
当
分
の
間
の
税
率
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）に
つ
い
て
、
財
源
の
確
保
、
流
通
へ
の
影
響
、

地
方
財
政
へ
の
配
慮
等
に
加
え
、
運
輸
事
業
振
興
助
成

交
付
金（
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
を
い
う
。）の
取
扱
い

等
の
軽
油
引
取
税
に
特
有
の
実
務
上
の
課
題
に
適
切
に

対
応
し
た
上
で
、
軽
油
の
卸
売
価
格
の
抑
制
を
目
的
と

し
て
国
が
交
付
す
る
補
助
金
に
代
え
て
、
令
和
八
年
四

月
一
日
に
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
安
定
財
源
の
確
保
の
方
針
）

第
六
条

国
は
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
当
分

の
間
税
率
の
廃
止
並
び
に
前
条
の
措
置
に
よ
る
軽
油
引

取
税
の
当
分
の
間
税
率
の
廃
止
の
た
め
の
安
定
財
源
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
に
基
づ
き
検
討

を
行
い
、
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。

一

徹
底
し
た
歳
出
の
見
直
し
等
の
努
力
に
よ
る
財
源

の
確
保
を
前
提
と
し
つ
つ
、
国
際
競
争
力
の
確
保
、

実
質
賃
金
の
動
向
等
を
見
極
め
な
が
ら
、
法
人
税
関

係
特
別
措
置（
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明

化
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
八
号
）

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
法
人
税
関
係
特

別
措
置
を
い
う
。）の
見
直
し
、
極
め
て
高
い
所
得
に

対
す
る
負
担
の
見
直
し
等
の
税
制
措
置
を
検
討
し
、

令
和
七
年
末
ま
で
に
結
論
を
得
る
こ
と
。

二

道
路
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
社
会
資
本
の
保
全
の

重
要
性
、
物
価
の
動
向
等
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
の
量
の
削
減
等
に
関
す
る
目
標
と
の
関
係
に
も

留
意
し
つ
つ
、
安
定
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体

的
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
、
こ
の
法
律
の
公
布

後
お
お
む
ね
一
年
を
目
途
に
結
論
を
得
る
こ
と
。

三

地
方
の
安
定
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
前
二
号

の
税
制
措
置
に
よ
る
地
方
の
増
収
額
を
活
用
す
る
ほ

か
、
具
体
的
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
、
速
や
か

に
結
論
を
得
る
こ
と
。
そ
の
際
、
安
定
財
源
の
確
保

の
完
成
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方
の
財
政
運
営
に

支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
地
方
財
政
措
置
に
お
い
て

適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

投
票
者
氏
名

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
食
品
安
全
委
員
会

委
員（
春
日
文
子
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
二
九
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

投
票

者
氏
名

一
四
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一
五

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

一
五
名

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
個
人
情
報
保
護
委

員
会
委
員（
藤
村
明
子
君
、
木
田
俊
昭
君
及
び
藤
井
英
治

君
）及
び
運
輸
審
議
会
委
員（
堀
川
義
弘
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
三
〇
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名
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山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

一
四
名

中
田

優
子
君

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
個
人
情
報
保
護
委

員
会
委
員（
新
保
史
生
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
三
七
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君
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日
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一
七

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
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え
孝
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君
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山
佐
知
子
君

福
山

哲
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男
君
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し
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門
実
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史
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仁
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君

山
添

拓
君

国
家
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す
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証
券
取
引
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監
視

委
員
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委
員
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中
原
亮
一
君
）、
同
委
員（
加
藤
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ゆ
り

君
及
び
橋
本
尚
君
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電
気
通
信
紛
争
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理
委
員
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委
員

（
笠
井
之
彦
君
、
三
尾
美
枝
子
君
、
小
塚
荘
一
郎
君
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條
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介
君
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前
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賀
代
君
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保
護
審
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委
員（
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保
美
紀
君
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員
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君
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古
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君
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君
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一
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君
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晴
君

赤
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健
君

浅
尾
慶
一
郎
君
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日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君
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井
絵
理
子
君

岩
本
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人
君
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ん
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周
作
君
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野

通
子
君

臼
井
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君

江
島

潔
君

大
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敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松
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介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君
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橋

克
法
君

高
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は
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み
君

滝
波

宏
文
君
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保
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介
君
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川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井
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博
君

藤
川
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人
君
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木

眞
也
君
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橋

利
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君

古
川

俊
治
君
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斗
君
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井
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君

舞
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か
お
君
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る
い
君
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下

新
平
君

松
村
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史
君
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ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君
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本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君
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下

雄
平
君

山
田

太
郎
君
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田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴
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一
君

杉
尾

秀
哉
君
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木
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理
君
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島
麻
衣
子
君
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部
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代
君

辻
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広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
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木
り
え
君
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田

巧
君
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平
君
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か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添
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君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君
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村
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子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

〇
名

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
電
波
監
理
審
議
会

委
員（
大
久
保
哲
夫
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
三
〇
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名
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一
九

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

一
五
名

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
日
本
放
送
協
会
経

営
委
員
会
委
員（
岩
井
睦
雄
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
二
七
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名
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猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

一
八
名

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

齊
藤
健
一
郎
君

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
日
本
放
送
協
会
経

営
委
員
会
委
員（
前
田
香
織
君
及
び
�
原
陽
子
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
三
六
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名
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二
一

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

九
名

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

齊
藤
健
一
郎
君

国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
運
輸
審
議
会
委
員

（
大
石
美
奈
子
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
一
四
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

二
八
名

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名



二
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官 報 （号外国会会議録）令和8年1月13日 火曜日 発行
国
家
公
務
員
等
の
任
命
に
関
す
る
件「
公
害
健
康
被
害
補

償
不
服
審
査
会
委
員（
星
景
子
君
）」

賛
成
者
氏
名

二
三
八
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

片
山
さ
つ
き
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

六
名

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

日
程
第
一

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
衆
議
院
提
出
）

賛
成
者
氏
名

二
四
四
名

青
木

一
彦
君

青
山

繁
晴
君

赤
松

健
君

浅
尾
慶
一
郎
君

朝
日
健
太
郎
君

阿
達

雅
志
君

有
村

治
子
君

生
稲

晃
子
君

石
井

準
一
君

石
井

浩
郎
君

石
田

昌
宏
君

磯
﨑

仁
彦
君

井
上

義
行
君

猪
口

邦
子
君

今
井
絵
理
子
君

岩
本

剛
人
君

い
ん
ど
う
周
作
君

上
野

通
子
君

臼
井

正
一
君

江
島

潔
君

大
�

敏
志
君

岡
田

�
樹
君

小
川

克
巳
君

越
智

俊
之
君

小
野
田
紀
美
君

梶
原

大
介
君

加
田

裕
之
君

加
藤

明
良
君

か
ま
や
ち
敏
君

神
谷

政
幸
君

北
村

経
夫
君

見
坂

茂
範
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名
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二
三

上
月

良
祐
君

古
賀
友
一
郎
君

古
庄

玄
知
君

小
林

一
大
君

小
林
孝
一
郎
君

こ
や
り
隆
史
君

酒
井

庸
行
君

櫻
井

充
君

佐
藤

啓
君

自
見
は
な
こ
君

清
水

真
人
君

進
藤
金
日
子
君

末
松

信
介
君

鈴
木

大
地
君

鈴
木

宗
男
君

高
橋

克
法
君

高
橋
は
る
み
君

滝
波

宏
文
君

鶴
保

庸
介
君

出
川

桃
子
君

友
納

理
緒
君

永
井

学
君

中
曽
根
弘
文
君

中
西

祐
介
君

西
田

昌
司
君

西
田

英
範
君

野
上
浩
太
郎
君

野
村

哲
郎
君

橋
本

聖
子
君

長
谷
川

岳
君

長
谷
川
英
晴
君

馬
場

成
志
君

東
野

秀
樹
君

福
岡

資
麿
君

福
山

守
君

藤
井

一
博
君

藤
川

政
人
君

藤
木

眞
也
君

船
橋

利
実
君

古
川

俊
治
君

星

北
斗
君

堀
井

巌
君

本
田

顕
子
君

舞
立

昇
治
君

牧
野
た
か
お
君

松
川

る
い
君

松
下

新
平
君

松
村

祥
史
君

三
原
じ
ゅ
ん
子
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

和
宏
君

宮
本

周
司
君

森

ま
さ
こ
君

山
崎

正
昭
君

山
下

雄
平
君

山
田

太
郎
君

山
田

宏
君

山
谷
え
り
子
君

山
本

啓
介
君

山
本
佐
知
子
君

山
本

順
三
君

𠮷
井

章
君

若
井

敦
子
君

若
林

洋
平
君

脇

雅
昭
君

渡
辺

猛
之
君

青
木

愛
君

石
垣
の
り
こ
君

石
橋

通
宏
君

泉

房
穂
君

打
越
さ
く
良
君

小
沢

雅
仁
君

鬼
木

誠
君

勝
部

賢
志
君

岸

真
紀
子
君

木
戸
口
英
司
君

熊
谷

裕
人
君

郡
山
り
ょ
う
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

小
島
と
も
子
君

小
西

洋
之
君

�
藤

嘉
隆
君

塩
村
あ
や
か
君

柴

愼
一
君

杉
尾

秀
哉
君

高
木

真
理
君

田
島
麻
衣
子
君

田
名
部
匡
代
君

辻
元

清
美
君

徳
永

エ
リ
君

長
浜

博
行
君

羽
田

次
郎
君

広
田

一
君

福
士

珠
美
君

福
島
み
ず
ほ
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

三
上

え
り
君

水
岡

俊
一
君

村
田

享
子
君

森

ゆ
う
こ
君

森
本

真
治
君

山
内
佳
菜
子
君

横
沢

高
徳
君

吉
川

沙
織
君

吉
田

忠
智
君

蓮

舫
君

足
立

康
史
君

礒
﨑

哲
史
君

伊
藤

孝
恵
君

伊
藤

辰
夫
君

上
田

清
司
君

牛
田

茉
友
君

江
原
く
み
子
君

奥
村

祥
大
君

か
ご
し
ま
彰
宏
君

川
合

孝
典
君

後
藤

斎
君

小
林
さ
や
か
君

榛
葉
賀
津
也
君

竹
詰

仁
君

田
村

ま
み
君

堂
込
麻
紀
子
君

庭
田

幸
恵
君

芳
賀

道
也
君

浜
口

誠
君

浜
野

喜
史
君

原
田

秀
一
君

平
戸

航
太
君

舟
山

康
江
君

水
野

孝
一
君

山
田

吉
彦
君

秋
野

公
造
君

石
川

博
崇
君

伊
藤

孝
江
君

上
田

勇
君

川
村

雄
大
君

窪
田

哲
也
君

佐
々
木
雅
文
君

里
見

隆
治
君

下
野

六
太
君

杉

�
武
君

高
橋

光
男
君

竹
内

真
二
君

竹
谷
と
し
子
君

谷
合

正
明
君

司

隆
史
君

西
田

実
仁
君

原
田
大
二
郎
君

平
木

大
作
君

三
浦

信
祐
君

宮
崎

勝
君

横
山

信
一
君

青
島

健
太
君

浅
田

均
君

石
井

苗
子
君

石
井
め
ぐ
み
君

猪
瀬

�
樹
君

上
野
ほ
た
る
君

岡
崎

太
君

嘉
田
由
紀
子
君

片
山

大
介
君

金
子

道
仁
君

串
田

誠
一
君

佐
々
木
り
え
君

柴
田

巧
君

石

平
君

高
木
か
お
り
君

中
条
き
よ
し
君

新
実

彰
平
君

松
沢

成
文
君

松
野

明
美
君

安
達

悠
司
君

安
藤

裕
君

岩
本

麻
奈
君

梅
村
み
ず
ほ
君

大
津

力
君

神
谷

宗
幣
君

後
藤

翔
太
君

櫻
井

祥
子
君

塩
入

清
香
君

杉
本

純
子
君

中
田

優
子
君

初
鹿
野
裕
樹
君

松
田

学
君

宮
出

千
慧
君

山
中

泉
君

岩
渕

友
君

吉
良
よ
し
子
君

小
池

晃
君

白
川

容
子
君

大
門
実
紀
史
君

仁
比

聡
平
君

山
添

拓
君

伊
勢
崎
賢
治
君

大
島
九
州
男
君

奥
田
ふ
み
よ
君

木
村

英
子
君

天
畠

大
輔
君

山
本

太
郎
君

北
村

晴
男
君

百
田

尚
樹
君

伊
波

洋
一
君

高
良

沙
哉
君

安
野

貴
博
君

尾
辻

朋
実
君

齊
藤
健
一
郎
君

寺
田

静
君

な
が
え
孝
子
君

平
山
佐
知
子
君

福
山

哲
郎
君

望
月

良
男
君

反
対
者
氏
名

〇
名

指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
等
に
関
す
る
質

問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

伊
藤

孝
恵

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

公
職
選
挙
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）第
四
十
九

条
は
、
選
挙
期
間
中
、
一
定
の
事
由
に
よ
り
投
票
所
で
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
選
挙
人
の
投
票
機
会
を
確
保
す

る
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
指
定
病
院
等
に

お
け
る
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
は
、
身
体
に
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
選
挙
人
等
が
利
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

毎
日
新
聞
は
令
和
七
年
八
月
十
三
日
、
あ
る
指
定
病
院

に
お
い
て
、
選
挙
人
が
不
在
者
投
票
を
希
望
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
体
調
不
良
時
に
行
わ
れ
た
意
思
確
認
の

結
果
、
投
票
棄
権
と
な
っ
た
事
例（
以
下「
本
事
例
」と
い

う
。）を
報
じ
た
。
通
常
の
医
療
業
務
と
並
行
し
て
選
挙
事

務
を
行
う
病
院
の
負
担
は
理
解
で
き
る
一
方
、
指
定
病
院

等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
に
際
し
て
は
、
入
院
患
者
等
へ

の
丁
寧
な
意
思
確
認
を
行
う
こ
と
で
、
投
票
機
会
を
尊
重

す
べ
き
と
考
え
る
。

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

選
挙
権
の
行
使
は
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
り
、
公
平

公
正
な
選
挙
の
た
め
に
は
投
票
機
会
の
侵
害
は
決
し
て

許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
投
票
所
に
お
け
る
選
挙
期
間

中
の
投
票
が
困
難
な
入
院
患
者
や
障
が
い
者
を
始
め
と

す
る
選
挙
人
の
投
票
機
会
を
確
実
に
確
保
す
る
重
要
性

に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
、
意

思
確
認
を
行
っ
た
数
、
実
際
の
投
票
者
数
、
事
務
従
事

者
や
立
会
人
の
選
任
方
法
な
ど
に
関
す
る
全
国
的
な
実

態
を
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。
把

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

投
票
者
氏
名

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書



二
四

官 報 （号外国会会議録）令和8年1月13日 火曜日 発行

握
し
て
い
な
い
場
合
、
全
国
的
な
実
態
調
査
を
行
う
べ

き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

総
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
一
般
的
な
不
在
者
投

票
制
度
の
紹
介
は
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る

が
、
指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
制
度
に
特
化

し
た
周
知
・
啓
発
活
動
は
行
っ
て
い
る
か
、
政
府
の
取

組
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
は
、
各
都
道
府

県
選
挙
管
理
委
員
会
が
同
制
度
の
重
要
性
を
各
指
定
病

院
等
に
対
し
て
十
分
周
知
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る

か
示
さ
れ
た
い
。
周
知
が
不
十
分
と
認
識
し
て
い
る
場

合
、
指
定
病
院
等
の
負
担
に
適
切
に
配
慮
し
つ
つ
、
同

制
度
の
重
要
性
を
よ
り
一
層
周
知
す
る
よ
う
各
都
道
府

県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
助
言
を
行
う
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

障
が
い
者
の
円
滑
な
投
票
に
資
す
る
た
め
、
総
務
省

は
、
代
理
投
票
時
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
に
配
慮
し
た

取
組
事
例
等
を
各
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し

て
周
知
し
て
い
る
。
同
様
に
、
指
定
病
院
等
に
お
け
る

不
在
者
投
票
制
度
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
利
用
す
る
指

定
病
院
等
や
選
挙
管
理
委
員
会
の
事
例
を
周
知
す
る
こ

と
は
同
制
度
の
普
及
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

現
在
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状
態
区

分
が
要
介
護
五
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
郵
便
等

に
よ
る
不
在
者
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。「
投
票
環

境
の
向
上
方
策
等
に
関
す
る
研
究
会
報
告（
高
齢
者
の

投
票
環
境
の
向
上
に
つ
い
て
）」（
平
成
二
十
九
年
六
月
）

に
お
い
て
は
、
対
象
を
要
介
護
四
及
び
三
ま
で
拡
大
す

る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
郵
便
等
に
よ
る
不

在
者
投
票
が
認
め
ら
れ
る
要
介
護
状
態
区
分
を
拡
大
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
つ
い
て
は
、
入
院

患
者
を
含
む
選
挙
人
の
投
票
機
会
を
広
く
確
保
し
得
る

も
の
で
あ
り
、
本
事
例
を
踏
ま
え
て
も
、
導
入
に
向
け

た
検
討
を
進
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
現
状
の
課
題
に

つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
は
、

病
院
長
等
か
ら
選
挙
人
に
対
し
投
票
意
思
の
有
無
を
確

認
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
投
票
意
思
の
確
認

は
、
一
律
に
一
回
だ
け
行
う
の
で
は
な
く
、
入
院
患
者

等
の
体
調
が
回
復
し
て
い
る
時
に
再
確
認
す
る
な
ど
、

容
態
等
に
応
じ
て
複
数
回
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
で
は
、
便
宜
的

に
病
院
内
で
一
括
投
票
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
令
和
六
年
十
月
に
東
京
都
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
が
公
表
し
た「
指
定
病
院
等
に

お
け
る
不
在
者
投
票
の
手
引
」で
は
、「
一
括
投
票
後
で

も
、
個
別
に
入
院
患
者
か
ら
新
た
な
申
立
て
が
あ
れ

ば
、
不
在
者
投
票
管
理
者
と
し
て
、
不
在
者
投
票
の
手

続
を
速
や
か
に
す
す
め
て
く
だ
さ
い
。」と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
説
明
は
、

政
府
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

八

指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
時
の
選
挙
人
の

意
思
確
認
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
意
思
疎
通
が
困
難
な

場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
病
院
で
は
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
が
患
者
等
の
意
思
決
定
を
日
常
的
に
支
援
し

て
お
り
、
日
本
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
連
盟
が
定
め
る

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
倫
理
綱
領
で
は
、「
自
ら
の

人
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
決
定
や
行
動
の
す
べ
て
の
局
面

に
お
い
て
、
完
全
な
関
与
と
参
加
を
促
進
す
る
。」と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る

積
極
的
な
支
援
が
円
滑
な
意
思
確
認
に
資
す
る
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

不
在
者
投
票
の
事
務
は
、
不
在
者
投
票
管
理
者
の
管

理
の
下
で
、
適
宜
そ
の
補
助
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
可

能
と
さ
れ
て
い
る
。
指
定
病
院
等
に
お
い
て
は
、
事
務

職
員
等
が
実
際
の
投
票
事
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
人
的
負
担
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、

選
挙
事
務
補
助
者
に
特
段
の
要
件
は
求
め
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
様
々
な
疾
患
の
患
者
会
や
親
の
会
等
と

連
携
し
つ
つ
、
国
や
都
道
府
県
が
投
票
事
務
に
従
事
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
主
導
的
に
募
集
す
る
な
ど
、
人
的

負
担
の
軽
減
に
努
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

十

大
阪
府
四
條
畷
市
に
お
け
る
電
子
投
票
の
実
施
や
鳥

取
県
南
部
町
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
立
会
い
実
施
な

ど
、
近
年
の
選
挙
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
投
票
等
の
効

率
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在

者
投
票
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
対
策
に
配
慮
し
つ
つ
、

指
定
病
院
等
の
人
的
負
担
を
軽
減
す
る
手
段
と
し
て
電

子
投
票
や
オ
ン
ラ
イ
ン
立
会
い
の
活
用
が
有
効
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
伊
藤
孝
恵
君
提
出
指
定
病
院
等
に
お
け
る

不
在
者
投
票
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
伊
藤
孝
恵
君
提
出
指
定
病
院
等
に
お

け
る
不
在
者
投
票
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

不
在
者
投
票
制
度
に
つ
い
て
は
、
投
票
日
当
日
に
投

票
所
に
出
向
い
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
選
挙
人

の
投
票
す
る
手
段
と
し
て
有
効
な
も
の
と
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
、
選
挙
は
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
も
の
で

あ
り
、
選
挙
の
公
正
を
確
保
し
つ
つ
、
御
指
摘
の「
投

票
所
に
お
け
る
選
挙
期
間
中
の
投
票
が
困
難
な
入
院
患

者
や
障
が
い
者
」を
含
め
選
挙
権
を
有
す
る
全
て
の
方

が
投
票
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
と
認
識
し

て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
全
国
的
な
実
態
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
職
選
挙
法（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下「
法
」と
い
う
。）第
四
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者

投
票（
以
下「
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
」と
い

う
。）に
つ
い
て
は
、「
意
思
確
認
を
行
っ
た
数
」及
び

「
事
務
従
事
者
や
立
会
人
の
選
任
方
法
」は
把
握
し
て
い

な
い
が
、
不
在
者
投
票
施
設
に
お
い
て
当
該
施
設
の
状

況
等
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え

て
お
り
、
全
国
的
な
調
査
は
考
え
て
い
な
い
。「
実
際

の
投
票
者
数
」が
、
仮
に
、
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者

投
票
の
投
票
者
数
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
国
政
選
挙
及
び
統
一
地
方
選
挙
に
係
る
も
の
は
把

握
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
特
化
し
た
周
知
・
啓
発
活
動
」の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
総
務
省

に
お
い
て
は
、
同
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
病
院
等

に
お
け
る
不
在
者
投
票
の
手
続
に
つ
い
て
記
載
し
て
い

る
ほ
か
、
選
挙
人
の
投
票
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
国

政
選
挙
及
び
統
一
地
方
選
挙
に
際
し
、
各
選
挙
管
理
委

員
会
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、

不
在
者
投
票
施
設
の
適
切
な
指
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
要

請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
は
、

不
在
者
投
票
施
設
に
対
し
て
、
病
院
等
に
お
け
る
不
在

者
投
票
の
事
務
の
手
引
き
や
説
明
会
を
通
じ
て
、
病
院

等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
を
実
施
す
る
日
時
や
投
票
用

紙
等
の
請
求
手
続
等
に
つ
い
て
当
該
施
設
の
入
所
者
に

適
切
に
周
知
す
る
等
の
取
組
を
要
請
し
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
積
極
的
に
利
用
す
る
指
定
病
院
等
や
選

挙
管
理
委
員
会
の
事
例
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
国

政
選
挙
及
び
統
一
地
方
選
挙
に
際
し
、
各
選
挙
管
理
委

員
会
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、

不
在
者
投
票
施
設
の
適
切
な
指
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
要

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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二
五

請
す
る
と
と
も
に
、
選
挙
人
に
対
す
る
不
在
者
投
票
制

度
の
周
知
や
公
正
な
実
施
の
確
保
な
ど
、
病
院
等
に
お

け
る
不
在
者
投
票
の
適
切
な
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
要

請
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
病
院

等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
に
お
け
る
選
挙
人
の
投
票
機

会
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

五
の
前
段
に
つ
い
て

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
郵
便
等
に
よ

る
不
在
者
投
票（
以
下「
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
」

と
い
う
。）は
、
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
選
挙
人
に

投
票
の
機
会
を
与
え
る
た
め
の
例
外
的
な
投
票
方
法
で

あ
り
、
投
票
管
理
者
や
投
票
立
会
人
が
い
な
い
中
で
投

票
を
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
者
を
郵
便

等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
対
象
と
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
要
介
護
五
の
認
定
者
を
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投

票
の
対
象
と
す
る
法
の
改
正
が
議
員
立
法
に
よ
り
行
わ

れ
た
等
の
経
緯
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
選
挙
の
公
正
確
保

の
観
点
も
含
め
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
御
議
論
い
た

だ
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

五
の
後
段
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
投
票
立
会
人
不
在
の
投
票
を

特
段
の
要
件
な
し
に
広
く
認
め
る
こ
と
に
関
し
、
選
挙

の
公
正
確
保
等
と
の
関
係
か
ら
議
論
が
必
要
で
あ
る
ほ

か
、
大
規
模
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
伴
う
安

定
稼
働
対
策
や
大
規
模
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
維
持

に
要
す
る
コ
ス
ト
等
の
論
点
も
克
服
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
検
証
と
と
も
に
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
幅
広
い
関
係
者
の
理
解
の

促
進
等
を
着
実
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
ま
た
、
選
挙
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
事
柄
で
あ

り
、
各
党
各
会
派
に
お
け
る
議
論
も
踏
ま
え
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
投
票
意
思
の
確
認
」に
つ
い
て
は
、
で
き

る
限
り
選
挙
人
の
投
票
機
会
の
確
保
に
配
慮
し
て
行
う

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な

方
法
に
つ
い
て
は
、
不
在
者
投
票
施
設
の
状
況
等
は

様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
不
在
者
投
票
施
設
に
お
い

て
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
の
期
間
は
、
法
第
二

百
七
十
条
の
二
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令（
昭
和
二
十

五
年
政
令
第
八
十
九
号
。
以
下「
施
行
令
」と
い
う
。）第

五
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
期

間
に
お
い
て
は
御
指
摘
の「
一
括
投
票
後
」で
あ
っ
て
も

病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
は
可
能
で

あ
る
と
こ
ろ
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
各
選
挙
管
理
委

員
会
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、

病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
の
適
切
な
運
用
が
図
ら

れ
る
よ
う
要
請
を
行
っ
て
お
り
、
御
指
摘
の
手
引
き
の

記
載
に
つ
い
て
も
、
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い

て
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
考
え
方
を
示
さ
れ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、
医
療
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
支
援
は
病
院
等
に
お
け
る
患
者
の

円
滑
な
意
思
決
定
に
資
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
承

知
し
て
い
る
が
、
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
活
用

す
る
こ
と
を
含
め
、
御
指
摘
の「
選
挙
人
の
意
思
確
認
」

の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
不
在
者
投
票
施
設
の

状
況
等
は
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
不
在
者
投
票
施

設
に
お
い
て
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
様
々
な
疾
患
の
患
者
会
や
親
の
会
等
と

連
携
し
つ
つ
、
国
や
都
道
府
県
が
投
票
事
務
に
従
事
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
主
導
的
に
募
集
す
る
」の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
不
在
者

投
票
施
設
の
状
況
等
は
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
選

挙
事
務
補
助
者
」に
つ
い
て
は
、
各
不
在
者
投
票
施
設

に
お
い
て
当
該
施
設
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
選
任
い
た

だ
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

不
在
者
投
票
施
設
に
お
け
る
御
指
摘
の「
電
子
投
票
」の

活
用
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及

び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て

行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
三

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）第
三
条
に
お
い
て
、「
電
子
投

票
」は
、
選
挙
人
が
、
自
ら
、
投
票
所
に
お
い
て
、
電

磁
的
記
録
式
投
票
機
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

電
磁
的
記
録
式
投
票
機
に
記
録
さ
れ
て
い
る
公
職
の
候

補
者
の
う
ち
そ
の
投
票
し
よ
う
と
す
る
も
の
一
人
を
選

択
し
、
か
つ
、
当
該
公
職
の
候
補
者
を
選
択
し
た
こ
と

を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票

は「
電
子
投
票
」の
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
病
院
等
に

お
け
る
不
在
者
投
票
に
お
い
て
は
活
用
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、「
鳥
取
県
南
部
町
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン

立
会
い
実
施
」に
つ
い
て
は
、「
投
票
所
に
お
け
る
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
立
会
い
に
つ
い
て（
通
知
）」（
令
和
六
年

四
月
二
十
六
日
付
け
総
行
選
第
二
十
六
号
総
務
省
自
治

行
政
局
選
挙
部
選
挙
課
長
通
知
）に
お
い
て
、
法
第
三

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
二
人
以
上
五
人
以

下
の
投
票
立
会
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
投
票
立
会
人
に
関
し
、「
投
票
事
務
の

執
行
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
選
挙
人
の
自
由
な
意

思
に
よ
っ
て
投
票
で
き
る
環
境
を
確
保
す
る
と
い
う
投

票
立
会
人
の
役
割
を
確
実
に
果
た
す
た
め
に
は
、
少
な

く
と
も
一
人
は
投
票
立
会
人
が
投
票
所
内
に
所
在
し
、

現
に
立
ち
会
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」を
示
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
に
つ

い
て
は
、
施
行
令
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
施
行
令
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
、

不
在
者
投
票
管
理
者
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
を
立
ち

会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
立
ち
会
う
者
は
一
人
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
解
さ
れ

て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の「
オ
ン
ラ
イ
ン

立
会
い
の
活
用
」が「
人
的
負
担
を
軽
減
す
る
手
段
」と

し
て
有
効
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

郵
便
投
票
制
度
の
改
善
及
び
投
票
機
会
の
拡
充
に
関

す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

な
が
え
孝
子

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

郵
便
投
票
制
度
の
改
善
及
び
投
票
機
会
の
拡
充
に

関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
民
主
主
義
は
国
民
主
権
を
基
盤
と
し
て
お

り
、
選
挙
制
度
は
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
で
あ
る
。
し
か

し
、
近
年
、
国
政
選
挙
・
地
方
選
挙
を
問
わ
ず
、
投
票
率

の
低
下
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
若
年
層
や

都
市
部
に
お
け
る
棄
権
率
は
高
く
、「
政
治
へ
の
無
関
心
」

と
い
う
一
言
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
構
造
的
な
要
因
が
存

在
し
て
い
る
。

要
因
の
一
つ
と
し
て
、
投
票
機
会
の
確
保
が
十
分
で
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
投
票
日
当
日
に
投
票
所
へ
行
け

な
い
有
権
者
に
対
し
て
は
期
日
前
投
票
や
不
在
者
投
票
の

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
多
く

の
人
は
、
制
度
を
知
っ
て
い
て
も
、
活
用
し
に
く
い
と
感

じ
て
い
る
。
特
に
、
身
体
障
が
い
者
や
高
齢
者
、
長
期
療

養
中
の
人
な
ど
が
利
用
で
き
る
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投

票
制
度（
以
下「
郵
便
投
票
制
度
」と
い
う
。）に
つ
い
て

は
、
存
在
そ
の
も
の
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
手

続
が
極
め
て
煩
雑
で
、
結
果
と
し
て
活
用
が
進
ん
で
い
な

い
。
制
度
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
活

用
し
に
く
い
状
況
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
、
有
権
者
の
投

票
権
を
実
質
的
に
制
限
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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郵
便
投
票
制
度
は
、
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
者
な
ど
、

法
令
で
定
め
ら
れ
た
対
象
者
の
み
が
利
用
で
き
る
。
利
用

に
当
た
っ
て
は
、
選
挙
の
都
度
、
申
請
書
の
提
出
、
投
票

用
紙
の
交
付
、
記
載
、
返
送
と
い
う
複
数
の
手
続
を
経
る

必
要
が
あ
り
、
申
請
か
ら
投
票
完
了
ま
で
に
時
間
と
労
力

を
要
す
る
。
さ
ら
に
、
自
治
体
ご
と
の
案
内
や
対
応
の
差

も
大
き
く
、
利
用
を
希
望
し
て
も
期
限
内
に
手
続
を
完
了

で
き
ず
、
事
実
上
投
票
権
を
失
う
に
等
し
い
事
例
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
介
護
中
の
家
族
、
妊
娠
中
の
女

性
、
感
染
症
流
行
時
の
外
出
制
限
下
に
あ
る
有
権
者
な

ど
、
郵
便
投
票
制
度
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
実

態
と
し
て
投
票
所
に
行
け
な
い
人
は
多
く
存
在
す
る
。
投

票
し
た
く
て
も
投
票
で
き
な
い
有
権
者
が
存
在
す
る
現
状

は
、
日
本
国
憲
法
が
保
障
す
る
平
等
な
参
政
権
の
理
念
に

照
ら
し
、
改
善
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

米
国
、
ド
イ
ツ
、
韓
国
な
ど
多
く
の
民
主
主
義
国
家
で

は
、
郵
便
投
票（
又
は
期
日
前
郵
便
投
票
）が
有
権
者
に
も

広
く
開
放
さ
れ
て
お
り
、
申
請
一
つ
で
自
宅
か
ら
投
票
で

き
る
仕
組
み
が
整
っ
て
い
る
。
特
に
、
高
齢
化
社
会
や
感

染
症
流
行
下
で
は
、
民
主
主
義
を
維
持
す
る
上
で
不
可
欠

な
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
我
が
国
で
は
、
二
〇
二
〇
年
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
時
に
郵
便
投
票
制
度
の
拡
充
が

議
論
さ
れ
た
も
の
の
、
恒
久
的
な
改
善
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
結
果
と
し
て
、
現
代
の
社
会
実
態
に
即
し
た
投
票
し

や
す
い
制
度
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

今
後
、
人
口
減
少
・
高
齢
化
が
一
層
進
み
、
投
票
所
へ

の
移
動
が
困
難
な
有
権
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
大
規
模
災
害
や
感
染
症
流
行
な
ど
の
リ
ス
ク
を
考
慮

す
れ
ば
、
多
様
な
投
票
方
法
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
は
、

選
挙
の
継
続
性
と
安
全
性
を
担
保
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ

る
。
郵
便
投
票
制
度
の
改
善
は
、
単
な
る
行
政
手
続
の
見

直
し
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
投
票
権
を
実
質
的
に
保
障
す
る

た
め
の
民
主
主
義
基
盤
の
再
設
計
」と
し
て
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

過
去
五
年
間
に
お
け
る
郵
便
投
票
制
度
の
利
用
者

数
・
利
用
率
の
推
移
を
選
挙
種
別
ご
と
に
示
さ
れ
た

い
。

二

郵
便
投
票
制
度
に
関
す
る
周
知
・
広
報
活
動
に
つ
い

て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
か

示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
取
組
の
効
果
を
検
証
し
て
い
る

か
示
さ
れ
た
い
。

三

現
行
の
対
象
者
要
件
を
見
直
し
、
希
望
す
る
全
て
の

有
権
者
が
郵
便
投
票
を
選
択
で
き
る
制
度
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

郵
便
投
票
の
申
請
手
続
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
申
請
・
本

人
確
認
・
発
送
を
一
体
化
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
考

え
は
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

投
票
用
紙
の
送
付
・
返
送
に
お
け
る
郵
送
の
遅
延
や

自
治
体
ご
と
の
制
度
運
用
の
差
が
投
票
機
会
を
奪
う
事

例
が
あ
る
。
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
改
善
策
を
検
討

し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

六

災
害
や
感
染
症
流
行
時
に
お
け
る
安
全
な
投
票
方
法

と
し
て
郵
便
投
票
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

投
票
率
向
上
の
観
点
か
ら
、
郵
便
投
票
制
度
の
拡
充

を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
期
日
前
投
票
・
今
後
の
導
入
が
望
ま
れ
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
と
の
連
携
を
含
め
た
包
括
的
な
検
討

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

八

選
挙
制
度
は
、
国
民
主
権
を
実
現
す
る
最
も
直
接
的

な
手
段
で
あ
る
。
投
票
率
の
低
下
を「
有
権
者
の
関
心

の
問
題
」と
し
て
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、「
投
票
し
や

す
い
環
境
を
整
え
る
努
力
」が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

郵
便
投
票
制
度
の
改
善
は
、
単
に
一
部
の
有
権
者
の

便
宜
を
図
る
も
の
で
は
な
く
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
再

生
す
る
試
み
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
、
同
制
度
の
抜
本

的
見
直
し
と
迅
速
な
改
善
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
、
誰
も
が
等
し
く
投
票
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向

け
た
具
体
策
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
な
が
え
孝
子
君
提
出
郵
便
投
票
制
度
の
改

善
及
び
投
票
機
会
の
拡
充
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
な
が
え
孝
子
君
提
出
郵
便
投
票
制
度

の
改
善
及
び
投
票
機
会
の
拡
充
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
郵
便
投
票
制
度
の
利
用
者
数
・
利
用
率
」

の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
総
務
省
で
把
握
し
て
い
る「
過
去
五
年
間
」

の
国
政
選
挙
に
お
け
る
①
公
職
選
挙
法（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票（
以
下「
郵
便
等
に
よ
る
不

在
者
投
票
」と
い
う
。）の
投
票
者
数
及
び
②
公
職
選
挙

法
施
行
令（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）第
五
十

九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
等
投
票
証
明
書

（
以
下「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」と
い
う
。）の
交
付
を
受

け
た
者
の
数
に
占
め
る
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

投
票
者
数
の
割
合
に
つ
い
て
お
示
し
す
る
と
、
そ
れ
ぞ

れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
十
九
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
小
選
挙

区
選
出
議
員
の
選
挙

①
一
万
九
千
百
八
十
五
人

②
七
十
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

第
四
十
九
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙

①
一
万
九
千
二
百
三
人

②
七

十
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

第
二
十
六
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る
選
挙

区
選
出
議
員
の
選
挙

①
一
万
八
千
九
百
二
人

②
七

十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

第
二
十
六
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る
比
例

代
表
選
出
議
員
の
選
挙

①
一
万
八
千
九
百
三
人

②
七
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

二
及
び
五
に
つ
い
て

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
、
総
務
省
に

お
い
て
は
、
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
必

要
が
あ
る
こ
と
や
、
選
挙
の
期
日
の
四
日
前
ま
で
に
投

票
用
紙
等
の
交
付
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

な
ど
を
周
知
し
、
早
い
段
階
で
の
投
票
用
紙
等
の
交
付

の
請
求
と
投
票
を
促
す
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
も
十

分
連
携
を
図
る
な
ど
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

管
理
執
行
に
万
全
を
期
す
よ
う
に
、
国
政
選
挙
や
統
一

地
方
選
挙
の
都
度
、
各
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
要
請

す
る
と
と
も
に
、
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
郵

便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
対
象
者
、
手
続
等
に
つ
い

て
解
説
し
、
当
該
手
続
に
関
す
る
動
画
や
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘

の「
取
組
の
効
果
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
投

票
者
数
等
を
把
握
し
て
い
る
。

御
指
摘
の「
自
治
体
ご
と
の
制
度
運
用
の
差
が
投
票

機
会
を
奪
う
事
例
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在

者
投
票
の
管
理
執
行
に
万
全
を
期
す
よ
う
に
、
各
選
挙

管
理
委
員
会
に
引
き
続
き
要
請
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
災
害
や
感
染
症
流
行
時
に
お
け
る
安
全

な
投
票
方
法
と
し
て
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

は
、
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
選
挙
人
に
投
票
の
機

会
を
与
え
る
た
め
の
例
外
的
な
投
票
方
法
で
あ
り
、
投

票
管
理
者
や
投
票
立
会
人
が
い
な
い
中
で
投
票
を
行
う

も
の
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
者
を
郵
便
等
に
よ
る

不
在
者
投
票
の
対
象
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
要
介
護

五
の
認
定
者
を
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
対
象
と

す
る
公
職
選
挙
法
の
改
正
が
議
員
立
法
に
よ
り
行
わ
れ

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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二
七

た
等
の
経
緯
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
選
挙
の
公
正
確
保
の

観
点
も
含
め
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
申
請
・
本
人
確
認
・
発
送
を
一
体
化
す

る
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
お
い
て
は
、
投

票
用
紙
等
の
交
付
の
請
求
の
際
に
、
郵
便
等
投
票
証
明

書
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
郵
便
等
に
よ
る

不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票
用
紙
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
に

よ
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
選
挙
の
公
正
を
確
保
し
つ
つ

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

七
の
前
段
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
投
票
率
向
上
の
観
点
」の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
郵
便
等
に
よ
る

不
在
者
投
票
は
、
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
選
挙
人

に
投
票
の
機
会
を
与
え
る
た
め
の
例
外
的
な
投
票
方
法

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

七
の
後
段
及
び
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
包
括
的
な
検
討
」、「
同
制
度
の
抜
本
的

見
直
し
と
迅
速
な
改
善
」及
び「
具
体
策
」の
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、「
郵
便
投
票
制
度
の
改
善
」に
つ
い
て
は
、
二
及

び
五
に
つ
い
て
、
三
及
び
六
に
つ
い
て
並
び
に
四
に
つ

い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

物
価
高
対
策
の
緊
要
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

牧
山
ひ
ろ
え

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

物
価
高
対
策
の
緊
要
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
、
世
界
的
な
資
源
価
格
の
高
騰
、
円
安
傾
向
、
物

流
コ
ス
ト
の
上
昇
等
に
よ
り
、
我
が
国
の
消
費
者
物
価
は

上
昇
を
続
け
て
い
る
。
特
に
、
食
料
品
の
値
上
が
り
は
国

民
生
活
に
最
も
直
接
的
な
打
撃
を
与
え
て
お
り
、
実
質
賃

金
の
減
少
と
あ
い
ま
っ
て
、
家
計
収
支
の
悪
化
が
深
刻
化

し
て
い
る
。

・
企
業
倒
産
の
急
増：

二
〇
二
五
年
一
月
の「
物
価

高
」倒
産
は
、
前
年
同
月
比
二
十
七
・
〇
％
増
の

六
十
一
件
に
上
り
、
物
価
高
が
企
業
経
営
を
圧
迫

し
て
い
る
。

・
値
上
げ
品
目
の
増
加：

二
〇
二
五
年
通
年
の
値
上

げ
品
目
は
二
万
品
目
に
達
し
、
家
計
収
支
の
悪
化

が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

・
実
質
賃
金
の
減
少：

物
価
の
影
響
を
除
い
た
実
質

賃
金
は
二
〇
二
五
年
一
月
か
ら
八
月
ま
で
八
箇
月

連
続
で
前
年
同
月
を
下
回
っ
て
お
り
、
家
計
収
支

の
悪
化
が
深
刻
化
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
政
府
は
補
助
金
や
給
付
金
な
ど
の
物
価

高
対
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
対
象
や
期
間
に
制
約
が
あ

り
、
物
価
高
の
恒
常
化
に
十
分
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
立
憲
民
主
党
は
、
国
民
生
活
第
一
の
立
場
か

ら
、
物
価
高
対
策
の
処
方
箋
と
し
て
、
食
料
品
に
係
る
消

費
税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
措
置（
以
下「
本
措
置
」と
い

う
。）を
提
案
し
て
い
る
。
本
措
置
は
、
家
計
負
担
の
軽
減

や
困
窮
世
帯
の
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
内
需
要
の
下
支

え
、
企
業
収
益
の
改
善
、
賃
金
上
昇
基
盤
の
形
成
な
ど
、

経
済
全
体
の
好
循
環
を
促
す
、
よ
り
積
極
的
か
つ
野
心
的

な「
経
済
政
策
」で
あ
る
。

本
措
置
の
実
現
可
能
性
及
び
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
、

以
下
質
問
す
る
。

一

物
価
高
対
策
の
緊
要
性
に
関
連
し
、
現
在
の
物
価
高

に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

二

現
在
の
物
価
高
が
家
計
及
び
企
業
経
営
に
与
え
る
影

響
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か

示
さ
れ
た
い
。
特
に
、
食
料
品
価
格
の
上
昇
に
よ
り
低

所
得
層
・
中
間
層
の
生
活
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
実
態

を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

三

低
所
得
家
庭
の
子
ど
も
の
中
に
は
、
給
食
が
な
い
夏

休
み
等
の
期
間
中
、
空
腹
を
我
慢
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
な
っ
て
い
る
者
も
い
る
。
日
本
国
憲
法
第
二
十
五

条
が
保
障
す
る「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」

が
脅
か
さ
れ
て
い
る
状
況
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識

を
示
さ
れ
た
い
。

四

政
府
は
、
今
般
の
物
価
高
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
断
固
た
る
決
意（
デ
タ
ー
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）

を
有
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

五

政
府
が
実
施
し
た
物
価
高
対
策
の
効
果
に
対
す
る
評

価
を
示
さ
れ
た
い
。
特
に
、
想
定
さ
れ
た
効
果
を
発
揮

し
た
と
評
価
し
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

六

深
刻
化
し
て
い
る
家
計
収
支
の
悪
化
に
対
処
す
る
た

め
、
一
刻
も
早
く
物
価
高
を
抑
制
す
る
有
効
な
手
段
を

採
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

七

物
価
高
対
策
を
講
ず
る
に
当
た
り
、
食
料
品
に
係
る

消
費
税
の
低
減
又
は
ゼ
ロ
税
率
を
政
府
と
し
て
検
討
し

た
か
示
さ
れ
た
い
。
検
討
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
理
由
を
、
検
討
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
検
討
の
経
過

及
び
結
果
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

八

英
国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
韓
国
な
ど
、
多
く
の
先
進
諸
国
で
は
、
食
料
品
に

係
る
消
費
税（
付
加
価
値
税
）を
ゼ
ロ
税
率
又
は
非
課
税

と
し
て
い
る
。

1

食
料
品
に
係
る
消
費
税（
付
加
価
値
税
）を
ゼ
ロ
税

率
又
は
非
課
税
と
し
て
い
る
国
に
お
け
る
制
度
設
計

及
び
経
済
効
果
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う

に
分
析
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

2

我
が
国
が
同
様
の
制
度
を
導
入
し
た
場
合
、
財

政
、
消
費
者
物
価
指
数（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
）、
家
計
支
出
構
造

へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見

積
も
っ
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
牧
山
ひ
ろ
え
君
提
出
物
価
高
対
策
の
緊
要

性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

参
議
院
議
員
牧
山
ひ
ろ
え
君
提
出
物
価
高
対
策
の

緊
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

足
下
で
消
費
者
物
価
は
対
前
年
比
三
パ
ー
セ
ン
ト
程

度
で
上
昇
す
る
中
、
国
民
や
事
業
者
の
方
々
は
厳
し
い

状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の「
物
価
高
対
策
」は

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
特
に
食
料
品

な
ど
の
価
格
上
昇
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
低

所
得
者
世
帯
な
ど
に
は
相
対
的
に
物
価
上
昇
が
影
響
し

や
す
い
可
能
性
が
あ
る
。
お
尋
ね
の「
実
態
」に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
、
令
和
七
年
九
月
の
消
費
者
物
価
指
数
の

総
合
指
数
に
お
け
る
対
前
年
同
月
比
の
上
昇
率
に
対

し
、
食
料
品
の
価
格
上
昇
の
寄
与
度
は
六
割
程
度
を
占

め
て
い
る
。
ま
た
、
総
務
省
の
全
国
家
計
構
造
調
査
に

よ
る
と
、
低
所
得
者
世
帯
ほ
ど
、
消
費
支
出
に
占
め
る

食
料
品
の
割
合
が
高
い
傾
向
に
あ
り
、
食
料
品
な
ど
の

価
格
上
昇
の
影
響
を
受
け
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
た
め
、
食
料
品
な
ど
の
価
格
上
昇
が
続
い
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
国
民
は
低
所
得
者
世
帯
を
中
心
に
大
変

厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」

が
脅
か
さ
れ
て
い
る
状
況
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て

は
、
御
指
摘
の「
低
所
得
家
庭
の
子
ど
も
」に
つ
い
て

は
、
こ
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
四
号
）に
基

づ
き
、
こ
ど
も（
こ
ど
も
基
本
法（
令
和
四
年
法
律
第
七

十
七
号
）第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
を
い

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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う
。）の
貧
困
に
関
す
る
支
援
策
の
推
進
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
生
活
保
護
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
四
号
）に
基
づ
き
、
生
活
に
困
窮
す
る
全
て
の
国
民

に
対
し
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
に
必
要

な
保
障
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い

て
、
高
市
内
閣
総
理
大
臣
が「
こ
の
内
閣
が
最
優
先
で

取
り
組
む
こ
と
は
、
国
民
の
皆
様
が
直
面
し
て
い
る
物

価
高
へ
の
対
応
で
す
。
暮
ら
し
の
安
心
を
確
実
か
つ
迅

速
に
届
け
て
ま
い
り
ま
す
。」と
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
物
価
高
対
策
の
効
果
に
対
す
る
評
価
」に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
令
和
七
年
十
月
一
日
の
経
済
財

政
諮
問
会
議
の
資
料
一「
物
価
動
向
及
び
物
価
高
対
策

の
取
組
状
況
に
つ
い
て
」に
お
い
て
、「
消
費
者
物
価
上

昇
率（
総
合
、
前
年
比
）は
、
・
・
・
電
気
・
ガ
ス
料
金

の
支
援（
七
〜
九
月
使
用
分
）に
よ
り
電
気
・
ガ
ス
は
低

下
に
寄
与
し
て
い
る
」こ
と
及
び「
ガ
ソ
リ
ン
価
格（
レ

ギ
ュ
ラ
ー
、
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
）は
、
政
策
に
よ
っ

て
、
百
七
十
五
円
近
傍
で
推
移
」し
て
い
る
こ
と
を
内

閣
府
か
ら
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の

「
想
定
さ
れ
た
効
果
」に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
度
補
正

予
算
や
令
和
七
年
度
予
算
に
お
け
る
関
連
施
策
の
所
期

の
効
果
が
発
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
物
価
高
を
抑
制
す
る
有
効
な
手
段
」に
つ

い
て
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
の
閣
議
に
お
け
る

内
閣
総
理
大
臣
指
示（
総
合
経
済
対
策
の
策
定
に
つ
い

て
）の
第
一
の
柱
で
あ
る「
生
活
の
安
全
保
障
・
物
価
高

へ
の
対
応
」と
し
て
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
に
よ
る
対
応
や
厳
冬
期
の
電
気
・
ガ

ス
代
の
支
援
等
、
足
下
の
物
価
高
騰
に
係
る
対
応
策
の

具
体
的
な
内
容
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
か
ね
て
か
ら
、
消
費
税
に
つ
い
て

は
、
急
速
な
高
齢
化
を
背
景
に
社
会
保
障
給
付
費
が
大

き
く
増
大
す
る
中
で
、
国
民
が
広
く
受
益
す
る
社
会
保

障
に
係
る
費
用
を
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
広
く
公
平
に
分
か

ち
合
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
の
財
源
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
消
費
税
率
の
引
下

げ
に
つ
い
て
は
、
食
料
品
に
対
す
る
税
率
を
含
め
、
慎

重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
国

会
で
の
議
論
を
受
け
、
物
価
高
騰
に
係
る
対
策
と
し
て

消
費
税
率
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
検
討

し
た
結
果
、
令
和
七
年
六
月
六
日
に
衆
議
院
予
算
委
員

会
に
お
い
て
、
加
藤
財
務
大
臣（
当
時
）が「
レ
ジ
シ
ス

テ
ム
の
改
修
等
々
、
様
々
な
影
響
が
生
じ
る
た
め
、
相

当
の
準
備
期
間
が
必
要
だ
。
ま
た
、
高
所
得
者
や
高
額

消
費
も
含
め
て
負
担
軽
減
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
物
価
高
に
最
も
切
実
に
苦
し
ん
で
い
る
低
所
得
者

へ
の
支
援
と
い
う
意
味
で
は
効
率
性
に
乏
し
い
と
い
う

点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
と
お
り

で
あ
る
。

八
の
1
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
食
料
品
に
係
る
消
費
税（
付
加
価
値
税
）

を
ゼ
ロ
税
率
又
は
非
課
税
と
し
て
い
る
国
に
お
け
る
制

度
設
計
及
び
経
済
効
果
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
、
御
指
摘

の「
物
価
高
対
策
」と
し
て
、
食
料
品
に
関
し
て
、
お
尋

ね
の「
ゼ
ロ
税
率
又
は
非
課
税
」の
措
置
を
新
た
に
採
用

し
た
国
に
お
け
る
、
当
該
措
置
の
内
容
や
物
価
高
騰
の

抑
制
に
係
る
効
果
を
問
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
措
置

の
内
容
は
各
国
に
お
け
る
社
会
経
済
状
況
等
に
応
じ
て

様
々
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
効
果
は
内
外
経
済
状
況
等

様
々
な
要
因
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
一

概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

八
の
2
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
財
政
」へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
消
費
税

の
申
告
手
続
に
お
い
て
、
飲
食
料
品
に
係
る
消
費
税
額

等
の
内
訳
ま
で
を
申
告
い
た
だ
く
仕
組
み
と
は
な
っ
て

い
な
い
た
め
、
食
料
品
に
限
定
し
て
税
率
を
零
パ
ー
セ

ン
ト
に
し
た
場
合
の
具
体
的
な
減
収
見
込
額
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
軽
減
税
率
八

パ
ー
セ
ン
ト
を
零
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
場
合
の
減
収
見

込
額
を
機
械
的
に
計
算
す
る
と
、
国
及
び
地
方
の
合
計

で
五
兆
円
程
度
と
な
る
。
な
お
、
食
料
品
を
非
課
税
と

し
た
場
合
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の「
消
費
者
物
価
指
数
」及
び「
家
計
支
出
構

造
」へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の「
我
が
国
が
同
様

の
制
度
を
導
入
し
た
場
合
」の
物
価
動
向
に
つ
い
て

は
、
食
料
品
を
含
む
物
品
に
係
る
コ
ス
ト
や
需
要
の
変

化
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
た

め
、
政
府
と
し
て
、
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

食
料
品
に
係
る
消
費
税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
提
案
に

関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

牧
山
ひ
ろ
え

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

食
料
品
に
係
る
消
費
税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
提
案

に
関
す
る
質
問
主
意
書

上
昇
を
続
け
る
消
費
者
物
価
を
抑
制
す
る
た
め
立
憲
民

主
党
は
、
食
料
品
に
係
る
消
費
税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
措

置（
以
下「
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
」と
い
う
。）の
導
入
を

提
案
し
て
い
る
。
現
在
、
物
価
高
に
苦
し
む
国
民
生
活
を

直
接
的
に
救
う
即
効
性
の
あ
る
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
は
、
低
所
得
層
へ
の
再
分
配

効
果
が
高
く
、
消
費
喚
起
に
よ
る
景
気
の
底
上
げ
に
も
つ

な
が
る
。
税
収
減
少
の
懸
念
は
あ
り
得
る
が
、
景
気
回

復
・
消
費
拡
大
に
よ
る
税
収
増
加
も
期
待
で
き
る
た
め
、

早
急
に
導
入
を
進
め
る
べ
き
と
考
え
る
。

以
下
、
本
提
案
に
対
す
る
利
害
得
失
に
つ
い
て
、
質
問

す
る
。

一

消
費
減
税
に
期
待
し
得
る
効
果
に
つ
い
て

消
費
税
は
逆
進
性
を
持
つ
た
め
、
低
所
得
層
ほ
ど
負

担
が
重
く
な
る
特
徴
が
あ
る
。
食
料
品
は
生
活
必
需
品

で
あ
り
、
そ
の
消
費
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
は
、
低

所
得
層
の
購
買
力
を
向
上
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
可
処
分
所
得
が
増
加
し
、
消
費
全
体
の
拡
大

が
期
待
で
き
る
。

1

食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
が
持
つ
可
処
分
所
得
の
増

加
効
果
や
消
費
全
体
へ
の
波
及
効
果
に
つ
い
て
、
政

府
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

2

二
〇
一
九
年
の
消
費
税
率
十
％
引
上
げ
時
に
は
、

同
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率

が
前
期
比
年
率
マ
イ
ナ
ス
六
・
三
％
と
大
幅
に
落
ち

込
み
、
個
人
消
費
が
冷
え
込
ん
だ
。
こ
れ
を
踏
ま

え
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
は
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率

や
個
人
消
費
を
引
き
下
げ
る
効
果
が
あ
る
と
す
る
場

合
、
消
費
税
ゼ
ロ
％
導
入
を
含
む
消
費
税
率
の
引
下

げ
に
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
上
げ
る
逆
の
効
果
が
あ
る

と
考
え
る
が
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
を

示
さ
れ
た
い
。

3

食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
は
、
他
の
物
価
高
対
策
と

比
較
し
て
も
物
価
抑
制
の
確
実
性
が
高
く
、
価
格
低

下
の
有
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
大
き
な
効
果
を

期
待
し
得
る
と
考
え
る
。
こ
の
物
価
抑
制
の
確
実
性

及
び
効
果
の
大
き
さ
と
い
う
観
点
か
ら
、
食
料
品
消

費
税
ゼ
ロ
％
を
上
回
る
施
策
が
あ
る
と
考
え
る
場

合
、
そ
の
施
策
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

生
産
者
・
供
給
者
へ
の
効
果
に
つ
い
て

1

食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
に
つ
い
て
は
、
需
要
の
安

定
化（
家
計
の
購
買
力
維
持
に
よ
り
、
食
料
品
需
要

の
安
定
化
が
見
込
め
る
）、
価
格
転
嫁
の
適
正
化（
税

率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
へ
の
価

格
転
嫁
が
透
明
化
さ
れ
、
価
格
競
争
力
が
向
上
す

る
）、
販
売
数
量
の
増
加（
実
質
的
な
価
格
低
下
に
よ

り
、
販
売
数
量
の
増
加
が
期
待
で
き
、
生
産
者
全
体

の
売
上
げ
が
安
定
化
す
る
）に
つ
な
が
る
と
考
え

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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二
九

政
府
は
、
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
に
よ
る
生
産

者
・
供
給
者
へ
の
効
果
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
評

価
す
る
か
示
さ
れ
た
い
。

2

食
料
自
給
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
原
材
料

の
コ
ス
ト
高
が
進
行
す
る
中
で
、
生
産
者
が
価
格
転

嫁
を
適
正
に
行
い
、
生
産
を
継
続
で
き
る
適
正
な
利

益
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
消
費
者
が

食
料
品
の
価
格
高
騰
に
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
あ
る
程
度
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格
水
準
を

維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
双
方

の
要
請
を
両
立
す
る
た
め
、
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％

の
導
入
が
必
要
と
考
え
る
。
双
方
の
要
請
を
両
立
す

る
解
決
策
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

三

給
付
金
と
の
比
較
に
つ
い
て

食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
に
関
し
て
は
、「
消
費
減
税

よ
り
も
低
所
得
層
に
絞
っ
た
給
付
金
の
方
が
効
果
的
」

と
の
反
論
が
あ
る
。
給
付
金
は
実
施
ま
で
に
時
間
と
行

政
コ
ス
ト
を
要
す
る
が
、
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
は
全

て
の
消
費
者
に
自
動
的
に
適
用
さ
れ
る
た
め
、
迅
速
か

つ
低
コ
ス
ト
で
実
施
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
給
付

対
象
か
ら
漏
れ
る
者
を
生
ま
な
い
と
い
う
公
平
性
の
観

点
か
ら
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
食
料
品
消
費
税
ゼ

ロ
％
と
給
付
金
の
政
策
効
果
の
比
較
評
価
に
つ
い
て
、

政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

四

経
済
政
策
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て

食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
は
、
福
祉
政
策
と
し
て
の
意

味
合
い
に
止
ま
ら
ず
、
可
処
分
所
得
の
増
加
を
通
じ
て

消
費
喚
起
と
需
要
拡
大
を
促
し
、
物
価
高
が
経
済
を
萎

縮
さ
せ
て
い
る
現
状
を
根
本
か
ら
変
革
す
る
画
期
的
な

経
済
政
策
で
も
あ
る
。
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
を
経
済

成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
を
政
府
は

検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
牧
山
ひ
ろ
え
君
提
出
食
料
品
に
係
る
消
費

税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
提
案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
牧
山
ひ
ろ
え
君
提
出
食
料
品
に
係
る

消
費
税
率
を
ゼ
ロ
％
と
す
る
提
案
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
の
1
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
可
処
分
所
得
の
増
加
効
果
」に
つ
い
て

は
、
一
般
的
に
可
処
分
所
得
は
実
収
入
か
ら
直
接
税
、

社
会
保
険
料
な
ど
の
非
消
費
支
出
を
差
し
引
い
た
額
、

す
な
わ
ち
、
手
取
り
収
入
の
額
を
指
し
て
お
り
、
食
料

品
の
消
費
税
率
の
引
下
げ
が
可
処
分
所
得
の
増
減
に
影

響
を
及
ぼ
す
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
御
指
摘
の「
食
料

品
消
費
税
ゼ
ロ
％
」に
よ
り
、
当
該
効
果
が
生
じ
る
と

は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
お
尋
ね
の「
消
費
全
体
へ
の
波
及
効
果
」に
つ

い
て
、「
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
」と
し
た
場
合
の
物
価

動
向
に
つ
い
て
は
、
食
料
品
を
含
む
物
品
に
係
る
コ
ス

ト
や
需
要
の
変
化
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
る
た
め
、
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
％
」を

「
可
処
分
所
得
の
増
加
」等
を
根
拠
と
し
て「
経
済
成
長

戦
略
の
一
環
」と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

一
の
2
に
つ
い
て

令
和
元
年
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
時
に
お
け
る
Ｇ
Ｄ

Ｐ
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
八
日

の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
い
て
、
加
藤
財
務
大

臣（
当
時
）が「
二
千
十
九
年
の
十
月
の
引
上
げ
に
お
い

て
は
、
十
二
月
期
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
落
ち
込
み
が
見
ら
れ
た

も
の
の
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
税
率
引
上
げ
の
ほ
か
に

台
風
や
暖
冬
の
影
響
も
挙
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

消
費
税
だ
け
を
切
り
出
し
て
景
気
へ
の
影
響
を
論
じ
る

こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
」と
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
消
費
税
率
の
引
下
げ
に
よ
っ
て
生
じ
る

効
果
に
つ
い
て
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

一
の
3
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
物
価
抑
制
の
確
実
性
」及
び「
価
格
低
下

の
有
効
性
」の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
は
な
い
た

め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

二
の
1
に
つ
い
て

食
料
品
の
消
費
税
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
し
て

も
、
事
業
者
に
お
い
て
、
原
材
料
費
の
高
騰
等
に
よ

り
、
経
営
上
の
判
断
か
ら
小
売
価
格
を
据
え
置
く
場
合

も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の「
食
料
品
消
費

税
ゼ
ロ
％
に
よ
る
生
産
者
・
供
給
者
へ
の
効
果
」に
つ

い
て
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

二
の
2
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
双
方
の
要
請
を
両
立
す
る
解
決
策
」に
つ

い
て
は
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）に
よ
る
改
正
後

の
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品

等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
及
び
食
品
等
の
取

引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律（
平
成
三
年
法
律
第
五
十

九
号
）に
お
い
て
、
御
指
摘
の「
原
材
料
の
コ
ス
ト
高
が

進
行
す
る
中
」に
あ
っ
て
も
、
生
産
者
が
食
品
等
を
持

続
的
に
供
給
で
き
る
よ
う
、
令
和
七
年
五
月
三
十
日
の

参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
小
泉
農
林
水
産
大
臣（
当

時
）が
述
べ
た
と
お
り
、「
生
産
か
ら
販
売
に
至
る
コ
ス

ト
指
標
」の
作
成
や
公
表
を
通
じ
て
、「
ど
れ
だ
け
の
コ

ス
ト
が
掛
か
っ
て
い
る
の
か
を
明
確
に
」す
る
こ
と
等

に
よ
り
、「
生
産
者
」と「
消
費
者
」の
双
方
の
理
解
を
得

な
が
ら
、
合
理
的
な
費
用
を
考
慮
し
た
価
格
形
成
を
促

す
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の「
消
費
者
が
食
料
品
の
価
格
高
騰

に
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
」、
現
在
、
飲
食
料

品
の
生
産
・
加
工
・
流
通
の
各
段
階
に
お
け
る
コ
ス
ト

の
削
減
等
を
推
進
し
て
い
る
ほ
か
、
物
価
高
騰
対
応
重

点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
に
お
い
て
食
料
品
価
格

等
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
へ
の
支
援
も

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
今
後
は
、
同

年
十
月
二
十
一
日
の
閣
議
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
指

示（
総
合
経
済
対
策
の
策
定
に
つ
い
て
）に
基
づ
き
、
物

価
高
騰
に
係
る
対
策
も
含
め
、
経
済
対
策
を
取
り
ま
と

め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
六
月
十
三
日
の
閣

議
後
記
者
会
見
に
お
い
て
、
加
藤
財
務
大
臣（
当
時
）が

「
消
費
税
減
税
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
説
明
あ
る

い
は
国
会
で
答
弁
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
幅
広
い
国
民
の
負
担
軽
減
が
可
能
と
の
主
張
も
あ

り
ま
す
が
、
高
所
得
者
や
高
額
消
費
も
含
め
て
負
担
軽

減
が
な
さ
れ
る
た
め
、
物
価
高
に
最
も
切
実
に
苦
し
ん

で
い
る
低
所
得
者
支
援
と
い
う
意
味
で
は
効
率
性
が
乏

し
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
全
国
の
事
業
者
に
お
い
て
、

新
た
な
税
率
に
対
応
す
る
た
め
の
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
の
改

修
、
新
た
な
値
段
設
定
の
検
討
な
ど
、
様
々
な
影
響
が

生
じ
る
た
め
、
相
当
の
準
備
期
間
が
必
要
に
な
る
こ
と

と
い
っ
た
こ
と
を
こ
れ
ま
で
も
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
ま
た
、
現
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な

政
策
目
的
で
何
を
支
援
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て

制
度
設
計
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
一
概
に
申
し
上
げ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
政
策

目
的
と
の
関
係
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
期

間
や
コ
ス
ト
な
ど
の
関
係
を
よ
く
整
理
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
な
ど
に
留
意
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」と
述

べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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国
立
公
文
書
館
に
よ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
寄
附
の
募
集

に
関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

国
立
公
文
書
館
に
よ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
寄
附
の
募

集
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
立
公
文
書
館
は
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
、
公
式
Ｓ

Ｎ
Ｓ
に
て
、「
ご
寄
附
の
お
願
い
」を
見
出
し
と
し
、「
国

立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
及

び
一
般
の
利
用
に
活
用
す
る
た
め
、
個
人
・
法
人
を
問
わ

ず
広
く
寄
附
の
募
集
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。」と
投
稿
し
、

寄
附
の
呼
び
掛
け
を
行
っ
た
。

「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
六
十
六
号
）の
目
的
に
鑑
み
れ
ば
、
公
文
書
等
に

つ
い
て
は
、
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共

有
の
知
的
資
源
と
し
て
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
有

す
る
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務

が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
保
存
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
国
立
公
文
書
館
等
が
所

蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
五

条
に
お
い
て
、
国
立
公
文
書
館
等
の
長
が
歴
史
資
料
と
し

て
重
要
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意

を
得
て
廃
棄
す
る
場
合
を
除
き
、
永
久
に
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
立
公
文
書
館
の
運
営
に
掛
か
る
費
用
は
国
が
全
て

負
担
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
国
立
公
文
書
館
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
活
用
し
て
広
く
寄
附
を
募
集
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

政
府
は
事
前
に
把
握
し
て
い
た
の
か
示
さ
れ
た
い
。

二

国
立
公
文
書
館
が
広
く
寄
附
を
募
集
し
て
い
る
理
由

を
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。
把
握
し
て

い
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

三

国
立
公
文
書
館
が
寄
附
を
募
集
す
る
背
景
に
は
、
現

状
の
国
立
公
文
書
館
の
予
算
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
国
立
公
文
書
館
が
寄
附
を
募
集
せ
ず
に

運
営
を
行
え
る
よ
う
に
予
算
を
増
額
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

国
立
公
文
書
館
が
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
に
掛

か
る
経
費
を
賄
え
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
特
定
歴
史

公
文
書
等
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
国
立
公
文
書
館
に
よ

る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
寄
附
の
募
集
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
国
立
公
文
書
館

に
よ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
寄
附
の
募
集
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館（
以
下「
国
立
公
文
書

館
」と
い
う
。）に
お
け
る
寄
附
金
の
募
集
は
、
従
来
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
御
指
摘

の「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
て
広
く
寄
附
を
募
集
す
る
こ
と
」

の
逐
一
に
つ
い
て
は
報
告
を
求
め
て
お
ら
ず
、
御
指
摘

の「
寄
附
の
呼
び
掛
け
」に
つ
い
て
も
、
事
前
に
把
握
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
国
立
公
文
書
館
が
広
く
寄
附
を
募
集
し

て
い
る
理
由
」に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）等
に
基
づ
き
、
毎
年

度
、
国
立
公
文
書
館
の
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に

必
要
な
額
と
し
て
交
付
し
て
い
る
独
立
行
政
法
人
国
立

公
文
書
館
運
営
費
交
付
金
の
ほ
か
に
、
事
業
の
一
層
の

充
実
を
図
る
た
め
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と

承
知
し
て
お
り
、「
現
状
の
国
立
公
文
書
館
の
予
算
が

不
十
分
」及
び「
国
立
公
文
書
館
が
寄
附
を
募
集
せ
ず
に

運
営
を
行
え
る
よ
う
に
予
算
を
増
額
す
べ
き
」と
の
御

指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）に
基
づ
き
、
同
法
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
保
存

し
、
及
び
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
等
の
事
業
を
適

切
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
引

き
続
き
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
運
営
費
交
付

金
に
よ
り
こ
れ
を
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
批

准
に
向
け
た
同
条
約
と
国
内
法
制
と
の
関
係
の
整
理

に
関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

伊
勢
崎
賢
治

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約

批
准
に
向
け
た
同
条
約
と
国
内
法
制
と
の
関
係
の

整
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
二
四
年
三
月
十
一
日
に
日
本
人
で
初
め
て
国
際
刑

事
裁
判
所（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）の
所
長
に
選
出
さ
れ
た
赤
根
智
子
裁

判
官
が
、
新
聞
社
の
取
材
に
、
日
本
が
集
団
殺
害
犯
罪
の

防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約（
以
下「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条

約
」と
い
う
。）を
締
結
し
て
い
な
い
こ
と
は「
世
界
的
に
見

て
恥
ず
か
し
い
こ
と
」、「
早
く
国
内
法
整
備
に
取
り
掛

か
っ
て
も
ら
い
た
い
」と
述
べ
た
こ
と（「
産
経
新
聞
」二
〇

二
四
年
三
月
十
三
日
）が
注
目
さ
れ
、
そ
の
後
、
赤
根
Ｉ

Ｃ
Ｃ
所
長
の
発
言
を
引
用
す
る
形
で
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約

の
早
期
締
結
を
政
府
に
求
め
る
国
会
で
の
質
疑
や
地
方
議

会
で
の
意
見
書
の
採
択
が
行
わ
れ
て
い
る
。
世
界
的
に

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」に
関
す
る
議
論
が
高
ま
る
中
、
日
本
が

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
国
際

社
会
か
ら
日
本
は
人
権
保
護
に
関
心
が
低
い
国
と
の
評
価

を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
赤
根
Ｉ
Ｃ
Ｃ
所
長
の
言
う

「
世
界
的
に
見
て
恥
ず
か
し
い
」状
況
を
脱
す
る
こ
と
は
、

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

政
府
は
、
七
十
年
近
く
も
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
締
結

の
検
討
を
続
け
て
い
る
が
、
最
近
で
は
、
二
〇
二
五
年
五

月
二
十
八
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
岩
屋
毅

外
務
大
臣（
当
時
）は
、「
例
え
ば
、
こ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

条
約
第
三
条
が
規
定
す
る
集
団
殺
害
の
共
同
謀
議
、
あ
る

い
は
直
接
か
つ
公
然
の
扇
動
と
い
う
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
国
内
法
上
の
整
備
を
含
め
て
、
や
は
り

条
約
と
国
内
法
制
と
の
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。」と
答
弁
し
た
。
し
か

し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
が
発
効
し
た
一
九
五
一
年
当
時

と
は
異
な
り
、
現
在
で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
す
る
国

際
法
の
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
日
本
の

刑
事
法
だ
け
が
世
界
的
に
見
て
特
異
な
法
体
系
で
あ
る
と

は
思
え
ず
、
適
切
な
立
法
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

条
約
と
国
内
法
制
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
可
能

だ
と
考
え
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。
な
お
、
本
質
問
で

は
、
便
宜
、
英
文
の
原
典
の
内
容
を
日
本
語
で
記
述
し
て

い
る
が
、
当
方
の
日
本
語
に
よ
る
記
述
の
内
容
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
英
文
の
原
典
に
依
拠
し
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

ロ
シ
ア
、
中
国
及
び
北
朝
鮮
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条

約
に
つ
い
て
、
加
入
又
は
批
准
を
し
て
い
る
か
。

二

経
済
協
力
開
発
機
構（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）の
加
盟
国
の
う

ち
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
つ
い
て
、
加
入
、
承
継
又

は
批
准
の
い
ず
れ
も
し
て
い
な
い
国
は
ど
こ
か
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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三
一

三

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
煽
動
に
つ
い
て
、
町
村
�
孝
外
務

大
臣（
当
時
）は
、
二
〇
〇
五
年
十
月
十
一
日
の
参
議
院

外
交
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
、「
そ
れ
を
扇
動
す
る
と

い
う
際
に
は
例
え
ば
憲
法
で
定
め
る
表
現
の
自
由
と
の

関
係
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
、
な
か
な
か
こ
れ
は

法
律
的
に
難
し
い
議
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。」と

答
弁
し
た
。

し
か
し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
五
条
は
、
締
約
国

は
、
自
国
の
憲
法
に
従
っ
て（in

accordance
w
ith

their
respective

C
onstitutions

）、
必
要
な
立
法
を

行
う
こ
と
を
約
束
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
国
内
担
保
法
と
し
て
は
、
日
本

国
憲
法
に
抵
触
し
な
い
範
囲
内
で
犯
罪
の
構
成
要
件
を

設
け
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
日
本
国
憲

法
を
理
由
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
が
求
め
る
内
容
の
全

て
を
国
内
担
保
法
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
抵
触
し
な
い
の

で
は
な
い
か
。

四

一
九
九
五
年
五
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
国
連
国
際

法
委
員
会
第
二
千
三
百
八
十
三
回
会
議
の
会
議
録（A

/

C
N
.4/SR

.2383

）パ
ラ
グ
ラ
フ
十
一
及
び
十
二
に
よ
れ

ば
、
日
本
人
の
委
員
は
、
日
本
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約

の
加
盟
国
と
な
っ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
条
約
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
煽
動
の
規
定
が
法
的
な

障
害
と
な
っ
て
い
る
旨
発
言
し
た（Japan
had

not

acceded
to
the
C
onvention

on
account

of
w
hat

it
saw

as
a
legal

obstacle
constituted

by
the

provision
on
incitem

ent
to
com
m
it
genocide

contained
in
article

III
of
the
C
onvention.

）。

ま
た
、
日
本
で
は
、
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
よ
う

に
、
煽
動
罪
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
て
、

そ
の
場
合
で
も
最
も
重
大
な
ケ
ー
ス
の
み
で
あ
る
旨
発

言
し
た（In
order

not
to
encroach

on
freedom

of
expression,″incitem

ent″
w
as
rarely

cited
in

Japan,and
only

in
the
m
ost
serious

cases.

）。

し
か
し
、日
本
の
国
内
法
制
が
煽
動
罪
を「the

m
ost

serious
cases

」（
最
も
重
大
な
ケ
ー
ス
）に
限
定
し
て

い
て
も
、
集
団
殺
害
犯
罪（T

he
crim

e
of
genocide

）

は
、
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る「the

m
ost

serious
crim

es

」（
最
も
重
大
な
犯
罪
）の
一
つ
で
あ
る

（
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程（
平
成
十
九

年
条
約
第
六
号
。
以
下「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
ロ
ー
マ
規
程
」と
い

う
。）第
五
条
一（
ａ
））以
上
、「the

m
ost
serious

crim
es

」の
一
つ
で
あ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て

「the
m
ost
serious

cases

」（
最
も
重
大
な
ケ
ー
ス
）

で
あ
る
煽
動
罪
を
設
け
る
こ
と
に「
法
的
な
障
害
」は
な

く
、
こ
の
発
言
は
、
日
本
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
締

結
し
な
い
理
由
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

五

Ｉ
Ｃ
Ｃ
ロ
ー
マ
規
程
に
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
国
内
法

に
よ
る
犯
罪
化
を
義
務
付
け
る
規
定
は
な
い
が
、
Ｉ
Ｃ

Ｃ
ロ
ー
マ
規
程
前
文
は
、「
国
際
的
な
犯
罪
に
つ
い
て

責
任
を
有
す
る
者
に
対
し
て
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
す
べ
て
の
国
家
の
責
務
で
あ
る
」と
規
定
し
て

い
る
。

日
本
が
国
内
法
を
整
備
し
、
国
際
的
な
犯
罪
で
あ
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
に
対
し
て

刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
こ
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
ロ
ー

マ
規
程
前
文
の
責
務
か
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
集
団
殺
害
犯
罪
の
防

止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
批
准
に
向
け
た
同
条
約
と

国
内
法
制
と
の
関
係
の
整
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
集
団
殺
害
犯
罪

の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
批
准
に
向
け
た

同
条
約
と
国
内
法
制
と
の
関
係
の
整
理
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
際
連
合
の
公
表
に
よ
れ
ば
、
北
朝
鮮
は
、
集
団
殺

害
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約（
以
下「
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
条
約
」と
い
う
。）に
加
入
し
て
お
り
、
ま

た
、
ロ
シ
ア
及
び
中
国
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
批
准

し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

国
際
連
合
の
公
表
に
よ
れ
ば
、
お
尋
ね
の「
加
入
、

承
継
又
は
批
准
の
い
ず
れ
も
し
て
い
な
い
国
」に
該
当

す
る
の
は
、
我
が
国
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約

は
、
締
約
国
に
対
し
、
集
団
殺
害
等
の
行
為
を
国
内
法

に
よ
り
犯
罪
化
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
締
結
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
上
の
義
務
と
国
内
法
制
と
の
関
係
を
整
理

す
る
必
要
が
あ
り
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
議
論
を
深
め

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い

て
は
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
が
求
め
る
内
容
の
全
て
」

及
び「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
抵
触
し
な
い
」の
具
体
的

に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
仮
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
上
の
義
務
の
具
体
的
な

内
容
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
あ
れ
ば
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

条
約
を
締
結
す
る
た
め
に
は
、
当
該
内
容
に
つ
い
て
整

理
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
日
本
人
の
委
員
」の
発
言
は
、
国
連
国
際

法
委
員
会
の
委
員
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我

が
国
政
府
の
見
解
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、「「the

m
ost
serious

crim
es

」の
一
つ
で
あ

る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て「the

m
ost
serious

cases

」（
最
も
重
大
な
ケ
ー
ス
）で
あ
る
煽
動
罪
を
設
け

る
こ
と
に「
法
的
な
障
害
」は
な
く
」の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約

は
、
締
約
国
に
対
し
、
集
団
殺
害
等
の
行
為
を
国
内
法

に
よ
り
犯
罪
化
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
締
結
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
上
の
義
務
と
国
内
法
制
と
の
関
係
を
整
理

す
る
必
要
が
あ
り
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
議
論
を
深
め

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
前
文
の
責
務
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
際
刑
事
裁

判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程（
平
成
十
九
年
条
約
第
六

号
）前
文
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
処
罰
す
べ
き
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
国
際
的
な
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
に
つ

い
て
、
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
全
て
の
国
家

の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
一
般
的
に
述
べ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
お
尋
ね
の「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て
責
任
を

有
す
る
者
に
対
し
て
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
」た
め

の
国
内
法
の
整
備
に
つ
い
て
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な

い
と
認
識
し
て
い
る
。

千
九
百
三
十
六
年
の
危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防
止

に
関
す
る
条
約
第
二
条（
ｃ
）の
共
謀
に
関
す
る
質
問

主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

伊
勢
崎
賢
治

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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千
九
百
三
十
六
年
の
危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防

止
に
関
す
る
条
約
第
二
条（
ｃ
）の
共
謀
に
関
す
る

質
問
主
意
書

一

千
九
百
三
十
六
年
の
危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防
止

に
関
す
る
条
約（
昭
和
三
十
年
条
約
第
十
八
号
。
以
下

「
危
険
薬
品
不
正
取
引
防
止
条
約
」と
い
う
。）第
二
条

は
、「
各
締
約
国
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
特
に
監
禁

刑
そ
の
他
の
自
由
刑
に
よ
る
厳
重
な
刑
罰
に
処
す
る
た

め
、
必
要
な
法
規
を
定
め
る
こ
と
に
同
意
す
る
。」と
規

定
し
て
い
る
。
同
条（
ｃ
）に
は
、「
前
記
の
違
反
行
為

を
行
う
た
め
の
共
謀
」（C

onspiracy
to
com
m
it
any

of
the
above

―m
entioned

offences

）が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
同
条（
ｃ
）の「
共
謀
」（conspiracy
）の
定

義
を
示
さ
れ
た
い
。

二

危
険
薬
品
不
正
取
引
防
止
条
約
第
二
条（
ｃ
）の
規
定

の
国
内
担
保
法
の
規
定
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
千
九
百
三
十
六
年
の

危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防
止
に
関
す
る
条
約
第
二
条

（
ｃ
）の
共
謀
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
千
九
百
三
十
六

年
の
危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防
止
に
関
す
る
条

約
第
二
条（
ｃ
）の
共
謀
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

千
九
百
三
十
六
年
の
危
険
薬
品
の
不
正
取
引
の
防
止

に
関
す
る
条
約（
昭
和
三
十
年
条
約
第
十
八
号
。
以
下

「
条
約
」と
い
う
。）に
は
、
お
尋
ね
の「「
共
謀
」

（conspiracy

）の
定
義
」に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て

い
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
条
約
第
二
条
⒝
に
規
定

す
る「
故
意
の
参
加
」及
び
⒞
に
規
定
す
る「
共
謀
」と

は
、
刑
法（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）第
一
編
第

十
一
章
に
規
定
す
る
共
犯
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

条
約
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
同
条
に
掲
げ
る
行
為
を

処
罰
す
る
た
め
に
必
要
な
法
規
を
定
め
る
義
務
の
う

ち
、
同
条
⒝
及
び
⒞
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
麻
薬

及
び
向
精
神
薬
取
締
法（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四

号
）第
六
十
四
条
、
第
六
十
四
条
の
二
、
第
六
十
五

条
、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
八
条
の
二
並
び
に
刑
法

第
一
編
第
十
一
章
の
規
定
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
上
野
賢
一
郎
厚
生

労
働
大
臣
へ
の
労
働
時
間
規
制
の
緩
和
検
討
指
示
に

関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
上
野
賢
一
郎
厚

生
労
働
大
臣
へ
の
労
働
時
間
規
制
の
緩
和
検
討
指

示
に
関
す
る
質
問
主
意
書

上
野
賢
一
郎
厚
生
労
働
大
臣
は
令
和
七
年
十
月
二
十
二

日
の
就
任
後
最
初
の
記
者
会
見
で
、
高
市
早
苗
内
閣
総
理

大
臣
か
ら
、
残
業
時
間
の
上
限
を
定
め
た
労
働
時
間
規
制

の
緩
和
検
討
の
指
示
が
あ
っ
た
と
明
ら
か
に
し
た
。
一
方

で
、
高
市
内
閣
総
理
大
臣
が
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
に

行
っ
た
所
信
表
明
演
説
で
は
労
働
時
間
規
制
の
緩
和
に
つ

い
て
言
及
は
な
か
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
四
月
に「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
三
十
年
法

律
第
七
十
一
号
）が
施
行
さ
れ
、
時
間
外
労
働
の
上
限

は
、
月
四
十
五
時
間
、
年
三
百
六
十
時
間
を
原
則
と
し
、

臨
時
的
で
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
で
も
単
月
百
時
間
未

満
、
複
数
月
平
均
八
十
時
間
以
内
、
年
七
百
二
十
時
間
を

限
度
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
労
働
災
害
認
定
で
業

務
と
過
労
死
等
と
の
関
連
性
の
評
価
に
用
い
ら
れ
る
、
い

わ
ゆ
る
過
労
死
ラ
イ
ン
を
基
準
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。高

市
内
閣
総
理
大
臣
が
自
由
民
主
党
総
裁
に
就
任
後
、

「
私
自
身
も
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
言
葉

を
捨
て
ま
す
」、「
働
い
て
働
い
て
働
い
て
働
い
て
、
働
い

て
ま
い
り
ま
す
」と
発
言
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
労
働
団

体
な
ど
か
ら
長
時
間
労
働
是
正
の
取
組
に
逆
行
す
る
の
で

は
な
い
か
と
懸
念
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

高
市
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
上
野
厚
生
労
働
大
臣
へ

の
労
働
時
間
規
制
の
緩
和
検
討
指
示
に
つ
い
て
、
具
体

的
な
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

二

上
野
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
検
討
を
指
示
し
な
が

ら
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
所
信
表
明

演
説
に
お
い
て
は
一
言
も
触
れ
な
か
っ
た
。
他
の
政
策

よ
り
も
優
先
順
位
が
低
い
た
め
、
又
は
、
十
月
二
十
二

日
に
行
わ
れ
た
上
野
厚
生
労
働
大
臣
就
任
挨
拶
後
、
批

判
の
声
が
多
く
な
っ
た
た
め
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
所

信
表
明
演
説
に
お
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
理
由
を
示
さ

れ
た
い
。

三

労
働
時
間
の
規
制
が
更
に
働
き
た
い
人
の
意
欲
を

奪
っ
て
い
る
と
し
て
、
労
働
時
間
の
規
制
緩
和
を
歓
迎

す
る
声
も
あ
る
。
更
に
働
き
た
い
と
考
え
て
い
る
人
の

大
半
は
、
賃
金
が
安
い
か
ら
残
業
を
増
や
し
て
手
取
り

収
入
を
増
や
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
賃
金
が
増
え
れ

ば
現
状
よ
り
も
働
き
た
い
と
は
思
わ
な
い
と
考
え
る
。

労
働
者
が
更
に
働
き
た
い
と
考
え
て
い
る
理
由
を
政
府

は
把
握
し
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。
把
握
し
て
い
る

場
合
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

四

時
間
外
労
働
の
上
限
は
、
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
今
後
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超

え
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。右

質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
高
市
早
苗
内
閣
総
理

大
臣
に
よ
る
上
野
賢
一
郎
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
労
働
時

間
規
制
の
緩
和
検
討
指
示
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
高
市
早
苗
内
閣

総
理
大
臣
に
よ
る
上
野
賢
一
郎
厚
生
労
働
大
臣
へ

の
労
働
時
間
規
制
の
緩
和
検
討
指
示
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
上
野
厚
生
労
働
大
臣
が
令
和

七
年
十
月
二
十
二
日
の
厚
生
労
働
大
臣
就
任
に
当
た
っ

て
の
記
者
会
見
に
お
い
て「
総
理
か
ら
は
、（
中
略
）心

身
の
健
康
維
持
と
従
業
者
の
選
択
を
前
提
に
し
た
労
働

時
間
規
制
の
緩
和
の
検
討
を
行
う
こ
と（
中
略
）を
進
め

る
よ
う
に
指
示
が
あ
り
ま
し
た
」と
述
べ
て
い
る
と
お

り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
所
信
表
明
演
説
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
閣
議
で
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
最
終

的
に
内
閣
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の

「
指
示
」は
、
高
市
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
上
野
厚
生
労
働

大
臣
に
対
し
て
行
わ
れ
、
令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
の

記
者
会
見
に
お
い
て
、
同
大
臣
が「
労
働
基
準
関
係
法

制
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
昨
日
の
総
理
か
ら
の
指
示

も
踏
ま
え
て
、
今
後
、
総
点
検
の
結
果
を
精
査
し
な
が

ら
、
審
議
会
で
議
論
を
深
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
」と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
今
後
、
厚
生
労
働

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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三
三

省
に
お
い
て
、
議
論
、
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
両
者
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
令
和
五
年
に
厚
生

労
働
省
が
Ｐ
ｗ
Ｃ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
合
同
会
社
に
委

託
し
て
実
施
し
た「
労
働
時
間
制
度
等
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
」に
お
い
て
、「
あ
な
た
は
残
業
時
間（
時

間
外
勤
務
と
休
日
勤
務
を
合
わ
せ
た
時
間
）を
減
ら
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
か
」と
の
質
問
に
対
し
、「
減
ら

し
た
い
」、「
や
や
減
ら
し
た
い
」、「
こ
の
ま
ま
で
よ

い
」、「
や
や
増
や
し
た
い
」又
は「
増
や
し
た
い
」と
回

答
し
た
労
働
者
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
三
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
、
十
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十
三
・
一
パ
ー

セ
ン
ト
、
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
四
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
と
な
っ
て
お
り
、「
増
や
し
た
い
」及
び「
や
や
増
や

し
た
い
」と
回
答
し
た
労
働
者
の
合
計
の
割
合
は
十
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
労
働
者
の

う
ち
、「
残
業
時
間
を
増
や
し
た
い
理
由
は
何
で
す
か
」

と
の
質
問
に
対
し
、「
残
業
代
を
増
や
し
た
い
か
ら
」、

「
自
分
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
を
し
た
い
か
ら
」、「
業
務
を

通
じ
て
知
識
や
経
験
・
ス
キ
ル
を
高
め
た
い
か
ら
」、

「
仕
事
の
完
成
度
や
業
績
を
よ
り
高
め
た
い
か
ら
」又
は

「
そ
の
他
」と
回
答
し
た
労
働
者
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

六
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
、
十
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

及
び
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お

り
、
令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
の
記
者
会
見
に
お
い

て
、
上
野
厚
生
労
働
大
臣
が「
労
働
基
準
関
係
法
制
の

見
直
し
に
つ
い
て
は
、
昨
日
の
総
理
か
ら
の
指
示
も
踏

ま
え
て
、
今
後
、
総
点
検
の
結
果
を
精
査
し
な
が
ら
、

審
議
会
で
議
論
を
深
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
」と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
現
時
点
で
予
断

を
も
っ
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
同
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
同
大
臣
が

「
労
働
時
間
規
制
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
声
が
あ
る
こ

と
は
承
知
し
て
い
ま
す
。
誰
も
が
働
き
や
す
い
労
働
環

境
を
実
現
し
て
い
く
必
要
性
や
、
上
限
規
制
は
過
労
死

認
定
ラ
イ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」と
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

医
師
の
偏
在
是
正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
関
す

る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

医
師
の
偏
在
是
正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
関

す
る
質
問
主
意
書

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
所
信
表
明
演
説

の
中
で
、
高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
は「
医
師
の
偏
在
是

正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
を
講
じ
ま
す
。」と
述
べ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

医
師
が
偏
在
し
て
い
る
要
因
に
つ
い
て
、
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

二
「
総
合
的
な
対
策
」に
お
け
る「
総
合
的
」と
は
、
医
療

政
策
を
所
管
す
る
厚
生
労
働
省
以
外
の
省
庁
が
所
管
す

る
施
策
の
う
ち
、
医
師
の
偏
在
対
策
と
し
て
活
用
で
き

る
施
策
も
盛
り
込
む
と
い
う
意
味
か
示
さ
れ
た
い
。
異

な
る
場
合
、「
総
合
的
」と
い
う
単
語
を
用
い
た
意
味
を

示
さ
れ
た
い
。

三

日
本
国
憲
法
で
は
、
何
人
に
も
居
住
の
自
由
や
職
業

選
択
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
、
医
師
不
足
の

地
域
に
政
府
の
指
示
に
よ
り
医
師
を
配
置
す
る
こ
と
は

非
常
に
困
難
と
考
え
る
。
医
師
が
自
発
的
に
医
師
不
足

の
地
域
に
移
住
し
て
医
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
選
択
で

き
る
環
境
の
整
備
が
重
要
と
考
え
る
が
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
施
策
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。右

質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
医
師
の
偏
在
是
正
に

向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
医
師
の
偏
在
是

正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
六
月
十
八
日
の
参

議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣（
当
時
）

が「
医
師
の
養
成
状
況
、
勤
務
や
生
活
の
状
況
、
地
域

の
医
療
体
制
等
の
様
々
な
要
因
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
」と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に「
医
療
政

策
を
所
管
す
る
厚
生
労
働
省
以
外
の
省
庁
が
所
管
す
る

施
策
の
う
ち
、
医
師
の
偏
在
対
策
と
し
て
活
用
で
き
る

施
策
も
盛
り
込
む
」こ
と
を
必
ず
し
も
具
体
的
に
念
頭

に
置
い
た
も
の
で
は
な
く
、
令
和
七
年
六
月
十
八
日
の

参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣（
当

時
）が「
医
師
偏
在
に
つ
い
て（
中
略
）経
済
的
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
や
医
療
機
関
の
支
え
合
い
の
仕
組
み
、
医
師
と

医
療
機
関
と
の
全
国
的
な
マ
ッ
チ
ン
グ
へ
の
支
援
等
を

組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
対
策
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま

す
」と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
医
師
の
偏
在

是
正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
医
師
が
自
発
的
に
医
師
不
足
の
地
域
に

移
住
し
て
医
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
環
境

の
整
備
」及
び「
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
策
」の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
医
師

が
」「
医
師
不
足
の
地
域
に
移
住
し
て
医
療
に
従
事
す
る

こ
と
」を
支
援
す
る
た
め
の「
施
策
」に
つ
い
て
の
お
尋

ね
で
あ
れ
ば
、
当
該
施
策
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

「
重
点
医
師
偏
在
対
策
支
援
区
域
に
お
け
る
診
療
所
の

承
継
・
開
業
支
援
事
業
実
施
要
綱
」（
令
和
七
年
三
月
五

日
付
け
医
政
発
〇
三
〇
五
第
十
三
号
厚
生
労
働
省
医
政

局
長
通
知
別
添
）に
基
づ
く「
重
点
医
師
偏
在
対
策
支
援

区
域
に
お
け
る
診
療
所
の
承
継
・
開
業
支
援
事
業
」に

よ
り
、「
今
後
も
一
定
の
定
住
人
口
が
見
込
ま
れ
る
も

の
の
、
必
要
な
医
師
を
確
保
で
き
ず
、
人
口
減
少
よ
り

も
医
療
機
関
の
減
少
の
ス
ピ
ー
ド
の
方
が
早
い
地
域
な

ど
を
重
点
医
師
偏
在
対
策
支
援
区
域
・
・
・
と
設
定
し

た
上
で
、
・
・
・
診
療
所
を
承
継
又
は
開
業
す
る
場
合

に
、
当
該
診
療
所
に
対
し
て
、
施
設
整
備
、
設
備
整

備
、
一
定
期
間
の
地
域
へ
の
定
着
」に
係
る
支
援
を

行
っ
て
い
る
ほ
か
、「
医
師
偏
在
是
正
に
向
け
た
広
域

マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
実
施
要
綱
」（
令
和
七
年
四
月
十
一
日

付
け
医
政
発
〇
四
一
一
第
十
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長

通
知
別
添
）に
基
づ
く「
医
師
偏
在
是
正
に
向
け
た
広
域

マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
」に
よ
り
、「
中
堅
・
シ
ニ
ア
世
代
等

の
医
師
を
対
象
に
、
こ
れ
ら
の
人
材
を
医
師
不
足
地
域

に
お
け
る
医
療
ニ
ー
ズ
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
、」

「
医
師
不
足
地
域
で
の
勤
務
を
希
望
す
る
医
師
に
対

し
、
医
師
不
足
地
域
の
保
険
医
療
機
関
等
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ
を
行
う
」、「
勤
務
を
希
望
す
る
医
師
へ
キ
ャ
リ
ア

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
」こ
と
等
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
必
要
な
施
策
を
検
討
し
て

ま
い
り
た
い
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
で
言
及

さ
れ
た
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
経
済
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意

書
右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
で
言

及
さ
れ
た
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
経
済
効
果
に
関
す
る
質
問

主
意
書

高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
は
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

の
所
信
表
明
演
説
の
中
で
、
国
に
よ
る
一
歩
前
に
出
た
支

援
の
結
果
と
し
て
、
台
湾
積
体
電
路
製
造（
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
）が

進
出
し
た
熊
本
県
を
例
に
挙
げ
、「
様
々
な
経
済
効
果
が

現
れ
始
め
て
い
ま
す
。」と
発
言
し
た
。

経
済
産
業
省
は
令
和
四
年
六
月
十
七
日
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と

そ
の
子
会
社
を
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
事
業

者
に
認
定
し
、
最
大
四
千
七
百
六
十
億
円
を
助
成
す
る
と

決
定
し
た
。
ま
た
、
同
省
は
令
和
六
年
二
月
二
十
四
日
に

も
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
そ
の
子
会
社
を
同
事
業
者
に
認
定
し
、
最

大
七
千
三
百
二
十
億
円
を
助
成
す
る
と
決
定
し
た
。
合
計

で
最
大
一
兆
二
千
八
十
億
円
の
助
成
が
決
定
さ
れ
て
い

る
。以

上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
現
在
、
認
定
特
定
半
導
体

生
産
施
設
整
備
等
計
画
は
三
企
業
に
よ
る
七
計
画
が
あ

り
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
そ
の
子
会
社
へ
の
最
大
助
成
額
は
、

全
計
画
に
対
す
る
最
大
助
成
額
の
合
計
の
半
分
以
上
で

あ
る
。
日
本
の
企
業
に
対
し
て
で
は
な
く
、
台
湾
の
企

業
に
対
し
て
巨
額
の
助
成
を
決
定
し
た
理
由
を
示
さ
れ

た
い
。

二
「
様
々
な
経
済
効
果
が
現
れ
始
め
て
い
る
。」と
の
発

言
に
つ
い
て
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
の
取
引
を
目
的
と
し
て
進

出
し
た
企
業
数
や
経
済
効
果
の
額
な
ど
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
効
果
が
現
れ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

三

経
済
効
果
の
一
つ
と
し
て
新
た
な
雇
用
の
創
出
が
挙

げ
ら
れ
る
が
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
が
熊
本
県
に
進
出
し
た
こ
と

に
伴
い
新
た
に
創
出
さ
れ
た
雇
用
者
数
を
示
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
外
国
人
労
働
者
の
数
及
び
比

率
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
高
市
早
苗
内
閣
総
理

大
臣
の
所
信
表
明
演
説
で
言
及
さ
れ
た
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
経

済
効
果
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。参

議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
高
市
早
苗
内
閣

総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
で
言
及
さ
れ
た
Ｔ
Ｓ

Ｍ
Ｃ
の
経
済
効
果
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
巨
額
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、T

aiw
an

S
em
icon

du
ctor

M
an
u
factu

rin
g
C
om
pan
y

Lim
ited

（
以
下「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
」と
い
う
。）及
びJapan

A
dvanced

Sem
iconductor

M
anufacturing

株
式

会
社（
以
下「
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
」と
い
う
。）か
ら
提
出
さ
れ
た

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給

及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
令
和
二
年
法
律
第

三
十
七
号
）第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
半
導

体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
く
認
定
を
行
い
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ

Ｍ
を
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術

総
合
開
発
機
構
が
同
法
第
二
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に

基
づ
き
交
付
す
る
助
成
金
の
交
付
対
象
と
す
る
こ
と
を

「
決
定
し
た
理
由
」に
つ
い
て
は
、
半
導
体
の
中
で
も
、

と
り
わ
け
、
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
半

導
体
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
も
そ
の
生
産
能
力
が
限

ら
れ
て
い
る
た
め
、
御
指
摘
の「
日
本
の
企
業
」で
あ
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
に
お
け
る
安
定
的
な
生

産
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
た
め
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
効
果
」に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
御
指
摘

の「
企
業
数
」に
つ
い
て
、「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
の
取
引
を
目

的
と
し
て
進
出
し
た
」企
業
で
あ
る
か
否
か
を
網
羅
的

に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
公
表
さ
れ
て
い

る
範
囲
に
お
い
て
調
べ
た
限
り
で
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
が
進

出
し
て
い
る
熊
本
県
に
お
い
て
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
が
同
県

へ
の
進
出
を
決
定
し
て
以
降
、
八
十
社
以
上
の
企
業
が

同
県
へ
の
進
出
又
は
同
県
に
お
け
る
設
備
の
増
強
を
発

表
し
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の

「
経
済
効
果
の
額
」及
び
お
尋
ね
の「
雇
用
者
数
」に
つ
い

て
は
、「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
が
熊
本
県
に
進
出
し
た
こ
と
に
伴

い
新
た
に
創
出
さ
れ
た
」も
の
で
あ
る
か
否
か
を
網
羅

的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
民
間
の
試
算

に
よ
る
と
、
同
県
で
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
に
よ
る
半
導
体
の
工

場
の
建
設
等
に
よ
り
、
同
県
に
お
い
て
令
和
四
年
か
ら

十
年
間
で
約
十
一
・
二
兆
円
の
経
済
効
果
と
一
万
人
以

上
の
雇
用
の
創
出
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い

る
。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、
お
尋
ね
の「
雇
用
者
数
」

に
つ
い
て
、「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
が
熊
本
県
に
進
出
し
た
こ
と

に
伴
い
新
た
に
創
出
さ
れ
た
」も
の
で
あ
る
か
否
か
を

網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
そ
の
う
ち
の
外
国
人
労
働
者
の
数
及
び
比
率
」に
つ
い

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪
の
慣
習
国
際
法
化
に
関
す
る
質

問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
五
日

伊
勢
崎
賢
治

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪
の
慣
習
国
際
法
化
に
関
す
る

質
問
主
意
書

本
質
問
で
は
、
便
宜
、
英
文
の
原
典
の
内
容
を
日
本
語

で
記
述
し
て
い
る
が
、
当
方
の
日
本
語
に
よ
る
記
述
の
内

容
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
英
文
の
原
典
に
依
拠
し
て
答
弁

さ
れ
た
い
。

一

国
際
司
法
裁
判
所（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）の
一
九
五
一
年
の
勧
告

的
意
見（
以
下「
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
」と
い
う
。）は
、

集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約（
以

下「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
」と
い
う
。）の
基
礎
を
成
す
諸

原
則
は
、
条
約
上
の
義
務
が
な
く
て
も
諸
国
を
拘
束
す

る
も
の
と
文
明
国
が
認
め
た
諸
原
則
で
あ
る
旨
判
示
し

た（the
principles

underlying
the

C
onvention

are
principles

w
hich

are
recognized

by

civilized
nations

as
binding

on
States,

even

w
ithout

any
conventionalobligation.

）。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
が
判
示
し
た
前
記
の
内
容
に
つ

い
て
、
政
府
は
、
同
じ
認
識
か
。

二

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所（
以
下「
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｙ
」と
い
う
。）の
設
立
を
決
定
し
た
国
連
安
全
保
障

理
事
会（
以
下「
安
保
理
」と
い
う
。）決
議
第
八
百
八
号

（
一
九
九
三
年
採
択
）は
、
国
連
事
務
総
長
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

設
立
に
関
す
る
報
告
を
求
め
、
国
連
事
務
総
長
は
、

「R
E
PO
R
T
O
F
T
H
E
SE
C
R
E
T
A
R
Y

―G
E
N
E
R
A
L

P
U
R
S
U
A
N
T
T
O
P
A
R
A
G
R
A
P
H
2
O
F

SE
C
U
R
IT
Y
C
O
U
N
C
IL

R
E
SO
LU
T
IO
N
808

（1993

）（S/25704

）」（
以
下「
国
連
事
務
総
長
報
告
書
」

と
い
う
。）を
安
保
理
に
提
出
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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三
五

国
連
事
務
総
長
報
告
書
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
十
四
に

は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
設
立
さ
れ
る
国
際
裁
判
所
は
、
疑
い
な
く
慣
習
法

と
な
っ
て
い
る
国
際
人
道
法
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
べ
き

で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る（the

application
of

the
principle

nullum
crim

en
sine

lege
requires

that
the

international
tribunal

should
apply

rules
of
international

hum
anitarian

law
w
hich

are
beyond

any
doubt

part
of
custom

ary
law

so
that

the
problem

of
adherence

of
som
e
but

not
all
States

to
specific

conventions
does

not

arise.

）。
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
十
五
に
は
、
疑
い
な
く
国
際

慣
習
法
と
な
っ
て
い
る
条
約
国
際
人
道
法
の
構
成
要
素

と
し
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
具
体
化
さ
れ
た
武

力
紛
争
に
適
用
さ
れ
得
る
法
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（T
h
e
part

of
con
ven
tion
al
in
tern

ation
al

hum
anitarian

law
w
hich

has
beyond

doubt

becom
e
part

of
international

custom
ary
law
is

the
law

applicable
in
arm
ed
conflict

as

em
bodied

in
:

（
中
略
）the

C
onvention

on
the

Prevention
and

Punishm
ent
of
the

C
rim
e
of

G
enocide

of
9
D
ecem

ber
1948

）。

ま
た
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
十
五
に
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
条
約
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
今
日
で
は
国
際
慣
習
法
と
考
え
ら
れ
る

旨
記
載
さ
れ
て
い
る（T

he
C
onvention

is
today

considered
part

of
international

custom
ary

law
as
evidenced

by
the
International

C
ourt

of

Ju
stice

in
its

A
dvisory

O
pin
ion

on

R
eservations

to
the

C
onvention

on
the

Prevention
and

Punishm
ent
of
the

C
rim
e
of

G
enocide,

1951.

）。
さ
ら
に
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
十
六

に
は
、
設
立
さ
れ
る
国
際
裁
判
所
の
規
程
に
お
い
て
も

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
規
定
と
同
じ
文
言
が
用
い
ら
れ

る
旨
記
載
さ
れ
て
お
り（T

he
relevant

provisions

of
the
G
enocide

C
onvention

are
reproduced

in

the
corresponding

article
of
the

statute

）、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
と
全

く
同
じ
文
言
を
用
い
た
第
四
条
二
及
び
三
の
規
定
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。

前
記
の
内
容
に
相
違
は
な
い
か
。

三

一
九
九
三
年
五
月
二
十
五
日
、
安
保
理
非
常
任
理

事
国
で
あ
っ
た
日
本
も
賛
成
し
、
安
保
理
決
議
第
八

百
二
十
七
号（
以
下「
安
保
理
決
議
八
二
七
」と
い

う
。）が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
連
事
務
総

長
報
告
書
附
属
書（
以
下「A

nnex

」と
い
う
。）に
提
示

さ
れ
た
第
四
条
二
及
び
三
の
規
定
は
、Statute
of
the

International
C
rim
inal

T
ribunal

for
the

F
orm
er
Y
ugoslavia

（
以
下「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
」と
い

う
。）第
四
条
二
及
び
三
の
規
定
と
な
っ
た
。
安
保
理
の

会
議
録（S/PV

.3217

）に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
は
、
国

連
事
務
総
長
報
告
書
は
政
治
的
要
請
と
法
的
要
請
の
間

で
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ

る
旨
発
言
し
て
い
る（the

Secretary

―G
eneral

has

provided
us
w
ith
an
excellent

report
w
hich

strikes
a
proper

balance
am
ong

a
variety

of

factors,
particularly

betw
een

political
and

legal
dem
ands.

）。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
の
罪
刑

法
定
主
義
の
問
題
等
に
つ
い
て
更
な
る
法
的
な
検
討
は

可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
日

本
は
安
保
理
議
長
や
事
務
局
と
も
緊
密
な
協
議
を
行
っ

た
旨
発
言
し
て
い
る（Perhaps

m
ore

extensive

legal
studies

could
have

been
undertaken

on

various
aspects

of
the
Statute,

such
as
the

question
of
the

principle
of
nullum

crim
en

sine
lege

and
on
m
easures

to
establish

a

bridge
w
ith
dom
estic

legal
system

s.
In
this

con
n
ection

,
Japan

h
as

kept
in
close

consultation
w
ith
the
President

as
w
ellas

w
ith

the
Secretariat.

）。

前
記
の
内
容
に
相
違
は
な
い
か
。

四

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
二
〇
一
二
年
、T

olim
ir

事
件
判
決

（C
ase

N
o.
IT

―05

―88/2

―T

）パ
ラ
グ
ラ
フ
七
百
八
十

四
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
及
び
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁

判
所（
以
下「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
」と
い
う
。）の
判
例
に
よ
れ

ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
四
条（
三
）の
規
定
は
、
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
の
規
定
を
直
接
用
い
た
も
の
で
あ
る
旨
判

示
し
た（A

ccording
to
the
jurisprudence

of
the

IC
T
Y
and

the
IC
T
R
,

（
中
略
）A

rticle
4

（3

）of
the

Statute
w
as
taken

directly
from

the

G
enocide

C
onvention.

）。

政
府
は
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
、A

nnex

に

提
示
さ
れ
た
第
四
条
二
及
び
三
の
規
定
が
、
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
条
約
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
と
全
く
同
じ
文

言
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
安

保
理
決
議
八
二
七
に
賛
成
し
た
か
。

五

政
府
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
二
条
及
び
第
三
条

の
規
定
の
内
容
が
当
時
慣
習
国
際
法
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
た
上
で
、
安
保
理
決
議
八
二
七
に
賛
成
し

た
か
。

六

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、T

adi

事
件
判
決（C

ase
N
o.IT

―

94

―1

―A
,
15
July

1999

）パ
ラ
グ
ラ
フ
二
百
八
十
七
に

お
い
て
、
安
保
理
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
が
慣
習
国
際
法

の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
べ
き
旨
判
示
し
た（In

the
case

of
the

Statute,it
m
ust
be
presum

ed
that

the
Security

C
ouncil,w

here
it
did
not
explicitly

or
im
plicitly

depart
from

general
rules

of
international

law
,

intended
to
rem
ain
w
ithin

the
confines

of
such

rules.

）。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
多
谷

千
香
子
氏
は
著
書「
戦
争
犯
罪
と
法
」（
二
〇
〇
六
年
、

岩
波
書
店
）に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
に
つ
い
て
、

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
批
判
は
、
遡
及
的

に
一
九
九
一
年
以
降
の
犯
罪
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
対
象
と
し

て
い
る
点（
中
略
）が
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
一
九
九
三

年
に
設
置
さ
れ
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｔ
ｅ

は
一
九
九
一
年
か
ら
遡
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｔ
ｅ
二

条
〜
五
条
は
、
何
が
戦
争
犯
罪
に
な
る
か
を
定
め
て
い

る
が
、
国
際
人
道
法
の
中
核
と
も
言
う
べ
き
重
大
な
犯

罪
だ
け
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
個
人
の
犯
罪
と
し
て
処

罰
す
る
こ
と
が
、
一
九
九
一
年
に
は
誰
の
目
か
ら
見
て

も
疑
い
な
く
国
際
慣
習
法
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も
の

だ
け
で
、
実
質
的
に
遡
及
効
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ち
な
み
に
、（
中
略
）四
条
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の

罪（
中
略
）を
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
犯
罪
と
し
て
い
る
。」

と
述
べ
て
い
る
。

政
府
は
、A

nnex

に
提
示
さ
れ
た
第
四
条
二
及
び
三

の
規
定
の
内
容
が
、
当
時
、
慣
習
国
際
法
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
安
保
理
決
議
八
二
七
に
賛

成
し
た
か
。

七

安
保
理
は
、
安
保
理
決
議
第
九
百
五
十
五
号（
一

九
九
四
年
採
択
。
以
下「
安
保
理
決
議
九
五
五
」と
い

う
。）に
よ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
設
立
を
決
定
し
、
安
保
理

決
議
九
五
五
の
附
属
書
に
記
載
し
たStatute

of
the

International
T
ribunal

for
R
w
anda

（
以
下「
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｒ
規
程
」と
い
う
。）を
採
択
し
た
。
犯
罪
の
構
成
要

件
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
第
二
条
二
及
び
三
の
規

定
の
文
言
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
二
条
及
び
第
三

条
の
規
定
の
文
言
並
び
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
四
条
二
及

び
三
の
規
定
の
文
言
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ

規
程
第
二
条
二
及
び
三
の
規
定
の
内
容
は
、
安
保
理
決

議
九
五
五
の
採
択
当
時
、
慣
習
国
際
法
と
な
っ
て
い
た

か
。右

質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪

の
慣
習
国
際
法
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書



三
六

官 報 （号外国会会議録）令和8年1月13日 火曜日 発行

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

の
罪
の
慣
習
国
際
法
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
際
司
法
裁
判
所
が
千
九
百
五
十
一
年
五
月
二
十
八

日
に
発
表
し
た「
集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に

関
す
る
条
約
に
対
す
る
留
保
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
」

は
、御
指
摘
の
と
お
り
、「the

principles
underlying

the
C
onvention

are
principles

w
hich

are

recognized
by
civilized

nations
as
binding

on

S
tates,

even
w
ith
ou
t
an
y
con
ven
tion
al

obligation

」と
判
示
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、

こ
の
意
見
に
お
け
る「the

principles
underlying

the
C
onvention

」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、

様
々
な
議
論
が
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ

い
て
断
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、
集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る

条
約
前
文
の「
集
団
殺
害
が
、
国
際
連
合
の
精
神
お
よ

び
目
的
に
反
し
、
か
つ
、
文
明
世
界
か
ら
強
く
非
難
さ

れ
た
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
」と
の
点
に
つ
い
て

は
、
一
般
論
と
し
て
、
現
在
に
お
い
て
は
、
国
際
社
会

に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し

て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
令
和
六
年
二
月

八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
上
川
外
務
大

臣（
当
時
）が「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
よ
う
な
、
国
際
社
会

全
体
の
関
心
事
で
あ
り
ま
す
最
も
重
大
な
犯
罪
を
犯
し

た
者
が
処
罰
を
さ
れ
ず
に
済
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
」と
述
べ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
認
識
し
た
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
お
尋
ね

の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会（
以
下「
安
保
理
」と
い

う
。）決
議
第
八
百
二
十
七
号
に
対
す
る
投
票
態
度
は
、

政
府
と
し
て
総
合
的
に
判
断
し
た
上
で
決
定
し
た
も
の

で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
認
識
し
た
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の「
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
条
約
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
」及
び「A

nnex

に

提
示
さ
れ
た
第
四
条
二
及
び
三
の
規
定
」の
内
容
が
慣

習
国
際
法
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
言
え
る
か
を
含

め
、
お
尋
ね
の
安
保
理
決
議
第
八
百
二
十
七
号
に
対
す

る
投
票
態
度
は
、
政
府
と
し
て
総
合
的
に
判
断
し
た
上

で
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

慣
習
国
際
法
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
諸
国
家
の
行

為
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
一
定
の
国
際
的
慣
行
が
成
立

し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
般
慣
行
及
び
そ
れ
を
法

的
な
義
務
と
し
て
確
信
す
る
諸
国
家
の
信
念
、
す
な
わ

ち
法
的
確
信
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
平

成
六
年
時
点
で
、
御
指
摘
の「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
第
二
条

二
及
び
三
の
規
定
」の
内
容
が
慣
習
国
際
法
と
し
て
成

立
し
て
い
た
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論

が
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
断
定
的
に
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
開
発
銀
行（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）の
原
発
支
援
へ
の
方
針

転
換
に
関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
五
日

伊
勢
崎
賢
治

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

ア
ジ
ア
開
発
銀
行（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）の
原
発
支
援
へ
の
方

針
転
換
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ア
ジ
ア
開
発
銀
行（
以
下「
Ａ
Ｄ
Ｂ
」と
い
う
。）は
、
一

九
六
六
年
の
設
立
以
来
、
原
子
力
発
電（
以
下「
原
発
」と

い
う
。）へ
の
融
資
を
行
わ
な
い
と
い
う
方
針
を
掲
げ
て
き

た
。
し
か
し
、
二
〇
二
五
年
に
入
っ
て
方
針
が
見
直
さ

れ
、
原
発
へ
の
支
援
を
解
禁
す
る
可
能
性
が
議
論
さ
れ
て

い
る
。

Ａ
Ｄ
Ｂ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
二

〇
二
一
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
は「
Ａ
Ｄ
Ｂ
は
原
子
力

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
投
資
を
融
資
し
な
い
。
Ａ
Ｄ
Ｂ
は
、
原

子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
低
炭
素
の
基
盤
電
力
を
提
供
で
き
る

能
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
低
炭
素
移
行
に
お
け
る
そ
の
役

割
を
認
識
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
長
期
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
計
画
お
よ
び
気
候
戦
略
の
策
定
に
原
子
力
に
関
す

る
分
析
を
含
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
子
力
拡
大
に
は

核
拡
散
、
廃
棄
物
管
理
お
よ
び
安
全
性
に
関
わ
る
リ
ス

ク
、
な
ら
び
に
Ａ
Ｄ
Ｂ
の
資
源
に
比
し
て
非
常
に
高
い
投

資
コ
ス
ト
を
含
む
多
く
の
障
害
が
存
在
す
る
た
め
、
Ａ
Ｄ

Ｂ
は
原
発
へ
の
投
資
を
融
資
し
な
い
。」と
明
記
さ
れ
て
い

る
。他

方
、
現
在
提
案
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
二
〇
二
五
年

八
月
十
五
日
付
け
の
修
正
案
草
案
に
は
、「
Ａ
Ｄ
Ｂ
は
途

上
加
盟
国（
Ｄ
Ｍ
Ｃ
ｓ
）が
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
お
け

る
潜
在
的
な
技
術
と
し
て
原
発
を
探
求
す
る
こ
と
を
支
援

す
る
。
Ａ
Ｄ
Ｂ
は
、
原
発
が
電
力
部
門
の
排
出
削
減
お
よ

び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
全
性
、
信
頼
性
、
そ
し
て
経
済
性
を

強
化
す
る
う
え
で
の
役
割
を
認
識
す
る
。
Ａ
Ｄ
Ｂ
は
、
発

電
拡
大
計
画
に
原
子
力
技
術
を
含
め
よ
う
と
す
る
Ｄ
Ｍ
Ｃ

ｓ
を
支
援
す
る
用
意
が
あ
る
。
こ
の
支
援
は
、
主
と
し

て
、
将
来
的
に
行
わ
れ
る
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
見
据
え
て
、

人
材
お
よ
び
制
度
的
能
力
を
構
築
・
強
化
す
る
こ
と
に
焦

点
を
当
て
る
。
そ
れ
は
、
投
資
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス

ト
や
、
安
全
性
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
保
障
措
置
、
規
制
能

力
、
廃
棄
物
管
理
、
廃
炉
、
そ
し
て
核
不
拡
散
な
ど
に
関

す
る
課
題
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
最
先
端
の
原
発
投
資
の

た
め
の
整
備
さ
れ
た
環
境
を
育
成
す
る
こ
と
を
含
む
。」と

記
載
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
二
五
年
六
月
十
日
に
世
界
銀
行
の
理
事
会
が
、
原

発
へ
の
融
資
を
禁
止
す
る
措
置
の
解
除
を
決
定
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｂ
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
見
直
し
、
原

発
へ
の
支
援
を
含
め
る
方
針
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
一
方

で
、
こ
れ
ま
で
両
機
関
が
原
発
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
を

見
せ
て
い
た「
安
全
性
・
放
射
性
廃
棄
物
・
核
拡
散
・
高

コ
ス
ト
」の
諸
課
題
は
、
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

世
界
銀
行
が
原
発
へ
の
融
資
を
禁
止
す
る
措
置
の
解

除
を
決
定
し
た
経
緯
を
把
握
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た

い
。

二

Ａ
Ｄ
Ｂ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
修
正
す
る
に
当
た

り
、
事
前
に
日
本
政
府
に
報
告
は
あ
っ
た
の
か
示
さ
れ

た
い
。

三

Ａ
Ｄ
Ｂ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
が
提
案
ど
お
り
修
正
さ

れ
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｂ
の
設
立
以
来
、
米
国
と
並
ぶ
最

大
の
出
資
国
で
あ
り
、
歴
代
の
総
裁
を
輩
出
し
て
い
る

日
本
政
府
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
の
か

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
ア
ジ
ア
開
発
銀
行

（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）の
原
発
支
援
へ
の
方
針
転
換
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
伊
勢
崎
賢
治
君
提
出
ア
ジ
ア
開
発
銀

行（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）の
原
発
支
援
へ
の
方
針
転
換
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
決
定
し
た
経
緯
」の
具
体
的
に
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
世
界
銀
行

に
お
い
て
は
、
令
和
七
年
六
月
十
日
の
バ
ン
ガ
総
裁
と

各
理
事
と
の
対
話
を
経
て
、
原
子
力
発
電
に
関
す
る
支

援
を
再
開
す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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三
七

二
に
つ
い
て

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
に
よ
る
御
指
摘
の「
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
」の「
修
正
」案
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
七
月
二

十
一
日
に
、
同
行
事
務
局
か
ら
日
本
政
府
を
代
表
す
る

理
事
を
含
め
た
各
理
事
に
報
告
さ
れ
た
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
Ａ
Ｄ
Ｂ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
」の「
修
正
」

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
の
理
事
会
で

議
論
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
行
事
務
局
の
説

明
や
理
事
会
に
お
け
る
合
意
形
成
の
状
況
等
を
踏
ま
え

て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
日
本
政
府
と
し
て
の

対
応
に
つ
い
て
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
我
が

国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
の
整
合
性
等
も
踏
ま
え
、
適

切
に
対
応
す
る
考
え
で
あ
る
。

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整

備
す
る
理
由
に
関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

福
島
み
ず
ほ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に

整
備
す
る
理
由
に
関
す
る
質
問
主
意
書

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整
備

す
る
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

照
屋
寛
徳
衆
議
院
議
員
が
提
出
し
た「
中
国
脅
威
論

に
関
す
る
質
問
主
意
書
」（
第
百
六
十
四
回
国
会
質
問
第

七
号
）に
対
す
る
答
弁（
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
内

閣
衆
質
一
六
四
第
七
号
）に
お
い
て
、
政
府
は
、「「
脅

威
」は
、
侵
略
し
得
る「
能
力
」と
侵
略
し
よ
う
と
す
る

「
意
図
」が
結
び
付
い
て
顕
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。」と
し
た
上
で
、「
日
中
両
国
政
府
は
、
千

九
百
七
十
二
年
の
日
中
共
同
声
明
第
六
項
に
お
い
て
、

主
権
及
び
領
土
保
全
の
相
互
尊
重
、
相
互
不
可
侵
、
内

政
に
対
す
る
相
互
不
干
渉
、
平
等
及
び
互
恵
並
び
に
平

和
共
存
の
諸
原
則
の
基
礎
の
上
に
両
国
間
の
恒
久
的
な

平
和
友
好
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
両
国

が
、
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
紛
争
を
平
和

的
手
段
に
よ
り
解
決
し
、
武
力
又
は
武
力
に
よ
る
威
嚇

に
訴
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
の
旨
は
、
千

九
百
七
十
八
年
の
日
中
平
和
友
好
条
約（
昭
和
五
十
三

年
条
約
第
十
九
号
）第
一
条
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
と
し
て
、
中
国
が
日
本
侵

略
の「
意
図
」を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。」と

し
、「
政
府
と
し
て
中
国
を
脅
威
と
認
識
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。」と
答
弁
し
て
い
る
。

現
在
、
政
府
は
中
国
を
脅
威
と
認
識
し
て
い
る
か
、

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
同
様
に
、
北
朝
鮮
を
脅
威
と
認

識
し
て
い
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
国
家
安
全
保
障
戦
略（
令
和
四
年
十
二
月

十
六
日
閣
議
決
定
）に
基
づ
き
、
総
合
的
な
防
衛
体
制

の
強
化
の
一
環
と
し
て
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
実
施
し

て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
内
閣
官
房
が
公
表
し

た「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強
化
に
資
す
る
取
組
に
つ

い
て（
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
）」に
よ
れ
ば
、
特
定
利
用

空
港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
と
し
つ
つ
」整
備
す

る
と
し
て
い
る
。
国
家
安
全
保
障
戦
略
は
、「
現
在
の

中
国
の
対
外
的
な
姿
勢
や
軍
事
動
向
等
は
、
我
が
国
と

国
際
社
会
の
深
刻
な
懸
念
事
項
で
あ
り
、
我
が
国
の
平

和
と
安
全
及
び
国
際
社
会
の
平
和
と
安
定
を
確
保
し
、

法
の
支
配
に
基
づ
く
国
際
秩
序
を
強
化
す
る
上
で
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
最
大
の
戦
略
的
な
挑
戦
で
あ
り
、
我
が

国
の
総
合
的
な
国
力
と
同
盟
国
・
同
志
国
等
と
の
連
携

に
よ
り
対
応
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
中
国
を
念
頭
に
置
い
て
特
定
利
用
空
港
・
港
湾

を「
南
西
諸
島
を
中
心
と
し
つ
つ
」整
備
す
る
と
し
て
い

る
の
か
示
さ
れ
た
い
。
中
国
な
ど
特
定
の
国
や
地
域
を

念
頭
に
置
い
て
い
な
い
場
合
、「
南
西
諸
島
を
中
心
と

し
つ
つ
」整
備
す
る
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整
備
す
る
理
由
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
を「
南
西
諸
島
を
中
心
」に
整
備
す
る
理

由
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

中
国
に
つ
い
て
は
、「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」（
令
和

四
年
十
二
月
十
六
日
閣
議
決
定
）に
お
い
て
、「
現
在
の

中
国
の
対
外
的
な
姿
勢
や
軍
事
動
向
等
は
、
我
が
国
と

国
際
社
会
の
深
刻
な
懸
念
事
項
で
あ
り
、
我
が
国
の
平

和
と
安
全
及
び
国
際
社
会
の
平
和
と
安
定
を
確
保
し
、

法
の
支
配
に
基
づ
く
国
際
秩
序
を
強
化
す
る
上
で
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
最
大
の
戦
略
的
な
挑
戦
」と
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
北
朝
鮮
に
つ
い
て
は
、
同
戦

略
に
お
い
て
、「
北
朝
鮮
の
軍
事
動
向
は
、
我
が
国
の

安
全
保
障
に
と
っ
て
、
従
前
よ
り
も
一
層
重
大
か
つ
差

し
迫
っ
た
脅
威
と
な
っ
て
い
る
」と
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
国
や
地
域
を

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
。

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
又
は
海
上
保

安
庁
が
厳
し
い
安
全
保
障
環
境
を
踏
ま
え
た
対
応
を
実

効
的
に
行
う
観
点
か
ら
、
輸
送
手
段
が
航
空
機
又
は
船

舶
に
限
ら
れ
る
等
の
南
西
諸
島
に
お
い
て
は
、
空
港
及

び
港
湾
の
整
備
が
重
要
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
関

す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

福
島
み
ず
ほ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に

関
す
る
質
問
主
意
書

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
つ
い

て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
官
房
が
公
表
し
た「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強

化
に
資
す
る
取
組
に
つ
い
て（
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
）」

に
よ
れ
ば
、「
自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
が
、
平
素
か
ら

必
要
な
空
港
・
港
湾
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
イ

ン
フ
ラ
管
理
者
と
の
間
で「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
枠

組
み
」を
設
け
る
。」と
あ
る
。
同
枠
組
み
に
基
づ
き
自

衛
隊
が
利
用
し
た
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
を
示
さ
れ
た

い
。
な
お
、
以
下
の
質
問
に
お
け
る「
利
用
」は
、
当
該

資
料
に
お
け
る「
利
用
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

内
閣
官
房
が
公
表
し
た「「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強

化
に
資
す
る
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
」に
関
す
る
Ｑ
＆

Ａ（
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
更
新
）」に
お
い
て
、

「
Ｑ
12：

自
衛
隊
に
よ
る
訓
練
に
お
い
て
、
ど
の
く
ら

い
の
頻
度
で「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」を
利
用
す
る
こ

と
を
想
定
し
て
い
ま
す
か
？
」に
対
し
て
、「
Ａ
12：

基

本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
空
港
・
港
湾
に
つ
き
、
年
数
回

程
度
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
一
部
の
施
設
に
つ
い
て

は
、
従
来
か
ら
自
衛
隊
が
訓
練
で
頻
繁
に
利
用
し
て
き

て
お
り
、
今
後
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
利
用
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
ま
す
」と
し
て
い
る
。

現
在
ま
で
の「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
枠
組
み
」に
基

づ
く
自
衛
隊
に
よ
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
の

内
容
及
び
頻
度
に
つ
い
て
、
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
ご

と
に
示
さ
れ
た
い
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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三

統
合
幕
僚
監
部
が
公
表
し
た「
令
和
六
年
度
日
米
共

同
統
合
演
習（
実
動
演
習
）「
Ｋ
ｅ
ｅ
ｎ

Ｓ
ｗ
ｏ
ｒ
ｄ

25
」に
つ
い
て
」に
お
い
て
、「
実
施
場
所（
基
準
）」に

「
民
間
空
港
・
港
湾
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の「
民
間
空
港
・
港
湾
」の
中
で
、「
円
滑
な
利
用

に
関
す
る
枠
組
み
」に
基
づ
き
自
衛
隊
が
利
用
し
た
特

定
利
用
空
港
・
港
湾
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
利

用
の
内
容
及
び
頻
度
を
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
ご
と
に

示
さ
れ
た
い
。

四

統
合
幕
僚
監
部
が
公
表
し
た「
令
和
七
年
度
自
衛
隊

統
合
演
習（
実
動
演
習
）に
つ
い
て
」に
お
い
て
、「
実
施

場
所（
基
準
）」に「
民
間
空
港
・
港
湾
」が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

こ
の「
民
間
空
港
・
港
湾
」の
中
で
、「
円
滑
な
利
用

に
関
す
る
枠
組
み
」に
基
づ
き
自
衛
隊
が
利
用
し
た
特

定
利
用
空
港
・
港
湾
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
利

用
の
内
容
及
び
頻
度
を
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
ご
と
に

示
さ
れ
た
い
。

五

自
衛
隊
の
施
設
設
計
に
適
用
さ
れ
る
要
領
等
と
し

て
、
海
上
自
衛
隊
の
港
湾
施
設
の
設
計
に
適
用
さ
れ
る

「
港
湾
施
設
設
計
要
領
」、
自
衛
隊
施
設
等
の
道
路
施
設

（
装
軌
車
用
を
含
む
。）の
設
計
に
適
用
さ
れ
る「
道
路
施

設
設
計
要
領
」、「
飛
行
場
基
本
施
設
等
の
設
計
要
領
」

等
が
あ
る
。
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
整
備
及
び
沖
縄

県
と
北
海
道
に
所
在
す
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
と
の

ア
ク
セ
ス
向
上
に
向
け
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
要
領
等
の
全
部
又
は
一
部
が

適
用
若
し
く
は
準
用
又
は
参
考
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ

と
は
あ
る
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
領
等

と
は
関
係
な
く
、
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
と
な
っ
た
空

港
・
港
湾
及
び
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
の
対
象
と

な
っ
た
道
路
に
つ
い
て
、
そ
の
設
計
や
規
格
を
自
衛
隊

の
利
用
の
た
め
に
変
更
す
る
こ
と
は
あ
る
か
示
さ
れ
た

い
。

六

現
在
行
わ
れ
て
い
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
整
備

の
具
体
的
内
容
及
び
そ
の
予
算
額
を
特
定
利
用
空
港
・

港
湾
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
の
利
用
及
び
整
備
状
況
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
枠
組
み
」に
基
づ

き
、
自
衛
隊
が
利
用
し
た「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」に

つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
時
点
で
把
握
し

て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

那
覇
空
港
、
鹿
児
島
空
港
、
徳
之
島
空
港
、
宮
崎
空

港
、
大
分
空
港
、
熊
本
空
港
、
長
崎
空
港
、
福
江
空

港
、
北
九
州
空
港
、
南
紀
白
浜
空
港
、
仙
台
空
港
、
青

森
空
港
、
函
館
空
港
、
平
良
港
、
石
垣
港
、
鹿
児
島

港
、
志
布
志
港
、
川
内
港
、
名
瀬
港
、
熊
本
港
、
八
代

港
、
博
多
港
、
高
知
港
、
須
崎
港
、
宿
毛
湾
港
、
高
松

港
、
金
沢
港
、
青
森
港
、
室
蘭
港
、
苫
小
牧
港
、
函
館

港
、
釧
路
港
、
留
萌
港
、
石
狩
湾
新
港

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
頻
度
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
円
滑
な
利
用
に
関

す
る
枠
組
み
」に
基
づ
き
、
自
衛
隊
が
利
用
し
た「
特
定

利
用
空
港
・
港
湾
」に
お
け
る
①
利
用
の
内
容
及
び

②
利
用
し
た
回
数
を「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」ご
と
に

お
示
し
す
る
と
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
時
点
で
把

握
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

鹿
児
島
空
港

①
訓
練
等

②
五
回

徳
之
島
空
港

①
訓
練
、
広
報
等

②
八
回

宮
崎
空
港

①
訓
練

②
二
回

長
崎
空
港

①
訓
練
等

②
三
十
九
回

福
江
空
港

①
訓
練
、
広
報
等

②
二
十
一
回

北
九
州
空
港

①
訓
練

②
四
回

石
垣
港

①
広
報
等

②
五
回

鹿
児
島
港

①
訓
練
、
広
報

②
六
回

志
布
志
港

①
広
報

②
二
回

川
内
港

①
訓
練

②
一
回

名
瀬
港

①
訓
練

②
三
回

熊
本
港

①
訓
練

②
一
回

八
代
港

①
広
報

②
一
回

博
多
港

①
広
報
等

②
六
回

高
知
港

①
広
報
等

②
四
回

須
崎
港

①
広
報

②
二
回

宿
毛
湾
港

①
広
報

②
一
回

高
松
港

①
訓
練
、
広
報
等

②
六
回

室
蘭
港

①
訓
練
、
広
報
等

②
三
回

苫
小
牧
港

①
訓
練
、
広
報

②
十
回

釧
路
港

①
訓
練
、
広
報

②
四
回

留
萌
港

①
広
報

②
四
回

石
狩
湾
新
港

①
広
報
等

②
二
回

那
覇
空
港
に
お
い
て
は
、
訓
練
、
広
報
等
の
た
め
に

利
用
し
、
熊
本
空
港
に
お
い
て
は
、
訓
練
の
た
め
に
利

用
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
空
港
に
お
い
て
は
、
自
衛

隊
機
が
頻
繁
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
用
し
た

回
数
に
つ
い
て
は
集
計
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
頻
度
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
令
和
六
年
度
日
米

共
同
統
合
演
習（
実
動
演
習
）「
Ｋ
ｅ
ｅ
ｎ

Ｓ
ｗ
ｏ
ｒ

ｄ
25
」」に
お
い
て
、「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
枠
組
み
」

に
基
づ
き
、
自
衛
隊
の
装
備
品
及
び
防
衛
省
に
お
い
て

実
施
し
て
い
る「
民
間
船
舶
の
運
航
・
管
理
事
業
」に
係

る
民
間
船
舶
を
用
い
て
、
自
衛
隊
が
利
用
し
た
御
指
摘

の「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」に
お
け
る
①
実
施
し
た
訓

練
の
内
容
及
び
②
利
用
し
た
日
数
を「
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
」ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

徳
之
島
空
港

①
機
動
展
開

②
二
日

宮
崎
空
港

①
機
動
展
開

②
一
日

熊
本
空
港

①
機
動
展
開

②
三
日

長
崎
空
港

①
機
動
展
開

②
三
日

福
江
空
港

①
機
動
展
開

②
一
日

北
九
州
空
港

①
機
動
展
開

②
一
日

鹿
児
島
港

①
物
資
輸
送

②
二
日

名
瀬
港

①
物
資
輸
送

②
一
日

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
頻
度
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
令
和
七
年
度
自
衛

隊
統
合
演
習（
実
動
演
習
）」に
お
い
て
、「
円
滑
な
利
用

に
関
す
る
枠
組
み
」に
基
づ
き
、
自
衛
隊
の
装
備
品
及

び
防
衛
省
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る「
民
間
船
舶
の
運

航
・
管
理
事
業
」に
係
る
民
間
船
舶
を
用
い
て
、
自
衛

隊
が
利
用
し
た
御
指
摘
の「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」に

お
け
る
①
実
施
し
た
訓
練
の
内
容
及
び
②
利
用
し
た
日

数
を「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」ご
と
に
お
示
し
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

鹿
児
島
空
港

①
機
動
展
開
、
燃
料
給
油
、
弾
薬
の

搭
載

②
四
日

徳
之
島
空
港

①
機
動
展
開

②
二
日

福
江
空
港

①
機
動
展
開
、
物
資
輸
送

②
四
日

南
紀
白
浜
空
港

①
機
動
展
開

②
二
日

平
良
港

①
物
資
輸
送

②
二
日

石
垣
港

①
物
資
輸
送

②
二
日

鹿
児
島
港

①
物
資
輸
送
、
弾
薬
の
搭
載

②
四
日

須
崎
港

①
荷
役

②
一
日

苫
小
牧
港

①
物
資
輸
送

②
三
日

五
に
つ
い
て

「
港
湾
施
設
設
計
要
領
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
付
け
防
整
技
第
七
三
七
四
号
防
衛
省

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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三
九

整
備
計
画
局
施
設
技
術
管
理
官
通
知
）、「
道
路
施
設
設

計
要
領
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
二
十
九
年
九
月
十
四

日
付
け
防
整
技
第
一
三
六
八
二
号
防
衛
省
整
備
計
画
局

施
設
技
術
管
理
官
通
知
）及
び「
飛
行
場
基
本
施
設
等
の

設
計
要
領
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
二
十
八
年
四
月
一

日
付
け
防
整
技
第
七
三
七
二
号
防
衛
省
整
備
計
画
局
施

設
技
術
管
理
官
通
知
）は
、
自
衛
隊
施
設
の
設
計
に
適

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
お
尋
ね
の「
特

定
利
用
空
港
・
港
湾
の
整
備
及
び
沖
縄
県
と
北
海
道
に

所
在
す
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
と
の
ア
ク
セ
ス
向
上

に
向
け
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
」の
対
象
は
、

現
時
点
で
は
、
自
衛
隊
施
設
を
除
く
空
港
、
港
湾
及
び

道
路
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に「
こ
れ
ら
の
要

領
等
の
全
部
又
は
一
部
が
適
用
若
し
く
は
準
用
又
は
参

考
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
」は
現
時
点
で
想
定
し
て

い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の「
設
計
や
規
格
を
自
衛
隊

の
利
用
の
た
め
に
変
更
す
る
」の
具
体
的
に
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
特
定
利

用
空
港
・
港
湾
と
な
っ
た
空
港
・
港
湾
及
び
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
の
対
象
と
な
っ
た
道
路
」に
つ
い
て

は
、「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強
化
に
資
す
る
公
共
イ

ン
フ
ラ
の
運
用
・
整
備
方
針
に
つ
い
て
」（
令
和
六
年
四

月
一
日
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強
化
に
資
す
る
研
究
開

発
及
び
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議

確
認
）に
お
い
て
、「
国
土
交
通
省
は
、「
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
」に
お
い
て
は
、
民
生
利
用
を
主
と
し
つ

つ
、
自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
の
航
空
機
・
船
舶
の
円
滑

な
利
用
に
も
資
す
る
よ
う
、
自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
の

ニ
ー
ズ
も
考
慮
し
て
、
必
要
な
整
備
又
は
既
存
事
業
の

促
進
を
図
る
。
ま
た
、
平
素
か
ら
円
滑
な
自
衛
隊
の
人

員
・
物
資
輸
送
等
に
資
す
る
よ
う
、「
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
」と
自
衛
隊
の
駐
屯
地
等
と
の
ア
ク
セ
ス
の

向
上
に
向
け
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
図
る
。」

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
現
在
行
わ
れ
て
い
る
」及
び「
具
体
的
内

容
及
び
そ
の
予
算
額
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
の
整
備
」に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
に
お
け

る
①
事
業
の
内
容
及
び
②
予
算
額
を「
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
」ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

那
覇
空
港

①
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
照
明
施
設

の
改
良
、
航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修
等

②
八
十
九

億
円鹿

児
島
空
港

①
誘
導
路
及
び
照
明
施
設
の
改
良
、

航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修
等

②
二
十
億
円

徳
之
島
空
港

①
照
明
施
設
の
改
良
、
空
港
用
地
の

整
備
、
航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修
等

②
二
億
円

宮
崎
空
港

①
照
明
施
設
の
改
良
、
航
空
保
安
無
線

施
設
の
改
修
等

②
二
十
五
億
円

大
分
空
港

①
エ
プ
ロ
ン
及
び
照
明
施
設
の
改
良
、

空
港
用
地
の
整
備
、
航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修
等

②
十
九
億
円

熊
本
空
港

①
照
明
施
設
の
改
良
、
航
空
保
安
無
線

施
設
の
改
修
等

②
十
四
億
円

長
崎
空
港

①
照
明
施
設
の
改
良
、
空
港
用
地
の
整

備
、
航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修
等

②
九
億
円

福
江
空
港

①
照
明
施
設
の
改
良
、
空
港
用
地
の
整

備
等

②
三
億
円

北
九
州
空
港

①
滑
走
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
照
明
施

設
の
改
良
、
空
港
用
地
の
整
備
、
航
空
保
安
無
線
施
設

の
改
修
等

②
六
十
九
億
円

山
口
宇
部
空
港

①
滑
走
路
、
誘
導
路
及
び
照
明
施

設
の
改
良
、
空
港
用
地
の
整
備
、
航
空
保
安
無
線
施
設

の
改
修
等

②
四
億
円

南
紀
白
浜
空
港

①
滑
走
路
及
び
照
明
施
設
の
改

良
、
空
港
用
地
の
整
備
、
航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修

等

②
十
一
億
円

仙
台
空
港

①
航
空
保
安
無
線
施
設
の
改
修
等

②
三
億
円

青
森
空
港

①
照
明
施
設
の
改
良
、
航
空
保
安
無
線

施
設
の
改
修
等

②
四
億
円

函
館
空
港

①
空
港
用
地
の
整
備
、
航
空
保
安
無
線

施
設
の
改
修
等

②
十
億
円

平
良
港

①
防
波
堤
の
建
設
及
び
改
良
、
岸
壁
の
改

良

②
十
八
億
円

石
垣
港

①
泊
地
及
び
防
波
堤
の
建
設
、
道
路
の
改

良

②
二
十
五
億
円

鹿
児
島
港

①
道
路
の
建
設

②
三
十
六
億
円

志
布
志
港

①
岸
壁
及
び
航
路
・
泊
地
の
建
設
、
防

波
堤
の
建
設
及
び
改
良

②
九
億
円

川
内
港

①
泊
地
、
岸
壁
及
び
航
路
・
泊
地
の
建

設

②
八
億
円

西
之
表
港

①
泊
地
及
び
岸
壁
の
建
設
、
防
波
堤
の

改
良

②
八
億
円

名
瀬
港

①
防
波
堤
及
び
岸
壁
の
改
良

②
八
億
円

和
泊
港

①
防
波
堤
の
建
設

②
七
億
円

熊
本
港

①
防
波
堤
及
び
岸
壁
の
建
設

②
九
億
円

八
代
港

①
航
路
の
建
設

②
十
八
億
円

博
多
港

①
航
路
及
び
岸
壁
の
改
良

②
二
十
八
億

円
境
港

①
岸
壁
の
建
設
、
防
波
堤
の
改
良

②
五
億

円
高
知
港

①
防
波
堤
の
建
設
及
び
改
良

②
十
八
億

円
須
崎
港

①
防
波
堤
の
改
良

②
八
億
円

宿
毛
湾
港

①
防
波
堤
の
改
良

②
三
億
円

高
松
港

①
岸
壁
の
建
設

②
六
億
円

敦
賀
港

①
岸
壁
の
建
設
、
防
波
堤
の
改
良

②
六

億
円金

沢
港

①
航
路
の
建
設
、
泊
地
及
び
防
波
堤
の
改

良

②
十
八
億
円

青
森
港

①
岸
壁
の
建
設
、
道
路
の
改
良

②
二
十

五
億
円

室
蘭
港

①
防
波
堤
及
び
岸
壁
の
改
良

②
六
億
円

苫
小
牧
港

①
防
波
堤
、
岸
壁
及
び
港
湾
施
設
用
地

の
建
設
、
航
路
の
改
良

②
二
十
九
億
円

函
館
港

①
岸
壁
の
建
設
及
び
改
良
、
防
波
堤
及
び

道
路
の
改
良

②
十
二
億
円

釧
路
港

①
防
波
堤
及
び
航
路
・
泊
地
の
建
設
、
泊

地
、
防
波
堤
及
び
道
路
の
改
良

②
三
十
億
円

留
萌
港

①
航
路
、
防
波
堤
及
び
岸
壁
の
改
良

②
三
億
円

石
狩
湾
新
港

①
防
波
堤
及
び
岸
壁
の
建
設

②
十

九
億
円

白
老
港

①
防
波
堤
の
建
設

②
一
億
円

有
事
に
お
け
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
関

す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

福
島
み
ず
ほ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

有
事
に
お
け
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に

関
す
る
質
問
主
意
書

有
事
に
お
け
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
つ
い

て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
官
房
が
公
表
し
た「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強

化
に
資
す
る
取
組
に
つ
い
て（
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
）」

（
以
下「
当
該
資
料
」と
い
う
。）に
よ
れ
ば
、
特
定
利
用

空
港
・
港
湾
に
係
る
自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
利
用
の
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
、「
航
空
機
を
状
況
に
応
じ
て
配
置
す

る
こ
と
に
よ
り
、
侵
攻
部
隊
に
対
し
、
よ
り
遠
方
で
対

応
し
ま
す
。」、「
上
記
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、

平
素
か
ら
訓
練
等
で
空
港
・
港
湾
を
利
用
し
ま
す
。」と

し
て
い
る
。

平
素
か
ら
訓
練
等
で
空
港
・
港
湾
を
利
用
す
る
の

は
、
有
事
の
際
に
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
お
い
て
侵

攻
部
隊
に
対
し
、
よ
り
遠
方
で
対
応
す
る
た
め
か
示
さ

れ
た
い
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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二

内
閣
官
房
が
公
表
し
た「「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強

化
に
資
す
る
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
」に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

（
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
更
新
）」（
以
下「
Ｑ
＆
Ａ
」と

い
う
。）に
は
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
に

お
け
る
自
衛
隊
に
よ
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用

に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
内
閣
官
房
・

国
土
交
通
省
・
防
衛
省
は
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
、

「
確
認
事
項（
案
）の
二
の
文
中
の「
・
・
・
、
国
民
の
生

命
・
財
産
を
守
る
上
で
緊
急
性
が
高
い
場
合
又
は
艦
船

の
航
行
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
緊
急
性
が
高
い
場
合

（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
を
除
く
。）」

に
は
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
以
外

の「
存
立
危
機
事
態
」や
、「
重
要
影
響
事
態
」、
い
わ
ゆ

る「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
事
態
」が
含
ま
れ
う
る
と
考
え
て
よ

い
の
か
。
ま
た
、
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
港
湾
法
等
の

既
存
法
令
に
基
づ
き
、
利
用
調
整
を
行
う
も
の
と
考
え

て
よ
い
の
か
。」と
の
高
知
県
の
質
問
に
対
し
、「
お
質

し
の
通
り
、
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。」と
回
答
し
た
。

1

存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
は
、
当
該
資

料
に
お
け
る「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
確
認
事
項
」

中
、「
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
上
で
緊
急
性
が

高
い
場
合
又
は
航
空
機
の
飛
行
や
船
舶
の
航
行
の
安

全
を
確
保
す
る
上
で
緊
急
性
が
高
い
場
合（
武
力
攻

撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
を
除
く
）」に
該
当

し
得
る
か
示
さ
れ
た
い
。

2

Ｑ
＆
Ａ
で
は
、「
Ｑ
3：

こ
の
取
組
は
有
事
を
対

象
と
す
る
も
の
で
す
か
？
」に
対
し
て
、「
Ａ
3：

こ

の
取
組
は
、
平
素
に
お
け
る
空
港
・
港
湾
の
利
用
を

対
象
と
し
た
も
の
で
、
武
力
攻
撃
事
態
の
よ
う
な
有

事
の
利
用
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

と
し
て
い
る
。

Ｑ
3
に
お
け
る「
有
事
」の
定
義
と
、
Ｑ
3
を
含
む

Ｑ
＆
Ａ
に
お
け
る「
平
素
」の
定
義
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
は
、

「
有
事
」と「
平
素
」の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
の
か
示
さ

れ
た
い
。

3
「
有
事
」に
つ
い
て
、
政
府
は
昭
和
五
十
七
年
四
月

二
十
一
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、「
日

本
に
と
っ
て
有
事
と
は
何
ぞ
や
、
こ
う
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
有
事
と

い
う
こ
と
も
厳
密
な
法
律
的
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
に

と
っ
て
の
有
事
と
い
い
ま
す
場
合
に
は
、
い
ま
ま
で

お
答
え
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
、
自
衛
隊
法
七
十

六
条
に
よ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
防
衛
出
動
が
下
令
さ
れ

た
、
あ
る
い
は
下
令
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
を

日
本
に
と
っ
て
の
有
事
と
い
う
ふ
う
に
申
し
て
お
り

ま
す
。」と
答
弁
し
た
。
ま
た
、「
極
東
有
事
」に
つ
い

て
、
政
府
は
平
成
八
年
五
月
十
四
日
の
衆
議
院
安
全

保
障
委
員
会
に
お
い
て
、「
有
事
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
え
て
申
し
上

げ
れ
ば
、
我
が
国
周
辺
地
域
に
お
い
て
限
定
的
な
武

力
紛
争
が
生
起
す
る
よ
う
な
事
態
は
有
事
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
は
ど
う
な
の
か

と
い
っ
た
よ
う
な
疑
問
に
対
し
ま
し
て
は
、
ま
さ
に

我
が
国
の
平
和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
よ

う
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
今
そ
れ
以
上
の
定
義
と
い
い
ま
す
か
考
え

方
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」と
答
弁
し
た
。

こ
れ
ら
の
政
府
答
弁
に
よ
れ
ば
、
Ｑ
3
に
お
け
る

「
有
事
」は
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
を

含
む
概
念
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

4

2
に
関
し
て
、
Ｑ
3
は
、「
有
事
」に
つ
い
て
の
質

問
で
あ
り
、「
有
事
」を
修
飾
す
る
語
句
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
3
は
、「
武
力
攻
撃
事
態
の
よ
う

な
有
事
」と
し
て
、「
有
事
」の
内
容
を
武
力
攻
撃
事

態
に
限
定
し
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態

を
例
示
し
な
い
表
現
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ａ
3

は
、「
こ
の
取
組
は
、
平
素
に
お
け
る
空
港
・
港
湾

の
利
用
を
対
象
と
し
た
も
の
」と
し
て
い
る
が
、
こ

の
表
現
で
は
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態

は
こ
の
取
組
の
対
象
に
該
当
し
な
い
と
国
民
が
理
解

す
る
可
能
性
が
高
く
、
現
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
高

知
県
の
ほ
か
香
川
県
も
政
府
に
質
問
し
て
い
る
。

こ
の
取
組
が
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態

に
お
け
る
空
港
・
港
湾
の
利
用
も
対
象
と
す
る
場

合
、
そ
の
旨
を
Ｑ
＆
Ａ
に
明
記
し
な
い
理
由
を
示
さ

れ
た
い
。

5

令
和
六
年
四
月
十
八
日
の
参
議
院
国
土
交
通
委
員

会
に
お
い
て
、
斉
藤
鉄
夫
国
土
交
通
大
臣（
当
時
）

は
、「
関
係
閣
僚
会
議
の
資
料
の
公
表
や
、
本
件
取

組
に
つ
い
て
の
二
十
六
問
に
わ
た
る
Ｑ
ア
ン
ド
Ａ
を

作
成
し
公
表
す
る
な
ど
、
今
回
の
取
組
に
つ
い
て
公

開
し
、
地
方
議
会
や
地
域
住
民
の
皆
様
を
含
め
広
く

関
係
者
の
理
解
が
進
む
よ
う
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。」と
答
弁
し
た
。

こ
の
取
組
が
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態

に
お
け
る
空
港
・
港
湾
の
利
用
も
対
象
と
す
る
場

合
、
そ
の
旨
を
Ｑ
＆
Ａ
に
明
記
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
そ
の
ほ
か
、
そ
の
旨
を
内
閣
官
房
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲
載
す
る
な
ど
、
地
方
議
会
や
地
域
住
民
を

含
め
広
く
関
係
者
の
理
解
が
進
む
よ
う
努
め
る
べ
き

と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
有
事
に
お
け
る
特
定

利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
有
事
に
お
け
る

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
平
素
か
ら
訓
練
等
で
空
港
・
港
湾
を
利

用
す
る
」こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
又
は
海
上
保
安

庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
空
港
又
は
港
湾
の
特
徴
を
把
握
で

き
、
ひ
い
て
は「
侵
攻
部
隊
に
対
し
、
よ
り
遠
方
で
対

応
す
る
」こ
と
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、

実
際
に「
有
事
の
際
」に
利
用
す
る
空
港
又
は
港
湾
は

「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」に
限
ら
れ
な
い
。

二
の
1
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
確
認
事
項
」に
お

け
る「
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
上
で
緊
急
性
が
高

い
場
合
」と
し
て
は
、
例
え
ば
、
災
害
時
に
お
い
て
救

助
部
隊
の
派
遣
が
必
要
な
場
合
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
対

処
す
る
場
合
を
想
定
し
て
お
り
、
ま
た
、「
航
空
機
の

飛
行
や
船
舶
の
航
行
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
緊
急
性

が
高
い
場
合
」と
し
て
は
、
例
え
ば
、
自
衛
隊
又
は
海

上
保
安
庁
の
航
空
機
又
は
船
舶
に
不
測
の
事
態
が
発
生

し
、
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
想
定
し
て

い
る
。

そ
の
上
で
、
存
立
危
機
事
態
又
は
重
要
影
響
事
態
が

「
緊
急
性
が
高
い
場
合
」に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

実
際
に
発
生
し
た
事
態
の
個
別
具
体
的
な
状
況
に
よ
る

た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
2
及
び
3
に
つ
い
て

有
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
正

確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
お
尋
ね
の

「
Ｑ
3
に
お
け
る「
有
事
」」に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事

態
又
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
と
い
う
意
味
で
用
い
て
お

り
、
お
尋
ね
の「
Ｑ
3
を
含
む
Ｑ
＆
Ａ
に
お
け
る「
平

素
」」に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予

測
事
態
以
外
の
状
況
と
い
う
意
味
で
用
い
て
お
り
、
存

立
危
機
事
態
又
は
重
要
影
響
事
態
も
排
除
し
て
い
な

い
。

二
の
4
及
び
5
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
取
組
」に
お
け
る
空
港
又
は
港
湾
の
利
用

調
整
に
つ
い
て
は
、「
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響

事
態
に
お
け
る
空
港
・
港
湾
の
利
用
」を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
自
衛
隊
又
は
海
上
保
安
庁

が
必
要
と
す
る
空
港
又
は
港
湾
を
平
素
か
ら
円
滑
に
利

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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四
一

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
お
尋
ね
の
よ
う
に「
存
立
危
機
事
態
及
び
重

要
影
響
事
態
に
お
け
る
空
港
・
港
湾
の
利
用
」に
つ
い

て「
Ｑ
＆
Ａ
に
明
記
す
べ
き
」と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
現
在
、「
取
組
」の
概
要
資
料
等
を
内
閣
官
房

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

引
き
続
き
、
適
切
な
情
報
提
供
を
行
っ
て
ま
い
り
た

い
。「

す
ぐ
に
対
応
で
き
る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問

主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

「
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質

問
主
意
書

立
憲
民
主
党
は
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
、
い
わ
ゆ
る

食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
法
案
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
同
年

十
一
月
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
野
田
佳
彦
衆

議
院
議
員
は
同
法
案
へ
の
賛
同
を
求
め
、
高
市
早
苗
内
閣

総
理
大
臣
は
、「
内
閣
と
し
て
は
、
物
価
高
対
策
と
し
て

す
ぐ
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
ま
ず
優
先
す
べ
き
と
考
え
て

お
り
ま
す
。」と
答
弁
し
た
。
一
方
、
自
由
民
主
党
が
物
価

高
対
策
の
目
玉
政
策
と
し
て
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
公

約
に
掲
げ
て
い
た「
一
人
二
万
円
か
ら
四
万
円
の
現
金
給

付
」に
つ
い
て
、
実
施
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
公
金
受
取
口
座
を
活
用
す

る
こ
と
で「
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
」と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
が
現
金
給
付
よ
り
も「
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
」と

考
え
て
い
る
物
価
高
対
策
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
そ
の
対
策
が
実
行
に
至
る
期
間
及
び
国
民
が
そ

の
効
果
を
実
感
す
る
に
至
る
期
間
に
つ
い
て
、
政
府
は

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
の
期
間
を
想
定
し
て
い
る
の
か
示

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出「
す
ぐ
に
対
応
で
き

る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出「
す
ぐ
に
対
応

で
き
る
」物
価
高
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
現
金
給
付
」を「
実
施
し
な
い
」こ
と
に
つ
い
て
は
、
令

和
七
年
十
月
二
十
四
日
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、

高
市
内
閣
総
理
大
臣
が「
自
由
民
主
党
が
こ
の
夏
の
参

議
院
議
員
選
挙
で
公
約
と
し
て
掲
げ
た
給
付
金
に
つ
い

て
は
、
国
民
の
皆
様
の
御
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
実
施
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
物
価
高
に
関
す

る
国
民
の
皆
様
の
御
懸
念
一
つ
一
つ
に
、
丁
寧
に
対
策

を
と
っ
て
い
き
ま
す
。」と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
御

指
摘
の「
公
金
受
取
口
座
」の「
活
用
」を
含
め
、
そ
の
具

体
的
な
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
物
価
高
対
策
」に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し

て
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
の
閣
議
に
お
け
る
内

閣
総
理
大
臣
指
示（
総
合
経
済
対
策
の
策
定
に
つ
い
て
）

の
第
一
の
柱
で
あ
る「
生
活
の
安
全
保
障
・
物
価
高
へ

の
対
応
」と
し
て
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
に
よ
る
対
応
や
厳
冬
期
の
電
気
・
ガ
ス

代
の
支
援
等
、
足
下
の
物
価
高
騰
に
係
る
対
応
策
の
具

体
的
な
内
容
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋

ね
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

大
阪
・
関
西
万
博
の
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
関

す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

大
阪
・
関
西
万
博
の
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に

関
す
る
質
問
主
意
書

大
阪
・
関
西
万
博
が
閉
会
し
約
一
か
月
が
経
過
し
た

が
、
い
ま
だ
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
建
設
工
事
代
金
が
支
払

わ
れ
て
い
な
い
受
託
事
業
者
が
い
る
。
こ
の
建
設
工
事
代

金
の
未
払
問
題
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
海

外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
体
費
用
を

回
収
で
き
な
い
懸
念
か
ら
、
解
体
業
者
が
契
約
を
敬
遠
す

る
動
き
が
出
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
建
設
工
事
代
金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
受
託
事

業
者
か
ら
、
大
阪
府
解
体
工
事
業
協
会
に
対
し
て
、
解
体

工
事
を
当
面
実
施
し
な
い
よ
う
求
め
る
文
書
が
送
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
報
道
に
よ
れ
ば
、
当

該
事
業
者
は
、
建
物
の
解
体
に
よ
っ
て
施
工
に
携
わ
っ
た

証
拠
が
な
く
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
証
拠
保
全
を

目
的
と
し
て
解
体
工
事
を
当
面
実
施
し
な
い
よ
う
求
め
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
工
事
に
つ
い
て
、
解
体
工

事
が
始
ま
っ
て
い
る
出
展
国
の
数
、
工
事
は
始
ま
っ
て

い
な
い
が
解
体
業
者
と
契
約
を
締
結
し
て
い
る
出
展
国

の
数
、
解
体
業
者
と
の
契
約
の
め
ど
が
立
っ
て
い
な
い

出
展
国
の
数
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。

二

出
展
国
は
二
〇
二
六
年
四
月
中
旬
ま
で
に
敷
地
を
万

博
協
会
に
返
還
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。
全
て
の
出
展
国
が
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
を

終
了
し
、
敷
地
を
返
還
す
る
見
通
し
か
、
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

三

海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
が
終
了
せ
ず
、
敷
地
が
返

還
さ
れ
な
い
場
合
、
万
博
協
会
に
不
利
益
が
生
じ
る
か

示
さ
れ
た
い
。
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
、
そ
の
内
容
を

具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四

海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
代

金
の
未
払
問
題
が
解
決
し
な
い
限
り
、
解
体
業
者
が
見

つ
か
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
政
府
は
、
民
間
事
業
者

間
の
契
約
の
問
題
と
放
置
せ
ず
、
解
決
に
向
け
て
積
極

的
に
関
与
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

五

解
体
費
用
の
回
収
が
で
き
な
く
な
る
と
の
解
体
業
者

の
懸
念
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
出
展
国
と
解
体
業
者

と
の
間
で
契
約
す
る
の
で
は
な
く
、
万
博
協
会
又
は
政

府
と
解
体
業
者
と
の
間
で
契
約
し
、
実
際
に
要
し
た
費

用
を
出
展
国
に
請
求
し
て
精
算
す
る
仕
組
み
を
創
設
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
大
阪
・
関
西
万
博
の

海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
大
阪
・
関
西
万

博
の
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
工
事
」に
つ
い

て
は
、
令
和
七
年
四
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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ま
で
開
催
さ
れ
た
国
際
博
覧
会（
以
下「
博
覧
会
」と
い

う
。）の
参
加
国
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
委
託
事
業
者
を

選
定
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
は「
海
外
パ

ビ
リ
オ
ン
の
解
体
工
事
」の
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の「
解
体
工
事
が
始
ま
っ
て
い
る

出
展
国
の
数
」、「
工
事
は
始
ま
っ
て
い
な
い
が
解
体
業

者
と
契
約
を
締
結
し
て
い
る
出
展
国
の
数
」及
び「
解
体

業
者
と
の
契
約
の
め
ど
が
立
っ
て
い
な
い
出
展
国
の

数
」に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
公
益

社
団
法
人
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会（
以
下

「
博
覧
会
協
会
」と
い
う
。）に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の「
海

外
パ
ビ
リ
オ
ン
」の
出
展
を
す
る
国
が
建
物
、
内
外
装

及
び
展
示
の
整
備
等
を
す
る
方
式（
以
下「
タ
イ
プ
Ａ
」

と
い
う
。）で
出
展
し
た
四
十
七
箇
国
の
う
ち
、
同
年
十

一
月
十
八
日
時
点
で
、
三
十
四
箇
国
の「
海
外
パ
ビ
リ

オ
ン
」に
つ
い
て
、
博
覧
会
協
会
が
そ
の
解
体
工
事
の

開
始
に
係
る
許
可
証
を
交
付
し
て
い
る
と
承
知
し
て
お

り
、
博
覧
会
協
会
が
令
和
四
年
六
月
に
公
表
し
た「
パ

ビ
リ
オ
ン

タ
イ
プ
Ａ（
敷
地
渡
し
方
式
）の
工
事
・
解

体
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と

い
う
。）に
示
さ
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て「
海
外

パ
ビ
リ
オ
ン
」の
撤
去
及
び
解
体
が
進
む
よ
う
、
博
覧

会
協
会
及
び
政
府
が
引
き
続
き
参
加
国
を
支
援
し
て
い

く
。

二
に
つ
い
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
タ
イ
プ
Ａ
で
出
展
し

た
参
加
国
に
対
し
、
御
指
摘
の
と
お
り
、
原
則
と
し
て

令
和
八
年
四
月
十
三
日
ま
で
に「
敷
地
を
返
還
す
る
」こ

と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
博
覧
会
協
会
が
令
和
五
年

二
月
に
公
表
し
た「
会
場
全
体
概
略
工
程
表（
解
体
工
事

用
）」（
以
下「
工
程
表
」と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
タ
イ

プ
Ａ
で
出
展
し
た
参
加
国
が
、
建
物
の
リ
ユ
ー
ス
等
に

係
る
取
組
に
時
間
を
要
す
る
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
御

指
摘
の「
敷
地
を
返
還
す
る
」期
限
を
延
長
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
限
か
ら「
概
ね
三
ヵ
月
以
内
」

を
上
限
と
し
て「
必
要
な
延
長
期
間
」を
設
定
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
博
覧
会
協
会
に
よ
れ
ば
、
現

時
点
に
お
い
て
、
タ
イ
プ
Ａ
で
出
展
し
た
全
て
の
参
加

国
が
こ
れ
ら
に
基
づ
い
た
計
画
を
策
定
し
、
御
指
摘
の

「
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
」に
関
す
る
工
事
又
は
そ
の

準
備
を
進
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
タ
イ
プ
Ａ
で
出
展

し
た
全
て
の
参
加
国
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
工
程
表

に
基
づ
い
た
計
画
を
策
定
し
、
御
指
摘
の「
海
外
パ
ビ

リ
オ
ン
の
解
体
」に
関
す
る
工
事
又
は
そ
の
準
備
を
進

め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
た
め
、
政
府
と
し
て

は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
御
指
摘
の「
敷
地
が
返
還
さ

れ
な
い
場
合
」を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
仮
定
の
質
問
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
」の
建
設
工
事
は
、
博

覧
会
の
参
加
国
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
委
託
事
業
者
を

選
定
し
、
委
託
事
業
者
と
受
託
事
業
者
と
の
間
で
、
工

期
、
金
額
、
作
業
内
容
な
ど
の
条
件
に
つ
い
て
合
意
し

た
上
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
個
別
の
契
約

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
当
事
者
間
で
解
決

が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

上
で
、
政
府
と
し
て
は
、
博
覧
会
協
会
及
び
関
係
行
政

機
関
と
一
体
と
な
っ
て
、
受
託
事
業
者
等
か
ら
相
談
を

受
け
付
け
る
体
制
を
整
備
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
博

覧
会
の
会
場
の
建
設
工
事
に
係
る
個
別
の
契
約
の
問
題

解
決
に
向
け
て
後
押
し
し
て
い
く
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
の
解
体
工
事
」は
、
博

覧
会
の
参
加
国
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
委
託
事
業
者
を

選
定
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に

「
万
博
協
会
又
は
政
府
と
解
体
業
者
と
の
間
で
契
約

し
、
実
際
に
要
し
た
費
用
を
出
展
国
に
請
求
し
て
精
算

す
る
仕
組
み
を
創
設
」す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な

い
。

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
等
に
よ
る
適
切
な
支
援
の
必
要
性
に
関

す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

石
垣
の
り
こ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
に
よ
る
適
切
な
支
援
の
必
要
性

に
関
す
る
質
問
主
意
書

文
部
科
学
省
が
令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
に
公
表
し
た

「
令
和
六
年
度
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
・
不
登
校
等
生
徒

指
導
上
の
諸
課
題
に
関
す
る
調
査
結
果
」に
よ
れ
ば
、

小
・
中
・
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
い
じ

め
の
認
知
件
数
は
七
十
六
万
九
千
二
十
二
件
で
あ
り
、
過

去
最
多
を
更
新
し
た
。
い
じ
め
発
生
時
、
い
じ
め
を
受
け

た
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
よ
る
心
の
ケ
ア
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
い
じ
め
を
行
っ
た

児
童
生
徒
に
対
し
て
も
、
い
じ
め
行
為
を
否
定
す
る
等
の

指
導
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
行
う

こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
が
公

開
し
て
い
る
い
じ
め
の
重
大
事
態
調
査
報
告
書
の
再
発
防

止
策
・
提
言
等
の
中
に
、
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に

対
し
て
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
行
う
旨
が

明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
非
常
に
少
な
い
と
見
受
け
ら
れ

る
。令

和
六
年
八
月
に
改
訂
さ
れ
た「
い
じ
め
の
重
大
事
態

の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下「
当
該
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」と
い
う
。）に
は
、「
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒

に
対
し
て
は
、
当
該
児
童
生
徒
が
様
々
な
背
景
を
有
し
て

い
る
場
合
も
あ
り
、
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
場
合
に

は
、
当
該
児
童
生
徒
や
保
護
者
に
対
し
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
よ
り

適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
」、「
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生

徒
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
指
導
及
び
支
援
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
活
用
に
加
え
て
、
外
部
の
専
門

機
関
を
活
用
す
る
こ
と
も
有
効
」と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
記
載
の
と
お
り
、
政
府
に
お
い

て
、
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
等
に
対
し
て
、
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
等
に
よ
る
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
す

る
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

二

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に

よ
る
支
援
に
つ
い
て
、
い
じ
め
の
重
大
事
態
調
査
報
告

書
の
再
発
防
止
策
・
提
言
に
加
え
て
い
る
地
方
公
共
団

体
の
数
を
示
さ
れ
た
い
。

三

当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
に
つ
い
て
、
政
府
は
地

方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
周
知
し
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。
し
か
し
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
よ

る
支
援
に
係
る
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
そ
の
必

要
性
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
い

じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
へ
の
対
応
と
し
て
、
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

等
に
よ
る
支
援
の
充
実
を
図
る
よ
う
、
改
め
て
地
方
公

共
団
体
等
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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四
三

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
い
じ
め
を
行
っ
た
児

童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
に
よ
る

適
切
な
支
援
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
石
垣
の
り
こ
君
提
出
い
じ
め
を
行
っ

た
児
童
生
徒
に
対
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

等
に
よ
る
適
切
な
支
援
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

七
十
一
号
）第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
、
学
校

は
、「
い
じ
め
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に

は
、
い
じ
め
を
や
め
さ
せ
、
及
び
そ
の
再
発
を
防
止
す

る
た
め
、
当
該
学
校
の
複
数
の
教
職
員
に
よ
っ
て
、
心

理
、
福
祉
等
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
の

協
力
を
得
つ
つ
、
・
・
・
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
等
に

対
す
る
指
導
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
助
言
を
継
続

的
に
行
う
」こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、

「
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
等
」に
対
し
て
、
個
別
具
体
の

事
案
に
応
じ
て
、「
児
童
等
」の
心
理
に
関
す
る
支
援
に

従
事
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
、「
児
童
等
」の
福
祉
に
関
す
る
支
援
に
従
事
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

等
に
よ
る
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合

が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
再
発
防
止
策
・
提
言
に
加
え
て
い
る
地

方
公
共
団
体
の
数
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
全
て
の「
い
じ
め
の
重
大

事
態
調
査
報
告
書
」の
内
容
を
網
羅
的
に
把
握
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
必
要
性
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
」の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

の
内
容
に
つ
い
て
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
対

し
、
各
種
会
議
等
の
機
会
を
通
じ
て
周
知
を
図
っ
て
い

る
ほ
か
、「
い
じ
め
問
題
へ
の
的
確
な
対
応
に
向
け
た

警
察
と
の
連
携
等
の
徹
底
に
つ
い
て（
通
知
）」（
令
和
五

年
二
月
七
日
付
け
四
文
科
初
第
二
千
百
二
十
一
号
文
部

科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
）を
発
出
し
、「
加
害

児
童
生
徒
へ
の
指
導
・
支
援
」と
し
て
、
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
と

連
携
し
た
対
応
を
行
う
よ
う
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
今
後
と
も
こ
う
し
た
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た

い
。特

定
利
用
空
港
・
港
湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性

に
関
す
る
質
問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

福
島
み
ず
ほ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能

性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
官
房
が
公
表
し
た「
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強
化

に
資
す
る
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
」に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ（
二
〇

二
五
年
八
月
二
十
九
日
更
新
）」で
は
、「
Ｑ
6：

「
特
定
利

用
空
港
・
港
湾
」と
な
る
こ
と
で
、
有
事
に
お
い
て
、
攻

撃
目
標
と
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
」に
対
し
て
、「
Ａ

6：

自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
は
、
こ
れ
ま
で
も
民
間
の
空

港
・
港
湾
を
利
用
し
て
き
て
い
ま
す
。
今
回
、
更
な
る
利

用
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
イ
ン
フ
ラ
管

理
者
と
の
間
で
、「
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
枠
組
み
」を
設

け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
が
設
け

ら
れ
た
後
も
自
衛
隊
・
海
上
保
安
庁
に
よ
る
平
素
の
利
用

に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
そ
の
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
当

該
施
設
が
攻
撃
目
標
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
と

は
い
え
ま
せ
ん
。」と
し
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
五
十
二
条

（
以
下「
当
該
条
文
」と
い
う
。）に
規
定
す
る「
用
途
」の

解
釈
に
つ
い
て
、
米
国
国
防
総
省
が
二
〇
二
三
年
七
月

に
更
新
し
たLaw

of
W
ar
M
anual

に
よ
れ
ば
、
民

間
空
港
の
滑
走
路
は
、
軍
用
の
航
空
基
地
が
使
用
不
能

に
な
っ
た
場
合
に
直
ち
に
軍
事
利
用
に
供
さ
れ
得
る
こ

と
か
ら
、
軍
事
目
標
と
な
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る

（″Purpose″
m
eans

the
intended

or
possible

use
in
the
future.

F
or
exam

ple,
runw

ays
at
a

civilian
airport

could
qualify

as
m
ilitary

objectives
because

they
m
ay
be
subject

to

im
m
ediate

m
ilitary

use
in
the

event
that

runw
ays

at
m
ilitary

air
bases

have
been

rendered
unserviceable

or
inoperable.

）。
米
国

統
合
参
謀
本
部
が
公
表
し
たJoint

Publication
3

―60

「Joint
T
argeting

」（
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
八
日
付

け
）に
も
同
旨
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
米
国
統
合
参

謀
本
部
が
公
表
し
た

Joint
Publication

3

―60

「Joint
T
argeting

」（
二
〇
一
三
年
一
月
三
十
一
日
付
け
）に
よ

れ
ば
、
民
間
空
港
の
よ
う
な
民
間
施
設
は
、
潜
在
的
に

軍
民
両
用
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
、

軍
事
用
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
た
め
、
軍
事

目
標
と
な
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る（T

he
potential

dual
use
of
a
civilian

object,
such

as
a
civilian

airport,
also

m
ay
m
ake

it
a
m
ilitary

objective

because
of
its
future

intended
or
potential

m
ilitary

use.
）。

そ
の
時
々
の
状
況
に
照
ら
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断

し
た
場
合
、
民
間
空
港
は
当
該
条
文
に
規
定
す
る
軍
事

目
標
と
な
り
得
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
政
府
の
見
解
は
前
述
の
米
国
の
見
解
と
同
様
か

示
さ
れ
た
い
。
同
様
で
な
い
場
合
、
相
違
点
を
示
さ
れ

た
い
。

二

政
府
は
二
〇
二
五
年
四
月
四
日
の
衆
議
院
国
土
交
通

委
員
会
に
お
い
て
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
第
一
追
加

議
定
書
第
五
十
二
条
に
は
、
実
際
に
武
力
紛
争
が
生
じ

た
場
合
に
お
い
て
、「
攻
撃
は
、
厳
格
に
軍
事
目
標
に

対
す
る
も
の
に
限
定
す
る
。
軍
事
目
標
は
、
物
に
つ
い

て
は
、
そ
の
性
質
、
位
置
、
用
途
又
は
使
用
が
軍
事
活

動
に
効
果
的
に
資
す
る
物
で
あ
っ
て
そ
の
全
面
的
又
は

部
分
的
な
破
壊
、
奪
取
又
は
無
効
化
が
そ
の
時
点
に
お

け
る
状
況
に
お
い
て
明
確
な
軍
事
的
利
益
を
も
た
ら
す

も
の
に
限
る
。」と
定
め
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
軍

事
目
標
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
特
定
利
用

港
湾
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
形
式
的
に
決
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
実
際
に
武
力
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
照
ら
し
て
個
別
具
体
的
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
で
き
な
い
も
の

と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。」と
答
弁
し
た
。

実
際
に
武
力
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

時
々
の
状
況
に
照
ら
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
し
た
結

果
、
自
衛
隊
が
利
用
す
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
は
当

該
条
文
に
規
定
す
る
軍
事
目
標
に
該
当
し
得
る
か
、
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

二
〇
二
五
年
度
自
衛
隊
統
合
演
習（
実
動
演
習
）に
つ

い
て
、
九
州
防
衛
局
が
鹿
児
島
県
に
提
供
し
た
資
料
に

よ
れ
ば
、「
航
空
自
衛
隊
の
航
空
部
隊
等
が
四
国
沖
で

実
施
さ
れ
る
統
合
防
空
ミ
サ
イ
ル
防
衛
訓
練（
侵
攻
す

る
航
空
機
等
へ
の
対
処
）及
び
統
合
対
艦
攻
撃
訓
練（
侵

攻
す
る
艦
艇
等
へ
の
対
処
）に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

対
処
要
領
に
つ
い
て
演
練
し
ま
す
。
そ
の
際
、
航
空
自

衛
隊
の
基
地
が
使
用
で
き
な
い
事
態
を
想
定
し
、
鹿
児

島
空
港
、
奄
美
空
港
及
び
徳
之
島
空
港
に
一
時
的
に
退

避
・
着
陸
し
、
燃
料
補
給
を
実
施
し
ま
す
。」、「
海
上

自
衛
隊
の
航
空
機
が
、
母
基
地
の
鹿
屋
航
空
基
地
が
使

用
不
可
能
に
な
っ
た
状
況
を
想
定
し
、
訓
練
期
間
中
の

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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一
時
的
な
拠
点
と
し
て
、
鹿
児
島
空
港
で
弾
薬
搭
載
等

を
実
施
し
ま
す
。」と
し
て
、
自
衛
隊
の
基
地
が「
使
用

で
き
な
い
事
態
」や「
使
用
不
可
能
に
な
っ
た
状
況
」に

お
い
て
、
自
衛
隊
が
特
定
利
用
空
港
を
利
用
す
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
自
衛
隊
が
利
用
す
る

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
は
、
当
該
条
文
に
規
定
す
る
軍

事
目
標
に
な
り
得
る
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
前
段
、
二
及
び
三
に
つ
い
て

千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条

約
の
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る

追
加
議
定
書（
議
定
書
Ⅰ
）（
平
成
十
六
年
条
約
第
十
二

号
）第
五
十
二
条
2
に
お
い
て
、「
軍
事
目
標
は
、
物
に

つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
、
位
置
、
用
途
又
は
使
用
が
軍

事
活
動
に
効
果
的
に
資
す
る
物
で
あ
っ
て
そ
の
全
面
的

又
は
部
分
的
な
破
壊
、
奪
取
又
は
無
効
化
が
そ
の
時
点

に
お
け
る
状
況
に
お
い
て
明
確
な
軍
事
的
利
益
を
も
た

ら
す
も
の
に
限
る
」と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
何
が
同
条

2
に
規
定
さ
れ
る「
軍
事
目
標
」に
当
た
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
実
際
に
武
力
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
時
点
に
お
け
る
状
況
下
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
尋
ね
の「
民
間
空
港
」

及
び「
自
衛
隊
が
利
用
す
る
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」が

「
軍
事
目
標
」に
当
た
る
の
か
を
一
概
に
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
中
段
及
び
後
段
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
お
尋
ね
の「
米
国
の
見
解
」を
有
権
的

に
解
釈
し
得
る
立
場
に
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空

港
・
港
湾
に
係
る
大
臣
の
指
示
に
関
す
る
質
問
主
意

書
右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

福
島
み
ず
ほ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空

港
・
港
湾
に
係
る
大
臣
の
指
示
に
関
す
る
質
問
主

意
書

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）第
二

百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
五
第
一
項
は
、「
各
大
臣
は
、

国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
が
発
生
し
、

又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国

民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
の
規
模
及
び
態

様
、
当
該
国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
に

係
る
地
域
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
国
民
の
安
全
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
事
態
に
関
す
る
状
況
を
勘
案
し
て
、
そ
の

担
任
す
る
事
務
に
関
し
、
生
命
等
の
保
護
の
措
置
の
的
確

か
つ
迅
速
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
生
命

等
の
保
護
の
措
置
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
を
除
き
、
閣
議
の
決
定
を
経
て
、
そ
の
必
要
な

限
度
に
お
い
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
普

通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
当
該
生
命
等

の
保
護
の
措
置
の
的
確
か
つ
迅
速
な
実
施
を
確
保
す
る
た

め
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」と
規
定
し
て
い
る
。

政
府
は
令
和
六
年
五
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
総
務
委
員

会
に
お
い
て
、「
本
改
正
案
は
、
答
申
を
踏
ま
え
ま
し

て
、
特
定
の
事
態
の
類
型
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の

及
ぼ
す
被
害
の
程
度
に
お
い
て
大
規
模
な
災
害
、
感
染
症

の
蔓
延
に
類
す
る
国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

事
態
に
お
け
る
特
例
を
設
け
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

特
定
の
事
態
を
除
外
し
て
い
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
事
態
対
処
法
等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
武
力
攻
撃
事
態

等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
法
律
で
必
要
な
規
定

が
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
本
改
正
案
に
基
づ
く
関
与

を
行
使
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。」と
答
弁
し
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我

が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）第

一
条
は
、「
武
力
攻
撃
事
態
等
」に
つ
い
て
、「
武
力
攻

撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
を
い
う
」と
規
定
し

て
い
る
。
前
記
答
弁
に
お
け
る「
事
態
対
処
法
等
で
定

め
ら
れ
て
い
る
武
力
攻
撃
事
態
等
」に
は
、
存
立
危
機

事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
認
識

で
よ
い
か
示
さ
れ
た
い
。

二

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
五
第
一

項
に
規
定
さ
れ
て
い
る「
国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
事
態
」に
つ
い
て
、
特
定
の
事
態
を
除
外
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
場
合
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重

要
影
響
事
態
は
含
ま
れ
る
か
示
さ
れ
た
い
。
含
ま
れ
る

場
合
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
に
お
い

て
、
防
衛
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
空
港
・
港
湾

の
管
理
者
で
あ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
自
衛

隊
に
よ
る
空
港
・
港
湾
の
利
用
に
つ
い
て
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
示

さ
れ
た
い
。

三

二
に
お
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
、
想
定
し
て
い
る
指
示
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
管
理
し
て
い
る
空
港
・
港

湾
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
及
び
米
軍
の
優
先
的
な
利
用
を

確
保
す
る
旨
の
指
示
を
想
定
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た

い
。右

質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
存
立
危
機
事
態
及
び

重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空
港
・
港
湾
に
係
る
大
臣
の

指
示
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
存
立
危
機
事
態

及
び
重
要
影
響
事
態
に
お
け
る
空
港
・
港
湾
に
係

る
大
臣
の
指
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
事
態
対
処
法
等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
武

力
攻
撃
事
態
等
」に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
と
お
り
で

あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

事
態
」に
つ
い
て
は
、
特
定
の
事
態
の
類
型
を
除
外
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
る
事
態
が
こ
れ
に
該
当
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
態
の
規
模
、
態
様
等
に

即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
存
立
危
機
事
態
及
び
重
要
影
響
事
態
へ

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危

機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及

び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
五
年

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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法
律
第
七
十
九
号
）、
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が

国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）そ
の
他
の
関
係

法
令
に
基
づ
き
対
応
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
事
態
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
五

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
を
行
う
こ
と
は
想
定
し

て
い
な
い
。

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る
質

問
主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

福
島
み
ず
ほ

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

令
和
六
年
版
防
衛
白
書
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
、「
二
〇

二
七
年
度
に
お
い
て
、
防
衛
力
の
抜
本
的
強
化
と
そ
れ
を

補
完
す
る
取
組
を
あ
わ
せ
、
そ
の
た
め
の
予
算
水
準
が
Ｇ

Ｄ
Ｐ（
二
〇
二
二
年
度
実
績
見
込
み
。
約
五
百
六
十
兆
円
）

の
二
％（
十
一
兆
円
程
度
）に
達
す
る
よ
う
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
」と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
防
衛
力
整
備
計
画

対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
七
年
度
に
お
い
て
八
・

九
兆
円
程
度
」、
補
完
す
る
取
組
の
経
費
に
つ
い
て
は
、

「
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
関
係
経
費
・
米
軍
再
編
関
係
経
費
の
う
ち
地

元
負
担
軽
減
分
に
関
す
る
経
費
は
〇
・
二
兆
円
程
度
、
関

係
省
庁
所
管
分
は
海
上
保
安
庁
予
算
や
Ｐ
Ｋ
Ｏ
関
連
経
費

な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
〇
・
九
兆
円
程
度
」と
見
込
ん
で

い
る
。
ま
た
、「
総
合
的
な
防
衛
体
制
を
強
化
す
る
た
め

の
取
組（
研
究
開
発
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
サ
イ
バ
ー

安
全
保
障
、
わ
が
国
と
同
志
国
の
抑
止
力
向
上
な
ど
の
た

め
の
国
際
協
力
）に
関
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
兆
円

程
度
」と
見
込
ん
で
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、

総
合
的
な
防
衛
体
制
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
の
う

ち
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
関
す
る
経
費
に
含
ま
れ
、

防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
に
は
含
ま
れ
な
い
か
示
さ

れ
た
い
。

二

政
府
は
、
二
〇
二
七
年
度
に
お
け
る
総
合
的
な
防
衛

体
制
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
に
関
す
る
経
費
に
つ
い

て
、（
1
）研
究
開
発
、（
2
）公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
、

（
3
）サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
、（
4
）わ
が
国
と
同
志
国
の

抑
止
力
向
上
な
ど
の
た
め
の
国
際
協
力
の
四
分
野
で
一

兆
円
程
度
と
見
込
ん
で
い
る
。
一
兆
円
程
度
の
経
費
の

内
訳
に
つ
い
て
、（
1
）か
ら（
4
）に
分
け
て
示
さ
れ
た

い
。
ま
た
、（
1
）か
ら（
4
）に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
た

事
業
の
内
容
及
び
金
額
を
全
て
示
さ
れ
た
い
。
仮
に
、

積
算
を
せ
ず
全
体
額
の
み
先
行
し
て
決
定
し
た
場
合
、

そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

三

二
に
お
け
る（
1
）か
ら（
4
）の
四
分
野
に
つ
い
て
、

二
〇
二
三
年
度
か
ら
二
〇
二
五
年
度
ま
で
の
予
算
に
計

上
し
た
事
業
の
内
容
及
び
金
額
を
年
度
ご
と
に
示
さ
れ

た
い
。

四

総
合
的
な
防
衛
体
制
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
の
う

ち
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
い
て
、
二
〇
二
七
年
度

ま
で
に
い
く
つ
の
空
港
・
港
湾
を
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
場
所
と
併
せ
て
示
さ

れ
た
い
。

五

関
係
省
庁
所
管
分
の
経
費
〇
・
九
兆
円
に
つ
い
て
、

積
み
上
げ
た
事
業
の
内
容
及
び
金
額
を
全
て
示
さ
れ
た

い
。
仮
に
、
積
算
を
せ
ず
全
体
額
の
み
先
行
し
て
決
定

し
た
場
合
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

六

令
和
六
年
版
防
衛
白
書
で
は
、
関
係
省
庁
所
管
分
の

経
費
に
つ
い
て
、「
恩
給
費
、
弾
薬
の
処
分
等
関
連
経

費
な
ど
の
旧
軍
人
・
軍
属
等
や
旧
軍
兵
器
に
関
係
す
る

も
の
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
分
担
金
な
ど
Ｐ
Ｋ
Ｏ
関
係
経
費
、

海
上
保
安
庁
、
内
閣
衛
星
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
安
全
保
障

関
連
組
織
、
防
衛
駐
在
官
人
件
費
な
ど
の
自
衛
隊
関
係

経
費
、
基
地
交
付
金
な
ど
の
在
日
米
軍
の
駐
留
に
関
す

る
経
費
な
ど
」を
念
頭
に
置
い
て
試
算
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
、「
弾
薬
の
処
分
等
関
連
経
費
な

ど
」、「
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
分
担
金
な
ど
」、「
海
上
保
安
庁
、

内
閣
衛
星
セ
ン
タ
ー
な
ど
」、「
防
衛
駐
在
官
人
件
費
な

ど
」、「
基
地
交
付
金
な
ど
」、「
在
日
米
軍
の
駐
留
に
関

す
る
経
費
な
ど
」に
つ
い
て
、「
な
ど
」が
指
す
内
容
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空
港
・
港

湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
に
係
る
経
費
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
に
係
る
経
費
」の

具
体
的
に
意
味
す
る
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
お
尋
ね
の「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」の
整
備
に

係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、「
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
関

す
る
経
費
」に
含
ま
れ
、「
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経

費
」に
は
含
ま
れ
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
積
算
を
せ
ず
全
体
額
の
み
先
行
し
て
決

定
し
た
場
合
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
五
年
六
月
六
日
の
参

議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
参
考
人
が

「
一
兆
円
の
う
ち
研
究
開
発
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
が
大
宗

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま

す
」と
答
弁
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
以
上
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
で
確
た
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
研
究
開
発
」に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
版

防
衛
白
書
に
お
い
て「
関
係
省
庁
の
民
生
利
用
目
的
の

研
究
の
な
か
で
、
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強
化
に
も
資

す
る
も
の
を「
重
要
技
術
課
題
」と
し
て
当
面
推
進
し
て

い
く
こ
と
と
し
、
二
千
二
十
四
年
度
よ
り
マ
ッ
チ
ン
グ

事
業
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」と
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
度
予
算
に
お

い
て
零
円
を
、
令
和
六
年
度
予
算
に
お
い
て
約
千
八
百

五
億
円
を
、
令
和
七
年
度
予
算
に
お
い
て
約
三
千
六
百

四
十
九
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
い
る
。

御
指
摘
の「
公
共
イ
ン
フ
ラ
整
備
」に
つ
い
て
は
、
一

で
御
指
摘
の「
特
定
利
用
空
港
・
港
湾
」及
び
こ
れ
ら
と

自
衛
隊
の
駐
屯
地
等
と
の
ア
ク
セ
ス
向
上
に
向
け
た
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
、
令

和
五
年
度
予
算
に
お
い
て
零
円
を
、
令
和
六
年
度
予
算

に
お
い
て
約
三
百
七
十
億
円
を
、
令
和
七
年
度
予
算
に

お
い
て
約
九
百
六
十
八
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
い

る
。御

指
摘
の「
サ
イ
バ
ー
安
全
保
障
」に
つ
い
て
は
、
令

和
七
年
版
防
衛
白
書
に
お
い
て「
政
府
全
体
と
し
て
サ

イ
バ
ー
安
全
保
障
分
野
に
お
け
る
対
応
能
力
を
欧
米
主

要
国
と
同
等
以
上
に
向
上
さ
せ
る
」と
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
度

予
算
に
お
い
て
零
円
を
、
令
和
六
年
度
予
算
に
お
い
て

約
百
二
十
五
億
円
を
、
令
和
七
年
度
予
算
に
お
い
て
約

百
九
十
一
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
い
る
。

御
指
摘
の「
わ
が
国
と
同
志
国
の
抑
止
力
向
上
な
ど

の
た
め
の
国
際
協
力
」に
つ
い
て
は
、
同
志
国
の
安
全

保
障
上
の
能
力
や
抑
止
力
の
強
化
に
貢
献
す
る
こ
と
に

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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よ
り
、
我
が
国
と
の
安
全
保
障
協
力
関
係
の
強
化
、
我

が
国
に
と
っ
て
望
ま
し
い
安
全
保
障
環
境
の
創
出
並
び

に
国
際
的
な
平
和
と
安
全
の
維
持
及
び
強
化
に
寄
与
す

ひ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
軍
等
が
裨
益
者
と
な
る
資
機

材
供
与
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
等
を
行
う
事
業
に
つ
い
て
、

令
和
五
年
度
予
算
に
お
い
て
約
二
十
億
円
を
、
令
和
六

年
度
予
算
に
お
い
て
約
五
十
億
円
を
、
令
和
七
年
度
予

算
に
お
い
て
約
八
十
一
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
い

る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の「
特
定
利
用
空

港
・
港
湾
」は
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
者
と
調
整
し
た

上
で
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
確
た
る

こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
積
算
を
せ
ず
全
体
額
の
み
先
行
し
て
決

定
し
た
場
合
」の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
六
年
版
防
衛
白
書
に

お
い
て「
歴
代
の
政
権
で
、
こ
れ
ま
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
定
義

を
参
考
に
し
つ
つ
、
安
全
保
障
に
関
連
す
る
経
費
と
し

て
仮
に
試
算
し
て
き
た
際
の
項
目
を
ベ
ー
ス
に
、
例
え

ば
、
恩
給
費
、
弾
薬
の
処
分
等
関
連
経
費
な
ど
の
旧
軍

人
・
軍
属
等
や
旧
軍
兵
器
に
関
係
す
る
も
の
、
国
連
Ｐ

Ｋ
Ｏ
分
担
金
な
ど
Ｐ
Ｋ
Ｏ
関
係
経
費
、
海
上
保
安
庁
、

内
閣
衛
星
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
安
全
保
障
関
連
組
織
、
防

衛
駐
在
官
人
件
費
な
ど
の
自
衛
隊
関
係
経
費
、
基
地
交

付
金
な
ど
の
在
日
米
軍
の
駐
留
に
関
す
る
経
費
な
ど
を

念
頭
に
置
い
た
試
算
」で
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

そ
れ
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
確
た
る
こ

と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
弾
薬
の
処
分
等
関
連
経
費
な
ど
」に
つ
い

て
は
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
に
係
る
経
費
が
、「
国
連
Ｐ

Ｋ
Ｏ
分
担
金
な
ど
」に
つ
い
て
は
国
際
平
和
協
力
本
部

に
係
る
経
費
が
、「
海
上
保
安
庁
、
内
閣
衛
星
セ
ン

タ
ー
な
ど
」に
つ
い
て
は
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局

が
、「
防
衛
駐
在
官
人
件
費
な
ど
」に
つ
い
て
は
国
有
提

供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）第
一
項
に
規
定
す
る

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
が
、「
基

地
交
付
金
な
ど
」に
つ
い
て
は
令
和
七
年
版
防
衛
白
書

に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る「
提
供
普
通
財
産
借
上
試

算
」が
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
る
。「
在
日
米
軍
の
駐
留
に
関

す
る
経
費
な
ど
」の「
な
ど
」に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
該

当
す
る
も
の
は
予
算
に
計
上
し
て
い
な
い
。

東
京
二
十
三
区
の
高
額
な
火
葬
料
金
に
関
す
る
質
問

主
意
書

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提

出
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

山
添

拓

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

東
京
二
十
三
区
の
高
額
な
火
葬
料
金
に
関
す
る
質

問
主
意
書

「
墓
地
、
納
骨
堂
又
は
火
葬
場
の
経
営
の
許
可
の
取
扱

い
に
つ
い
て
」（
一
九
六
八
年
四
月
五
日
付
け
厚
生
省
環
境

衛
生
局
環
境
衛
生
課
長
通
知
）に
よ
れ
ば
、
政
府
は
火
葬

場
の
経
営
主
体
に
つ
い
て
、「
永
続
性
と
非
営
利
性
」を
確

保
す
る
観
点
か
ら「
原
則
と
し
て
市
町
村
等
の
地
方
公
共

団
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
」な
い
と
し
て
い
る
。
一
方
、
墓

地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律（
一
九
四
八
年
法
律
第
四
十

八
号
。
以
下「
墓
地
埋
葬
法
」と
い
う
。）制
定
以
前
に
創
業

し
た
火
葬
事
業
者
が
あ
る
東
京
二
十
三
区
で
は
、
九
箇
所

の
火
葬
場
中
、
公
営
は
二
箇
所
に
と
ど
ま
り
、
七
箇
所
が

民
間
経
営
、
う
ち
六
箇
所
は
同
一
法
人（
東
京
博
善
株
式

会
社
）が
経
営
し
て
い
る
。
東
京
博
善
株
式
会
社
が
経
営

す
る
火
葬
場
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
一
年
以
降
火
葬
料
金

の
値
上
げ
が
繰
り
返
さ
れ
、
一
般
的
な
場
合
で
九
万
円
に

達
す
る
。
同
じ
東
京
都
内
で
も
、
多
摩
地
域
の
公
営
火
葬

場
に
お
け
る
火
葬
料
金
が
無
料
又
は
一
万
円（
管
内
住
民

の
場
合
）で
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
も
著
し
く
高
額
で
あ

り
、
区
民
の
負
担
は
極
め
て
重
く
な
っ
て
い
る
。

小
池
百
合
子
東
京
都
知
事
は
二
〇
二
五
年
第
三
回
都
議

会
定
例
会
に
お
い
て
、「
都
内
に
多
く
存
在
す
る
民
間
火

葬
場
の
火
葬
料
金
な
ど
の
指
導
を
適
切
に
行
え
ま
す
よ
う

に
、
区
と
連
携
し
ま
し
て
、
法
改
正
等
を
国
に
要
望
い
た

し
ま
す
。」と
答
弁
し
て
お
り
、
政
府
の
対
応
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

火
葬
場
の
経
営
は
利
益
追
求
の
手
段
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

二

墓
地
埋
葬
法
第
一
条
は
、「
墓
地
、
納
骨
堂
又
は
火

葬
場
の
管
理
及
び
埋
葬
等
が
、
国
民
の
宗
教
的
感
情
に

適
合
し
、
且
つ
公
衆
衛
生
そ
の
他
公
共
の
福
祉
の
見
地

か
ら
、
支
障
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」と

規
定
し
て
い
る
。

火
葬
は
、
単
に
故
人
や
そ
の
遺
族
の
個
人
的
利
益
の

た
め
で
は
な
く
、
社
会
的
公
共
的
な
利
益
の
た
め
に
必

要
と
さ
れ
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
火
葬
を
行

う
こ
と
に
よ
る「
受
益
者
」を
誰
と
考
え
て
い
る
か
、
政

府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

三

福
岡
資
麿
厚
生
労
働
大
臣（
当
時
）は
二
〇
二
五
年
九

月
三
十
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、「
火
葬
料
金
の
指

導
等
は
、
現
行
法
の
運
用
で
可
能
と
考
え
て
い
ま
す
」

と
発
言
し
て
い
る
。

同
発
言
中
の「
現
行
法
」と
は
、
墓
地
埋
葬
法
を
指
す

と
理
解
し
て
よ
い
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、「
現
行
法
」

が
墓
地
埋
葬
法
を
指
す
場
合
、「
現
行
法
の
運
用
で
可

能
」と
は
、
同
法
の
い
ず
れ
の
条
文
に
基
づ
く
、
ど
の

よ
う
な
権
限
行
使
に
よ
っ
て
指
導
等
が
で
き
る
と
い
う

趣
旨
か
示
さ
れ
た
い
。

四

墓
地
埋
葬
法
第
十
八
条
で
は
、「
都
道
府
県
知
事

は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、

火
葬
場
に
立
ち
入
り
・
・
・
検
査
さ
せ
・
・
・
火
葬
場

の
管
理
者
か
ら
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。」と
し
、
第
十
九
条
で
は
、「
都
道
府
県
知
事
は
、

公
衆
衛
生
そ
の
他
公
共
の
福
祉
の
見
地
か
ら
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
・
・
・
火
葬
場
の
施
設
の
整
備

改
善
、
・
・
・
使
用
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
を
命

じ
、
・
・
・
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。」と
し

て
い
る
。

火
葬
料
金
が
法
外
に
高
い
場
合
は
前
記
の「
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
」に
該
当
し
、
都
道
府
県
知
事（
東

京
特
別
区
に
お
い
て
は
区
長
）の
判
断
で
同
法
第
十
八

条
及
び
第
十
九
条
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で

き
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
示
さ
れ
た
い
。

五

墓
地
埋
葬
法
に
は
、
火
葬
料
金
に
つ
い
て
特
段
の
規

定
は
な
い
。「
火
葬
場
の
経
営
・
管
理
に
つ
い
て
」（
二

〇
二
二
年
十
一
月
二
十
四
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
薬
・

生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
課
通
知
）に
よ
れ
ば
、
株
式
会

社
に
よ
り
経
営
さ
れ
て
い
る
火
葬
場
に
お
い
て
火
葬
料

金
等
が
相
次
い
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
報
道
が
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
上
で
、
許
可
権
者
で
あ
る

都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、「
適
正
な
火
葬
場
の
経

営
・
管
理
に
つ
い
て
指
導
監
督
の
徹
底
を
改
め
て
お
願

い
い
た
し
ま
す
。」と
対
応
を
求
め
て
い
る
。

東
京
二
十
三
区
に
お
け
る
許
可
権
者
で
あ
る
区
長

が
、
火
葬
料
金
に
関
し
て
区
と
し
て
独
自
に
条
例
を
定

め
事
業
者
へ
の「
指
導
監
督
の
徹
底
」を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
法
律
上
妨
げ
ら
れ
な
い
と
理
解
し
て
よ
い
か

示
さ
れ
た
い
。

六

墓
地
埋
葬
法
上
、
東
京
二
十
三
区
に
お
け
る
火
葬
場

の
経
営
の
許
可
、
火
葬
場
の
管
理
者
か
ら
の
報
告
徴

収
、
火
葬
場
の
施
設
の
整
備
改
善
や
使
用
の
制
限
・
禁

止
の
命
令
等
は
、
区
長
が
行
う
自
治
事
務
で
あ
る
が
、

特
別
区
が
東
京
都
と
協
議
し
当
該
事
務
を
委
託
す
る
旨

の
規
約
を
定
め
れ
ば
、
墓
地
埋
葬
法
上
の
権
限
を
東
京

都
知
事
が
行
使
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
理
解
し
て

よ
い
か
示
さ
れ
た
い
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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七

小
池
東
京
都
知
事
は
二
〇
二
五
年
第
三
回
都
議
会
定

例
会
の
所
信
表
明
に
お
い
て
、「
料
金
を
含
む
火
葬
場

の
経
営
管
理
に
対
す
る
指
導
が
適
切
に
行
え
ま
す
よ

う
、
法
の
見
直
し
を
国
に
求
め
て
い
く
」と
述
べ
て
い

る
。
同
所
信
表
明
以
降
、
東
京
都
や
特
別
区
長
会
か
ら

国
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
火
葬
場
や
火
葬
料
金
等
に
関

す
る
要
望
や
問
合
せ
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

そ
の
要
望
等
に
対
す
る
政
府
の
回
答
を
具
体
的
に
示
さ

れ
た
い
。

八

火
葬
場
の
経
営
主
体
が
葬
儀
な
ど
火
葬
場
以
外
の
事

業
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
火
葬
場
に
関
す
る
事
業
と
他

の
事
業
の
会
計
を
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
火
葬
場
経

営
に
関
す
る
収
支
の
透
明
性
・
非
営
利
性
を
確
保
す
る

こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た

い
。右

質
問
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

参
議
院
議
員
山
添
拓
君
提
出
東
京
二
十
三
区
の
高
額
な

火
葬
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。

参
議
院
議
員
山
添
拓
君
提
出
東
京
二
十
三
区
の
高

額
な
火
葬
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、「
火
葬
場
の
経
営
・
管
理
に

関
す
る
指
導
監
督
に
つ
い
て
」（
令
和
七
年
十
月
三
十
一

日
付
け
健
生
衛
発
一
〇
三
一
第
二
号
厚
生
労
働
省
健

康
・
生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
課
長
通
知
。
以
下「
指
導

監
督
通
知
」と
い
う
。）に
お
い
て
、「
火
葬
場
の
経
営
が

利
益
追
求
の
手
段
と
な
っ
て
、
利
用
者
が
犠
牲
に
な
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
誰
も
が
火
葬
場
を

利
用
で
き
る
必
要
が
あ
る
」と
示
し
て
い
る
と
お
り
で

あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
火
葬
を
行
う
こ
と
に
よ
る「
受
益
者
」」の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
火
葬
」は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す

る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下

「
法
」と
い
う
。）第
一
条
に
規
定
す
る
と
お
り
、「
国
民

の
宗
教
的
感
情
に
適
合
し
、
且
つ
公
衆
衛
生
そ
の
他
公

共
の
福
祉
の
見
地
か
ら
、
支
障
な
く
行
わ
れ
る
」必
要

が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た

と
お
り
、
指
導
監
督
通
知
に
お
い
て
、「
火
葬
場
の
経

営
が
利
益
追
求
の
手
段
と
な
っ
て
、
利
用
者
が
犠
牲
に

な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
誰
も
が
火
葬

場
を
利
用
で
き
る
必
要
が
あ
る
」と
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
現
行
法
」と
は
、「
墓
地
埋
葬
法
を
指
す
」

も
の
で
あ
る
が
、「
現
行
法
の
運
用
で
可
能
」と
の
発
言

は
、
お
尋
ね
の
よ
う
に「
同
法
の
い
ず
れ
の
条
文
に
基

づ
く
、
ど
の
よ
う
な
権
限
行
使
に
よ
っ
て
指
導
等
が
で

き
る
」か
に
つ
い
て
具
体
的
に
念
頭
に
置
い
た
も
の
で

は
な
く
、
火
葬
場
を
誰
も
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
例
え
ば
、
火
葬
場
に
対
し
て
、
火
葬
料
金
の
設

定
の
考
え
方
や
根
拠
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う

求
め
る
こ
と
や
、
火
葬
料
金
の
額
が
火
葬
場
の
経
営
及

び
管
理
に
係
る
費
用
に
比
し
て
明
ら
か
に
高
額
な
場
合

に
一
定
の
指
導
を
行
う
こ
と
は
、
現
行
法
令
に
反
す
る

も
の
で
は
な
い
と
の
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
火
葬
料
金
が
法
外
に
高
い
場
合
」の
状
況

等
は
様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
お
尋
ね
に
一
概
に
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
法
律
上
妨
げ
ら
れ
な
い
」の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
御
指
摘
の「
条
例
」が
法
令
等
に
違
反
し
な
い
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
内
容
等
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
な
お
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
条
例
に

よ
り
、
火
葬
場
を
誰
も
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
御
指
摘
の「
火
葬
料
金
」に
関
し
て
一
定
の
規
制
を

行
う
こ
と
は
、
火
葬
等
が
支
障
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を

旨
と
す
る
法
の
趣
旨
目
的
を
損
な
わ
な
い
限
り
に
お
い

て
、「
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
」と
定
め
る
憲
法
第
九
十
四
条
に
必
ず
し
も
反
す

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
そ
の
規
制
の
具

体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
一
定
の
制
限
が

な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
営
業
の
自
由
と
の
関
係
で
、
必

要
性
や
合
理
性
の
面
か
ら
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
考
え
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
の
規

定
に
よ
る「
事
務
の
委
託
」と
し
て
可
能
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の「
要
望
や
問
合
せ
」の
具
体
的
に
指
し
示
す

範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
厚

生
労
働
省
に
お
い
て
、
東
京
都
か
ら
、
御
指
摘
の「
所

信
表
明
」に
関
す
る
情
報
の
提
供
は
受
け
て
い
る
と
こ

ろ
、
こ
れ
に
対
す
る
特
段
の「
回
答
」は
行
っ
て
い
な

い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
指
導
監
督
通
知
に
お
い
て
、

火
葬
場
の「
財
務
状
況
の
把
握
」に
関
し
、「
火
葬
場
経

営
以
外
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
火
葬
場
の

経
理
・
会
計
が
当
該
他
の
事
業
と
区
分
さ
れ
て
お
り
、

火
葬
場
の
経
営
・
管
理
に
必
要
な
費
用
の
範
囲
内
で
運

営
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
財
務
関
係
書
類
等
に

よ
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」と
示
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

〔
参
照
〕

十
一
月
二
十
七
日
議
長
に
お
い
て
、
左
の
と
お
り
議
席

を
変
更
し
た
。

六
九

平
山
佐
知
子
君

七
二

な
が
え
孝
子
君

七
四

清
水

真
人
君

七
五

福
山

守
君

一
〇
九

寺
田

静
君

一
一
〇

齊
藤
健
一
郎
君

一
一
二

友
納

理
緒
君

一
一
三

神
谷

政
幸
君

一
一
四

梶
原

大
介
君

一
一
六

脇

雅
昭
君

一
一
七

宮
本

和
宏
君

一
一
九

い
ん
ど
う
周
作
君

一
二
〇

か
ま
や
ち
敏
君

一
二
一

見
坂

茂
範
君

一
五
三

越
智

俊
之
君

一
五
五

東
野

秀
樹
君

一
五
八

小
林
孝
一
郎
君

一
五
九

鈴
木

大
地
君

一
六
〇

出
川

桃
子
君

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

参
議
院
会
議
録
第
五
号

質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
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